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は じ め に 

昨今の地球規模の異常気象によって、国内のいずれの地域においても、甚大な被害を

もたらしうる自然災害発生の脅威が高まっています。発災直後は、人命救出・救助活動、

救急医療活動が優先されますが、時間の経過とともに被災による健康・栄養課題が顕在

化し、被災者に対する栄養と食生活支援ニーズへの活動が求められます。 

 （公社）日本栄養士会では、東日本大震災における災害支援活動をきっかけに、「日

本栄養士会災害支援チーム〈The Japan Dietetic Association-Disaster Assistance Team：

JDA-DAT（以下、JDA-DAT）〉」を発足し、被災者に対する支援活動を持続的、かつ効率的

に行う体制整備を進めています。 

これまで JDA-DAT は、東日本大震災後、関東東北豪雨災害、熊本地震、大阪北部

地震、西日本豪雨災害、北海道胆振東部地震など、多くの支援活動を行ってきました。

被災自治体栄養士と連携した避難所巡回や、DMAT など医療チームとの帯同、在宅避

難者への訪問、保健医療班とのミーティングへの参加、福祉避難所における食事提供、物

資集積場所の整理と特殊栄養食品ステーションの設置運営、食事調査と評価、要配慮

者への代替食品の手配など、フェーズや被災者の特性に応じた幅広い活動となっています。 

本ガイドは、災害が発生した場合に、日本栄養士会、及び都道府県栄養士会、JDA-

DAT が、速やかに栄養・食生活支援活動を行うための共通ツールとして作成（令和 4 年

7 月）し、このたび、能登半島地震での支援活動を踏まえ DiMS の活用、1.5 次避難所

での要配慮者支援等にかかる記載を新たに追加しました。本ガイドの特徴は 2 つのコンテン

ツで編成されています。１つ目は総論・各論として、災害時の栄養・食生活支援活動の必

要性、JDA-DAT の基本事項や、災害時の活動、平常時の備えについての着眼点を整理

しています。２つ目はアクションカードです。アクションカードは関係者が同じ目線のもと、具体

的に行動するための指針となるものです。地域に則したアクションカードの作成や、平時から

の準備、関係者の研修等につなげていただければと考えます。 

いつ、誰もが、被災地での栄養・食生活改善活動に関わるエキスパートとして活動できる

よう、さらなる人材育成や体制整備の推進に向け、本ガイドを有効に活用いただくことを期

待しています。 

令和 7年 9月 

公益社団法人 日本栄養士会 

ＪＤＡ－ＤＡＴ運営委員会 



災害時の栄養・食生活支援活動ガイド

Ⅰ 総論 
１ ガイドの考え方と構成 
（１）ガイドの考え方 

災害が発生した場合に、「（公社）日本栄養士会及び（公社）都道府県栄養士会、（以下、
「栄養士会」という。）」、「JDA-DAT（日本栄養士会災害支援ﾁｰﾑ）（以下、「JDA-DAT」とい
う。）」が、被災自治体と連携し、発生直後から速やかに栄養・食生活支援活動を行い、被災者の
自立と心身の健康維持を図るための共通ツールとする。 

  ただし、このガイドに示した活動内容は目安であり、災害の種類・発生状況・被害状況などにより
弾力的に活用することが重要である。 

（２）ガイドの構成 
ア 総論

災害時の栄養・食生活支援活動の必要性、JDA-DAT の基本事項を示した。
イ 各論

災害時の活動、平常時の備えから構成し、これまでの JDA-DAT による活動の成果や課題をふ
まえ、栄養士会や JDA-DAT が担うべき役割や実際に活動する際の着眼点などを整理した。

ウ 資料編
ガイドに基づく栄養・食生活支援活動の行動手順を記載したアクションカード、避難所食事状

況調査票など各種様式、被災者や関係者に配付するリーフレットなど啓発資料、関係法規・通
知などで構成した。アクションカードは、栄養士会内において災害発生時の対応策を検討する際
の参考とするほか、平常時における災害対応研修等での活用が望まれる。 

２ 災害時の栄養・食生活支援活動の必要性 
災害時の栄養・食生活支援活動は、被災者（避難所避難・在宅避難・軒先避難・車中泊等の

避難者）の栄養状態や慢性疾患の悪化を最小限にとどめるだけでなく、被災者の心の安定をもたらし、
被災者が自分自身や家族の生活の復旧・復興への意欲を高め、より早く平常時の生活に戻るために
非常に重要な活動である。 

災害発生直後は、人命救出・救助活動、救急医療活動が優先されるが、同時に、被災したことに
よって生じる様々な健康課題に対応するため、保健活動の一環である栄養・食生活支援活動を進め
る必要がある。 

栄養・食生活支援活動は、①食事に配慮が必要な要配慮者（高齢者、障がい者、乳幼児、そ
の他の特に配慮を要する者（妊婦、摂食嚥下が困難な者、慢性疾患患者等））に対する個別支
援活動と、②被災者全体の栄養・食生活環境整備に分けられる。 

また、災害発生直後は、行政機能も麻痺していることが想定される。栄養士会は被災自治体と連
携し、被災地の置かれている状況やニーズを速やかに把握し、優先順位を決定して支援計画を策定、
推進するとともに、外部からの支援に対し被災の程度・支援要求を伝えることが求められる。 
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 ３ 日本栄養士会災害支援チーム（JDA-DAT）の基本事項 

 （１）目的 

 

   

 

 

    

JDA-DATは指定栄養士会※ごとに設置され、大規模災害が発生すると被災していない栄養士会の

JDA-DATは、自らまたは日本栄養士会、国・自治体等からの要請をうけて、速やかに支援活動の行動

を行う（図１）。 
 
※指定栄養士会とは、JDA-DATを有する意思および人員等を備え、日本栄養士会⾧に申し出た都道府県栄
養士会のことをいう。 

 

図１ ＪＤＡ－ＤＡＴ（The Japan Dietetic Association-Disaster Assistance Team）の支援活動イメージ 

 

【ＪＤＡ－ＤＡＴの条件】 
１ 急性期に活動する（概ね７２時間以内） 
２ 機動性を有する 
３ 専門的トレーニングを受けている 
４ 栄養に関して緊急を要する支援を行うことを目的とする栄養支援チーム 
５ 広域に対応できる 
６ 自己完結性を有する 

 JDA-DAT（日本栄養士会災害支援チーム）は、日本国内外で大規模な地震、台風等の自然
災害（以下「災害」という。）が発生した場合に、迅速に被災地内の医療・福祉・行政栄養部門等
と協力して緊急栄養補給物資等の支援を行うことを目的とする。（JDA-DAT 運営要綱第 1 条より、H24.1.28） 
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JDA-DATは、所属する都道府県栄養士会⾧の命令を受けて、大規模災害の発生後７２時間以

内（フェイズ０）に行動できる機動性が要求され、活動時は被災地で適切な栄養支援が行えるスキル

が必要となる。 

そのためには、災害時の栄養・食生活支援活動が行えるスタッフの養成とスキルの維持向上を図るた

めのフォローアップ研修などの育成を継続的に行う必要がある（図２）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 都道府県栄養士会におけるＪＤＡ－ＤＡＴ運営例 
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（２）活動内容 

 

 

 

 

 

 

  ○ 緊急栄養補給物資の支援とは、栄養補給物資を必要とする避難所等の場所と規模、必要物資の

内容などを把握し、物資の手配や分配の指揮などを行うことをいう。 

 ○ 避難所などの管理責任者は、管理する内容により細分化され、複数人いる場合があるので、被災自

治体の組織運営体制を速やかに把握する必要がある。 

 ○ 調製粉乳や栄養補給食品は、賛助会員等と協定を結ぶなど、都道府県栄養士会で手配しておくこ

とが望まれる。 

 ○ 特殊な栄養補給食品の確保については、必要と認められる場合は、日本栄養士会⾧に支援要請

することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ ＪＤＡ－ＤＡＴによる栄養・食生活支援活動イメージ 

  

１ 被災地の医療・福祉・行政栄養部門と連携して情報の収集・伝達・共有化を行い、緊急栄養

補給物資の支援などを行う。 

２ 被災施設及び避難所等の責任者の許可のもと、被災者への栄養補給などの支援を行う。 

３ 個人の被災者に対する個別栄養相談や、栄養補給などの支援を行う。 

４ 対応の困難な被災者がいる場合は、医療機関に連絡を行うなど、必要な対応を行う。 

５ 移動・搬送手段、調製粉乳、栄養製品等の栄養補給食品の調達手段などについては、自ら確

保して継続した活動を行う。（JDA-DAT 運営要綱第２条より、H24.1.28） 

被災自治体災害対策本部等 

支援物資集荷場所 
（災害対策本部・自衛隊等管理） 

要配慮者等情報の報告 

要
治
療
者
情
報
伝
達 

要配慮者等の状況確認 

要配慮者等情報に基づく支援物資 

（食料等）の仕分け等支援 

都道府県本庁行政栄養士等 

避難所・被災住宅等 

ＪＤＡ－ＤＡＴ 

医療支援関係 

ＪＤＡ－ＤＡＴ 
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【JDA-DAT の活動の流れ】 

 JDA-DAT は、大規模災害が発生するとその初動時における状況を把握するための情報の収集と伝達

等が初期の役割であるが、規模や状況により全国の JDA-DAT につなげ⾧期的支援を行うこともある。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 発災後のＪＤＡ－ＤＡＴの関わりⅠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 発災後のＪＤＡ－ＤＡＴの関わりⅡ  

支援要請の流れは地域によって異なる 

-5-



（３）派遣・出動 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 初動対処の流れ 

【 出 動 基 準 】 

１ 被災地において、複数の大規模避難所が設置されると見込まれる場合 
２ 被災地において、被災者の栄養管理が必要と判断され、出動することが効果的であると認めら

れる場合 

３ 国あるいは被災自治体（都道府県）、都道府県栄養士会などから出動要請があった場合 
（JDA-DAT 運営要綱第１２条より、H24.1.28） 

 

【 出 動 要 請 】 

１ 日本栄養士会⾧は、JDA-DATを出動させることが効果的であると判断したときは、指定栄
養士会⾧に対して出動を要請する。  

２ 日本栄養士会⾧は、災害現場に出動している医療機関等の⾧から出動要請があったとき

は、指定栄養士会の⾧に対してJDA-DATの出動を要請する。  
３ 指定栄養士会の⾧は日本栄養士会⾧からの要請を受け、出動が可能と判断した場合に

は、速やかにJDA-DATを出動させる。 

４ 指定栄養士会の⾧は、被災自治体からの直接要請など、明らかに出動基準に該当する災
害が発生したと判断した場合は、日本栄養士会⾧の要請を待たずに JDA-DAT を出動させるこ
とができる。（JDA-DAT 運営要綱第１３条より、H24.1.28） 
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【出 動 待 機】 

 

指定栄養士会⾧は、日本栄養士会⾧の要請を待たずに待機させることができる。 

１ 指定栄養士会の都道府県内において、震度５弱以上の地震が発生した場合 

２ 東京都２３区で震度５強以上の地震が発生した場合 

３ その他の地域で震度６弱以上の地震が発生した場合  

４ 津波警報（大津波警報）が発令された場合  

５ 南海トラフ地震臨時情報が発令された場合  

６ 台風、豪雨等の自然災害が発生し、大規模な避難等が見込まれる場合  

７ JDA-DAT の出動を要請すると判断するような災害が発生した場合 

（JDA-DAT 運営要綱第１4 条より、H24.1.28） 

 
Ｑ１ 「JDA-DAT スタッフ従事承諾書（様式第３号）」について、提出先・提出方法・提出期限について確認 

したい。また、災害・非常時は、必ず出動しなければならないですか。 
常識の範囲内で参加できる状況で、その時に施設の承諾をさらに得ての参加という解釈でよいですか。 

Ａ１ 「JDA-DAT スタッフ従事承諾書（様式第３号）」はスタッフ自身が職場の理解を得て、出動・活動しやすくし
ていただくためのものです。当該承諾書がなければ活動できないというものではありませんが、緊急時に速やかに
活動していただくためにも、承諾を得ていただくことをおすすめします。承諾が得られた時点で直接原本を日栄へご
提出ください。（複写してご自身でも保管ください）。 

 

 

Ｑ２ 支援物資の調達はどのようにしたら良いですか? 

Ａ２ JDA-DAT の活動は、72 時間以内に被災地での情報収集を第一の活動としていますので、緊急に必要な最
小限の物資の搬送と考えています。物資の調達は、原則として日本栄養士会および都道府県栄養士会で準備
していただくことになります。具体的には、要配慮者（災害弱者:乳幼児・高齢者・疾患・アレルギー等）に対
応した最小限の支援物資を持参することを考えています。また、賛助会員等へは支援物資等の無償提供を依
頼いたします。 

 

Ｑ３ 個人が持参した支援物資の費用は請求できますか?                                 

Ａ３ 自己負担でお願いいたします。 
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（４）チーム編成（リーダーとスタッフ） 

 

 

 

 

 

ＪＤＡ－ＤＡＴリーダーおよびスタッフの養成は、それぞれ「日本栄養士会災害支援チーム（ＪＤＡ

－ＤＡＴ）リーダー育成研修要領」、「日本栄養士会災害支援チーム（ＪＤＡ－ＤＡＴ）スタッフ研

修要領」に基づき養成される。（Ⅱ各論「２平常時の備え」 P.37 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ ＪＤＡ－ＤＡＴの構成及び編成 スタッフ及びリーダーの養成 

 

JDA-DATは、指定栄養士会で養成されたJDA-DATスタッフ（以下、「スタッフ」という。）と日

本栄養士会で養成されたJDA-DATリーダー（以下、「リーダー」という。）で構成する。 

JDA-DATは、リーダーとスタッフをもって編成することを基本とし、実際の活動時は、被災地の管

理栄養士又は栄養士を含む計４名程度で編成する。 

（JDA-DAT 運営要綱第５条、第６条より、H24.1.28） 

被災地の管理栄養士・栄養士 

-8-



（表） (裏) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

（５）経 費 

JDA-DAT 運営要綱第 17 条に準ずる。 

なお、日本栄養士会では、JDA-DAT の活動にあたり、本会が派遣要請し、出動した者に対する保険

に加入する。加入する保険の対象は、活動しているメンバー（リーダーおよびスタッフ）で、活動に使用

する私用車やパソコンなどが事故等で破損しても対象にはならない。 

  

Ｑ JDA-DAT への活動に必要な装備として、ユニフォーム（ジャンパー）とＩＤカード（JDA-DAT リーダー・スタッ
フ登録証）が必要かと思うが、スタッフのＩＤカードはどのように発注したら良いですか。 

Ａ JDA-DAT として活動していただくには、ユニフォームとＩＤカードが必須となります。当活動が、対外的にも共
通性をもったものとして、また、お互いに分かりやすくするためにも必要です。スタッフのＩＤカード（様式第 2 号、
下記参照）は、リーダーのＩＤカードと形、体裁は同様ですが、色は白色（ホワイト）となります。日本栄養士
会にて実費注文を承りますので、スタッフ登録者名簿と、写真（データもしくは証明写真）を本会宛にお送りくだ
さい。ＩＤカードの発行までには１カ月弱かかりますので、スタッフ研修の開催とあわせて調整をお願いします。 

Ｑ 指定栄養士会単位のスタッフの呼び方は決まっていますか。 

Ａ JDA-DAT はリーダーとスタッフで構成するチームとなりますので、都道府県栄養士会内では、 『JDA-DAT●
●』や『●●D-DAT』のように呼んでいただければと思います。  

(例）兵庫県栄養士会の場合 →JDA-DAT 兵庫、兵庫 D-DAT 

様式第 2 号 様式第 2 号 

-9-



Ⅱ 各論 

１ 災害時の活動 

災害の規模が大きければ、より多くの被災者が⾧期にわたる避難生活を送ることになる。避難所生

活での生活環境の悪化は避けることのできない事態であり、食事においても同様である。災害時の栄

養・食生活支援活動は、特殊栄養食品ステーションの設置運営による栄養補給食品の手配や分配、

避難所等での栄養相談、健康・食生活調査、炊き出し支援など多岐にわたる。 

大規模災害が発生した時、被災地域の都道府県栄養士会⾧及び事務局職員、日本栄養士会

災害支援チーム（JDA-DAT）に登録している JDA-DAT リーダー及びスタッフ等は、被災自治体と

連携し、「日本栄養士会災害時の栄養・食生活支援ガイド」や「都道府県栄養士会危機管理マニュ

アル」等に基づき、支援体制及び受援体制を整えることとなるが、発災時の混乱している中で活動する

ことは難しいことが予想され、限られた人数で栄養・食生活支援のニーズに対応することが求められる。 

そこで、限られた人数や資源で効率的に緊急対応を行うことを目的に作成するのが「アクションカード」 

であり、カードを整備し、活用することで、災害時に求められる対応の確実な遂行につながる。 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【アクションカードとは】 ☞ カード本体はⅢ資料編 p.45～ 参照 
 
①緊急事態発生時の判断を導き、各自の行動を促すための指示書 
②想定される実態を考慮し、アクションカードを整備することによって、災害時に求められる対応を

確実に遂行することに役立つ。 
③アクションカードは、各々の地域や都道府県栄養士会の実態に応じて改正し、いざという時に 
  備えることや、災害時の栄養・食生活支援活動のために協働する関係者等との認識の共通

や連携のツールとしても有効である。 
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（１）フェーズに応じた栄養・食生活支援活動 

想定される健康・栄養課題については、フェーズの各段階で異なる。災害時に優先されるのは水 

  分とエネルギーの確保であり、初動対策期・緊急対策期は栄養不足・欠乏症対策を優先して行う 

  必要がある。応急対策期以降はエネルギー過剰の問題や慢性疾患の管理が必要となる。 

     なお、必要な栄養・食生活支援については、災害の種類（地震、水害等）や地域性、規模に 

 応じても異なるため、必要な支援方法を事前に想定し対応を考えておく。 
 
     図８ フェーズに応じた栄養・食生活支援活動 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図８ フェーズに応じた栄養・食生活支援活動 
 
 
 

 
（２）組織運営体制の整備（災害対策本部設置、人員配置、役割分担） 

被災自治体における保健医療福祉調整本部会議は、朝夕に開催されることが多く、本庁行政栄

養士と連携し、出来るだけ出席できるように調整する。 

被害状況に応じた人員の配置の検討、重点支援内容の決定、避難所の弁当提供状況などを把

握し、栄養補助食品等を導入する必要性があるかなど検討する。 

  ライフラインや被害情報の収集は、被災自治体災害対応総合情報ネットワークシステム等を活用     

し、都道府県及び市町村の災害対策本部の情報等をもとに把握する。 

 

 

 

 

フェーズ

フェーズ０ フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ フェーズ４

初動対策期 緊急対策期 応急対策期 復旧対策期 復興対策期

24時間以内 72時間以内 4日目から
1～2週間

概1~2週間から
1～2ヶ月

概ね2ヶ月以降

状況 ライフライン
寸断

ライフライン
寸断

ライフライン徐々
に復旧

ライフライン
概ね復旧

仮設住宅

想定される
栄養課題

食料確保
飲料水確保

要食配慮者の
食品不足
（乳児用ミルク、
アレルギー食、
嚥下困難者、食
事制限等）

支援物資到着

（物資過不足、
分配の混乱）

水分摂取を控
えるため脱水、
エコノミー症候
群

栄養不足

避難所栄養過多
栄養バランス悪化

便秘、慢性疲労、
体調不良者増加
エコノミー症候群

食生活上の個別
対応が必要な人
の把握

食事の簡便化
栄養バランス悪化
栄養過多

慢性疾患悪化

活動量不足に
よる肥満

自立支援

食事の簡便化
栄養バランス悪化
栄養過多

慢性疾患悪化

活動量不足に
よる肥満

栄養補給 高エネルギー食 たんぱく質、ビタミン、ミネラル不足への対応

食事提供
主食（おにぎ
り・パン等）

水分

炊き出し
弁当

支援活動 避難所アセスメント、巡回栄養相談 健康教育、相談
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（３）災害時における情報収集 

① 災害時保健医療福祉活動支援システム（D24H）の活用         

大規模災害時においては、都道府県では災害対策本部の下に、保健・医療・福祉支援の司令塔

である「保健医療福祉調整本部」を設置し、関係機関との連携、情報収集・分析、保健医療福祉活

動チームの派遣調整等を一元的に実施する。 

このうち情報収集・分析の中核を担うシステムとして、「大規模災害時における災害時保健医療福

祉活動支援システム（Ｄ24Ｈ）の活用について（令和 7 年 3 月 25 日付け事務連絡＿内閣府

政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当）付、厚生労働省大臣官房厚生科学課災

害等危機管理対策室発）」が発出されている。D24H は、保健医療福祉調整本部における迅速か

つ効果的な意思決定（保健医療福祉活動チームの派遣、物資支援等）を支援するためのシステム

であり、災害時における保健・医療・福祉に関する厚生労働省個別支援システム等と連携している。 

日本栄養士会災害支援チーム（JDA-DAT）は、D24H において集約した情報を整理・分析し、

被災自治体とも連携の上、支援先（避難所等）へ巡回栄養相談を行うためのJDA-DATリーダーの

派遣調整や、特殊栄養食品ステーションの設置運営など、適切な栄養・食生活支援活動を進めること

が求められる。 

 

（参考）「D24H」について 

  英語名「Disaster Digital Information System for Health and well-being」の通称。 
読み方は、「ディートゥエンティーフォーエイチ」 

 

【情報収集項目】 

                                                 〈ラピッドアセスメントシート〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□避難者数、食事提供人数、避難所以外の 

避難者数（食事提供数－避難者数） 
 

□ライフライン／通信（飲料水、食事、使用可能トイ

レ、電気、ガス、生活用水、固定電話、携帯電話、

衛星電話、データ通信） 
 
□医療体制（救護所設置、医療チーム巡回） 
 
□生活環境（過密度、毛布等寝具、室温度管理、

手洗い環境、トイレ掃除、土足禁止、下水、ごみ集

積場所、館内禁煙、ペット収容所、男女別更衣

室、男女別トイレ、授乳室等母子専用スペース、障

害者用トイレ、感染予防・清掃用物品、パーテーシ

ョンによる区切り、段ボールベッド） 
 
□要配慮者情報等（要配慮者数、うち医療的要配

慮者、うち福祉的要配慮者、うち外国人）人口呼

吸器、在宅参与、透析、緊急性のある精神疾患

等） 
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【D24H Survey 画面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◀集約した情報を地図化 
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図９ 災害対応に係る保健医療福祉関係団体連絡会議_厚生労働省大臣官房厚生科学課資料（R7.7.2）  

 

以下（１）～（３）は、「大規模災害時における災害時保健医療福祉活動支援システム

（D24H）の活用等について」（令和７年７月 25 日付け 内閣府政府統括官（防災担当）付参

事官（避難支援担当）付及び厚生労働省大臣官房厚生科学課災害等危機管理対策室連名事務

連絡→都道府県防災担当主管部局、保健医療福祉担当主管部局宛て）」 からの引用である。 

 

（１）D24H Survey に入力する場合        

① URL（https://survey.d24h.mhlw.go.jp）又は下記二次元バーコードからアクセス  

※１ この際、ログインID・パスワードは不要  

② 実災害名を選択  

③ アセスメント情報を入力  

※２ 実災害時に利用する場合は、災害発生時に被災都道府県に発出する事務連絡（（３）

実際に災害が発生した場合における D24H の稼働イメージについてを参照）に記載の災害

コードをアセスメント情報登録時に入力 

（２）D24H Survey/Mapで閲覧する場合  

① URL（https://www.d24h.mhlw.go.jp/）にアクセスし、災害保健情報システムのID及

びパスワードを用いてログイン（災害保健情報システムのID及びパスワードは都道府県のみ付与_R7.9月現在） 

② Survey又はMapをクリック  

③ 「アセスメント一覧」→「絞込条件」→「災害」欄から「実災害名」 
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（３）実際に災害が発生した場合におけるD24Hの稼働イメージについて  

災害救助法の適用のあった災害については、要請の有無を問わず、厚生労働省から各都道府県

防災担当主管部局及び保健医療福祉担当主管部局宛てに、D24Hが稼働する旨（入力方法、

URL、災害コード、連絡先等）の事務連絡が発出される。※被災自治体等からの要請に応じて

D24Hを稼働させる場合もある。  

その後、都道府県から市町村、保健医療福祉活動チーム等の避難所情報等の入力者及び、集

約した情報の活用主体となる関係者宛てに適宜周知される。 

つまり、実際に災害が発生した場合において、JDA-DAT が 「D24H に入力あるいは、D24H の

活用」を開始するタイミングは、都道府県が都道府県栄養士会災害対策本部へ D24H の入力・閲

覧に関する連絡を発出してからとなる。 

 

② 広域災害・救急医療情報システム（新 EMIS）※読み方は「イーミス」 

災害時における医療機関の活動状況など、災害医療に関わる情報を収集・提供し被災地域での

迅速かつ適切な医療・救護活動を支援するシステムであり、EMISの主な利用者は、厚生労働省、

都道府県、医療機関、DMATなどの医療支援チームである。  
 
 

 

 

 

 

 

  

【EMIS の機能】 

①EMIS 基本機能（医療機関の被災状況、受入患者数などを関係者間で情報共有） 
②DMAT 管理機能（DMAT の派遣要請、活動状況を管理し、関係者間で情報共有） 
③医療搬送患者管理機能（医療搬送対象の患者、航空機を管理し、搬送先の医療機

関、DMAT などと情報共有） 

医療機関が入力した被災状況をもとに、 

行政や DMAT 等が医療機関等への 

支援状況をﾊﾟｿｺﾝで確認する画面ｲﾒｰｼﾞ 
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（４）保健医療福祉調整本部との関わり 
① 概要 

各都道府県における大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の整備に当たり、「保健
医療福祉活動チームの派遣調整」、「保健医療福祉活動に関する情報の連携」、「整理及び分析
等の保健医療福祉活動の総合調整」、という 3 つの柱を担う機関が保健医療福祉調整本部で
ある。 

ここでは、被災地でのニーズを把握しそれに応じた支援活動を実施するために、CSCA の
確立（指揮統制・安全・情報伝達・評価）、被害情報全般の把握、病院支援、施設支援、被
災地域支援、活動指揮、物資支援、搬送調整などが行われている。 

この本部運営に関わる関係機関として次のような活動チームがあげられる。 
行政のチーム:災害時健康危機管理支援チーム(DHEAT)、保健師等チームなど。 
多様なチーム:災害派遣医療チーム（DMAT）、日本医師会災害医療チーム（JMAT）、日本赤

十字社の救護班、災害派遣精神医療チーム（DPAT）、こころのケアチーム、
日本災害歯科支援チーム（JDAT）、薬剤師チーム（モバイルファーマシー等
含む）、災害支援ナース、日本栄養士会災害支援チーム（JDA-DAT）、日本災
害リハビリテーション支援協会（JRAT）、災害派遣福祉チーム（DWAT）、一
部の都道府県等で設置されている獣医療支援チーム（VMAT など）、士業協
会、民間企業、NPO／ボランティア、住民組織など。（行政のチームにも多
様なチームに記載の専門職などが含まれる） 

出典:保健医療福祉調整本部におけるマネジメントの進め方 2025 

② 現状 
保健医療福祉活動チームの一員である JDA-DAT は、災害発生時に状況に応じた栄養・食

生活支援活動を通じて被災地支援を行うために、情報発信や情報収集および関係機関との
多職種連携には迅速な対応が必要となる。そのため、JDA-DAT には保健医療福祉調整本部
内へ関係機関との円滑な連携を行うための窓口として、担当者（JDA-DAT リーダー等）の
配置が求められている。 
 
③ 今後の課題 

平常時から関係機関の活動内容を理解し、JDA-DAT が何をできるのかを明確に表現でき
る必要がある。そのためには関係機関との情報共有が重要となるため、災害医療に関する技
術と知識を有する医療関係者の育成を図ることを目的に開催されている、公益財団法人国
際医療技術財団（JIMTEF)等の専門的な災害医療研修を受講する等、災害対応を担う関係機
関等と連携を深め、関係性を構築できる人材の育成が求められる。 

さらには、その人材が災害時における関係機関との窓口として、円滑な情報発信や情報収
集を行うマネジメント役としての活動が望まれる。 
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出典:保健医療福祉調整本部におけるマネジメントの進め方 2025 より改変 

〔アクションカード〕 

No カードタイトル 使用場面 ｱｸｼｮﾝｶｰﾄﾞに記載されていること 掲載ページ 

1 
【発災】 
被災県栄養
士会会⾧用 

発災時に県栄会
⾧が動く時 
（初動体制） 
※災害規模、被災
自治体の意向によ
り、右記①～⑧の
調整に数日～1 週
間程度要することも
ある。 

①会⾧の安全確保 
②会員の安否確認 
③被災県庁栄養士へ状況確認 
④日栄へ現状報告 
⑤県庁栄養士と調整のもと、県庁内保健医療福祉調整  
本部等にて情報把握（栄養支援ﾆｰｽﾞ、要配慮者等） 

⑥県栄災害対策本部設置必要性の協議 
⑦県栄災対本部、特殊栄養食品ｽﾃｰｼｮﾝ設置場所決定 
⑧⑦の設置報告（県庁、日栄、県栄理事）、今後の対応調整  

46 
~ 
48 

2 
県栄災害対
策本部等 
ﾁｪｯｸﾘｽﾄ 

県栄災害対策 
本部を設置する時 

①必要物品（初動 BOX 準備のススメ） 
②災害時用の資料一式（日栄 HP 参照） 
③掲示物準備（日栄 HP 参照） 
④JDA-DAT 緊急車両ｽﾃｯｶｰ準備 

49 

3 
組織運営体
制 

県栄災害対策本
部の組織運営体
制を考える時 

①組織図の作成、人員配置と役割分担（指揮系統
図） 
②県内 JDA-DAT ﾘｰﾀﾞｰ・ｽﾀｯﾌの確保 

50 

JDA-DAT 窓口 

JDA-DAT 
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4 
本部⾧（県

栄災害対策本

部開設準備） 

人員配置、役割分
担を検討する時 

①役割ごとの人員配置と主な内容 
（副本部⾧、ｸﾛﾉﾛ・記録、情報・連絡・ﾆｰｽﾞ把握、ﾛｼﾞｽﾃｯｸ 

ｽ、人員派遣調整（DiMS の活用等）、特殊栄養食品ｽ
ﾃｰｼｮﾝ、現地統括） 

51 

5 本部⾧ 

本部⾧として活動
する時 
 
※行動確認記録欄
あり☑ 

①県保健医療福祉調整本部会議での支援報告（必要時）  
②県庁栄養士との定期的な連携 
③県栄災害対策本部の組織運営体制の整備 
④JDA-DAT の支援活動の方針及び支援体制の検討 
⑤JDA-DAT の派遣要請（県栄→日栄）の必要性の検討 
⑥特殊栄養食品ｽﾃｰｼｮﾝのｻﾃﾗｲﾄ設置の必要性の検討 
⑦JDA-DAT ﾘｰﾀﾞｰに活動拠点での運営指示 
（⑧県庁栄養士、日栄と活動終了の検討／撤収） 

52 
~ 
53 

6 副本部⾧ 
副本部⾧として活
動する時 

本部⾧を補佐し、各役割への指示出し 54 

7 
ｸﾛﾉﾛｼﾞｰ・記
録係 

災害情報を時系列
に沿って、書き出
し、共有、整理する
時。 
※関係者との情報
共有ﾂｰﾙになる。 

①指揮系統図と役割、活動人員、活動内容 
②主要連絡先 
③ｸﾛﾉﾛｼﾞｰ（経時活動記録） 
④問題・解決ﾘｽﾄ 
⑤活動方針 
⑥医療施設や福祉施設、避難所一覧表 
⑦被災状況・現場状況（地図等） 

55 

8 
情報・連絡･ 
ニ ー ズ 把 握
係 

連絡機器等によ
り、必要に応じて情
報収集、連絡報告
をする時。 

■情報収集・報告先→日栄災害対策本部、被災自治
体（本庁栄養主管課栄養士、保健医療福祉調整本
部、避難所等活動拠点、その他拠点） 
①情報収集、ﾆｰｽﾞ把握（情報伝達、要点記録ｽｷﾙ必要） 
②報告（報告手順）活動報告は DiMS 等を活用 

56 

11 
ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ・
搬送・車両 

支援活動時の資
材の確保、JDA-
DAT 号の手配を
する時 

①支援活動に必要な物品の確保、搬送 
②JDA-DAT 号の手配、車両受け渡し 
③関係機関との連絡調整 

60 

 
 
 

（５）人員派遣調整 
被災地自治体と被災地栄養士会が「災害時の栄養・食生活支援活動に関する協定」を締結してい

る場合は、原則として、協定に基づく要請（人員、支援活動内容等）を踏まえて活動する。 

被災自治体からの支援要請人数の確保に向け、被災地栄養士会内の JDA-DAT ﾘｰﾀﾞｰ、ｽﾀｯﾌ及

び会員に対して、DiMS 等を活用し支援活動可能調査（氏名、支援可能日、運転可否、自家用車

使用可否）を実施する（表１）。また、被災自治体からの要請のみならず、被災地で活動している

JMAT など保健医療福祉活動ﾁｰﾑなどから寄せられる支援要望活動についても把握する。 

これら支援要望内容と、JDA-DAT ﾘｰﾀﾞｰ、ｽﾀｯﾌ等の活動可能期間などをマッチングし、支援活動ﾁｰ

ﾑを編成する。自栄養士会内で支援者が不足する場合は、近隣都道府県栄養士会及び日本栄養士

会に DiMS等を活用し人員派遣を依頼する。確保できた人員数や活動期間については、被災自治体

に適宜連絡する。 
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No カードタイトル 使用場面 ｱｸｼｮﾝｶｰﾄﾞに記載されていること 掲載ページ 

10 
人員派遣 
調整 

人員確保、現地への
派遣調整をする時 

①人員確保（DiMS 等の活用） 
②効果的な支援活動調整（適材適所） 

59 

 

また、災害時における迅速な人員派遣調整を目的にシステム開発された「DiMS（Dietitan 

Matching System) ：ディムス（※）」についても、発災時の有効活用を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（※）DiMS（Dietitan Matching System)とは(Ⅲ資料編 P128～131 参照) 

自治体からの要請内容を登録、会員へ通知の上、支援（応援）日をシステム上で調整・確定させるもの。

さらに、活動報告の記録機能を搭載し、統計データとして管理、即時共有可能。使用者の利便性を考慮し、ア

クセスはパソコンでもスマートフォンでも可能とし、操作はシンプルで簡易となるよう調整。 

■支援依頼や支援の対応計画までシステムで一本化 

■データ管理による正確性とリアルタイム性 
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（６）出動（被災地出発準備、支援者としての心構え） 

 

No カードタイトル 使用場面 ｱｸｼｮﾝｶｰﾄﾞに記載されていること 掲載ページ 

15 
被災地出発
準備 

被災地派遣が決まった時 
※自己完結がﾙｰﾙ 

①支援に行く人の心構え 
②職場調整、ボランティア保険確認 
③必要物品準備 

66~67 

①出動体制準備 

 

 

 

 

 

 
表１ メンバーの出動状況把握のための様式例 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ〔                 〕 

登録番号 氏 名 携帯番号 
出動状況 チーム編成 

出動 車提供 チーム No. 出動日 区 分 

   可・否 可・否   リーダー 

   可・否 可・否   ｸﾛﾉﾛ・記録係 

   可・否 可・否   特殊栄養食品ｽﾃｰｼｮﾝ 

   可・否 可・否   運転 

★アクションカード 15「被災地出発準備」 

 

 

 

 

  

 

 

②出動 

 

 

 

  

【チームの編成】 
１ JDA-DAT 指定栄養士会に、全体を取りまとめる責任者を置き、所属栄養士会⾧の指揮の

もとチーム編成および出動の指揮をとる。 
２ JDA-DAT 指定栄養士会の組織や地域性を考慮して、JDA-DAT 組織をメンバーが編成し

やすいグループ化にするなど、短時間にチームの編成が行えるようにする。 
３ JDA-DATの待機要請が出た場合に、各メンバーの出動の可否および自家用車提供の可否

を速やかに把握できる体制を整える。 
４ JDA-DAT 責任者は、派遣チーム一覧表を作成し、派遣数および派遣順を決める。 

JDA-DAT 責任者は、所属栄養士会⾧から出動指示があった時は、速やかに次の事項にとりかかる。 

１ 派遣チームリーダーに出動の連絡を行う。 

２ 活動に使用する車の「災害支援車」の許可を取り、派遣チームに渡す。 

３ 日本栄養士会に派遣する旨を連絡し、支援先都道府県栄養士会等の連絡先を確認する。 

４ 派遣者の名簿を日本栄養士会に報告する。 
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◆支援活動の留意点 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
◆支援活動の実際 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

〔健康管理〕○自分自身の健康管理に注意し、自分の身は自分で守るよう心がける。 
〔秘密保持〕○被災者のﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰの保護及び秘密の保持に配慮する。研究目的の調査は行わない。 
〔情報共有〕○支援活動等の状況共有を目的に行われるミーティングには必ず参加する。 

○栄養・食生活支援活動の結果や栄養に関する問題がある被災者の状況等は、栄養・食 
生活支援活動記録に必ず記入し、現地で担当する保健所管理栄養士等に提出し、情 
報をつなげる。 

〔 その他 〕○避難所等への往復にあたっては、自主的な活動を心がける。 
○避難所支援をする場合、各避難所のリーダー（責任者）に必ず挨拶をし、支援目的を 

明確に伝えて、まずは代表者等に食生活状況を聞く、また、最後にリーダーに支援した内
容を簡単に説明し、必要に応じて「連絡メモ」等を提示する。 

○被災者に負担をかけないよう、共感的に、状況をよく見て思いやりのある態度で対応する。 
○最初の挨拶は重要であるので、自己紹介をして役割を述べる。 
○説明は分かりやすく十分に、ゆっくり話す。 
○心の傷を深め、不安感を増すような言葉は使用しない（お気持ちは分かります、きっとこれが最善だったので

す、彼は楽になったんですよ、これが彼女の寿命だったのでしょう、頑張ってこれを乗り越えないといけません、できるだ
けのことはやったのです等）。 

○被災者及び支援活動をしている市町村職員やボランティアは、毎日の緊張の中で精一杯の行動を繰り
返しているので、現場の状況を見て批判するような発言、命令するような発言は絶対しない。 

○支援活動中は心身ともにストレスがかかるというリスクが生じるため、十分なセルフケアが必要だが、一人
だけで対応しないよう、仲間に伝えるようにする。 
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（７）-1 活動拠点・現地統括、関係者との連携体制構築 
まず初めに県栄災害対策本部と調整しながら、人員派遣調整で確保できたスタッフについて情報収

集する。スタッフの経験や職域、運転ができるかなどを把握し、活動内容に応じて、担当の配置や活動
の日程を決定する。活動拠点にスタッフが到着したら、まず県栄災害対策本部に報告する。その後、被
災地の行政栄養士へ到着を報告し、現地の栄養･食生活関連の課題と、課題解決のための対応策に
ついて協議し、活動内容を決定する。 

また、被災地には管理栄養士・栄養士の同職種だけではなく、医師や保健師など他職種のチームも
支援活動を行っており、定期ミーティングなどを通して、協働して活動するうえでの課題を共有し、解決に
向けての調整を行う。参加の必要があると思われるミーティングかどうか、被災地の行政栄養士と協議す
る。参加する場合は、ミーティング内容を議事録に記録するとともに、現地のスタッフや被災地行政の栄
養士と情報を共有し、県栄災害対策本部への通達事項など、現地拠点の情報を共有する。共有の方
法は様々なツールの活用が検討される。（資料編P131～132参照）。そのうえで必要なスタッフや物
資(たとえば教材リーフレットや、特殊栄養食品ステーション関連資料等)などを調達する。食料品は、消
費期限の近いものがあれば、別の避難所への分配なども調整する。 

 

No カードタイトル 使用場面 ｱｸｼｮﾝｶｰﾄﾞに記載されていること 掲載ページ 

12 
活動拠点・現地
統括 

活動拠点（被災
地）での活動をマ
ネジメントする時 

①活動 JDA-DAT ﾘｰﾀﾞｰの把握、役割分担 
②現地行政栄養士との連携調整 
③定期ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ、支援状況の把握と県栄本部への報告 

61 
~ 
62 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

〔議事録記入例〕☞様式は資料編参照 〔活動記録票記入例〕☞様式は資料編参照 
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表２ 災害支援の保健医療福祉活動チーム（主な連携チーム）  

心のケアチーム

某保健所

日赤DMAT

保健所

日赤救護班 日赤 厚生労働省 DHEAT

AMDA 医師会 JMAT

災害支援ナース 看護協会 DPAT

DWAT 薬剤師会

ボランティア

ナース
日本病院協会 DRAT

災害看護学会 AMAT JRAT

PCAT

JDAT

某保健所

DMAT

JDA－DAT

発災地 DRO

略称 名称 チーム構成、活動内容

構成:公衆衛生の意思と保健師、事務、薬剤師、管理栄養士など5名程度

内容:保健医療行政の指揮調整機能等の応援

構成:医師、看護師、その他医療職及び事務

内容:災害地で対応しきれない救急患者に対する急性期（おおむね48時間以内）の
　　　医療支援

構成:医師、看護職員2名、事務など（ニーズに応じて追加あり）

内容:DMAT対応後の災害地医療機能の復帰支援

構成:精神科医、看護師、事務調整員（ニーズに応じて精神保健福祉士など追加あり、
　　先発隊の医師は精神保健指定医のみ）

内容:精神疾患患者への対応、PTSD等の精神疾患発症予防の支援

構成:医師、業務調整員他で3名以上で1チーム

内容:災害時要援護者にも配慮した医療救護活動
（防ぎえる災害関連死を無くすのが主目的）

構成:登録看護師を災害規模に応じて派遣調整を行う

内容:被災した看護師の心身の負担軽減を図るとともに、被災者の健康レベルを維持する
　　　ための支援

構成:ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医、理学、作業療法士、言語聴覚士、看護師、義肢装具士など

内容:災害のフェーズに合わせたリハビリの支援
　　 （災害に関連した身体機能、生活能力低下予防）

構成:歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、事務等3~5名により構成

内容:災害発生後おおむね72時間以降に避難所等における応急歯科診療や口腔衛生
　　　を中心とした公衆衛生活動

構成:医師、看護師、薬剤師、栄養士等の多職種の医療専門職及び保健福祉専門職

内容:保健、医療、介護等の多方面からの支援

構成:精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の福祉専門職

内容:発災時に要配慮者に対して福祉的視点及び環境に配慮した支援

構成:アジア地域の医師ら医療関係者で組織される

内容:各国の保健医療活動、緊急救援支援や医療活動を行う

構成:看護師、臨床心理士、医療ソーシャルワーカー、事務で構成

内容:地域保健師の活動支援

構成:医師、看護師⾧、看護師、助産師、薬剤師等の医療従事者と事務（基本14名）

内容:被災地に対し、医療救護、救援物資の配分などの支援

JRAT（ジェーラット）
〈JMAT先発隊➡DRAT〉

日本災害リハビリテーション
支援協会

災害支援の保健医療チーム

DHEAT（ディーヒート） 災害時健康危機管理支援チーム

DMAT（ディーマット） 災害派遣医療チーム

JMAT（ジェーマット） 日本医師会災害医療チーム

DPAT（ディーパット） 災害派遣精神医療チーム

AMAT（エーマット）
全日本病院協会
災害時医療支援活動班

日本看護協会災害支援ナース

AMDA（アムダ）
アジア医師連絡協議会
（国際医療の非政府組織NGO）

こころのケアチーム

日本赤十字医療救護

JDAT（ジェーダット） 日本災害歯科支援チーム

PCAT（ピーキャット）
日本プライマリケア学会
災害支援プロジェクト

DWAT（ディーワット） 災害派遣福祉チーム
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（７）-2 摂食・嚥下に関わる多職種連携について  
2022 年には日本歯科医師会によって JDAT（日本災害歯科支援チーム）が創設され、2024 年

の能登半島地震では 1.5 次避難所において初めて JRAT（日本災害リハビリテーション支援協会）の
言語聴覚士によるミールラウンドが実施されるなど、災害関連死を防ぐため、「食」に関わる団体に求めら
れる期待は大きくなっている。日頃から各都道府県の JDAT や JRAT の災害対策研修会に参加するな
ど、顔の見える関係を作っておくことで災害支援の連携はスムーズになり、被災者にとってよりよい支援に
繋げることが可能となる。 

 
 
（７）-3 能登半島地震における他団体との連携事例  

被災地では保健・医療・福祉職種の団体以外にも多数の NPO 法人やボランティア組織、有志団体
が支援活動を行っている。能登半島地震では、炊き出し支援が行われるなかで衛生管理やアレルゲン
表示が十分でない避難所が見られた。そのため、管理栄養士・栄養士は避難所巡回の際に衛生管理
に関する助言や食中毒予防啓発ポスターの掲示、アレルゲン表示がされた献立表の作成なども行った。  

 
表３ 災害支援のその他の連携組織（食に関わる団体） 

 
 
  

略称 名称 活動内容

自治体からの支援要請があった場合、自衛隊が保有する野外炊具で炊き出しを行う。
献立や食材、調理による排水手段は各自治体で手配が必要。

食改さん
（ヘルスメイト）

食生活改善推進員

食を通じた健康づくりを地域で推進するボランティア団体。各市町村で推進員の養成が行われて
おり、全国46道府県の1,216市町村に組織がある。（R6.4.1現在）
能登半島地震では行政主導により管理栄養士の献立をもとに食生活改善推進員が炊き出しを
行なった。

災害時に、キャンプを通じ取得した野外調理技術を活かし、炊き出し活動とともに精神ケアを行う。
2004年の新潟中越地震発生以降、多くの被災地に赴き炊き出しによる支援を行っている。

JVOAD（ジェーボアード）
全国災害ボランティア支援団体
ネットワーク

災害時の被災者支援における課題解決のため、支援者間の連携を促進し、支援の調整を行う。
被災地域の関係者と協力してニーズや支援に関する情報を集約し、支援活動の調整機能として
の役割を果たす。

PBV ピースボート災害支援センター
被災地への緊急支援および復興に関わる人道支援事業等を行う。
能登半島地震では物資支援や炊き出しの他、支援調整や避難所サポート、コミュニティ支援など
多岐に渡った支援活動を行っていた。

災害支援における食に関わる団体（一例）

自衛隊

NPOキャンパー
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（８）後方支援体制の整備  

JDA-DATの役割は現地に行かないとできない活動だけではなく、後方支援のJDA-DATも必要であ

る（アクションカード後方支援 13-1）。例えば、①提供食の食事評価、②特殊栄養食品の調達確保、

③活動報告のまとめ、④様式・資料・掲示物の準備（アクションカード後方支援 13-2）、⑤地域や行

政との連携（担当者との連携（担当者の把握、自治体の備蓄（固定備蓄・流通備蓄）を事前に把

握など）のほか、人的派遣のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ業務など、後方支援の業務は多岐に渡る。 

No カードタイトル 使用場面 ｱｸｼｮﾝｶｰﾄﾞに記載されていること 掲載ページ 

13 
（被災地外） 

後方支援 

被災地外での 
支援活動を進め
る時 

①提供食の食事評価（栄養量の算出、過不足食品提案等） 
②特殊栄養食品の調達確保（食品事業者との調整） 
③活動報告のまとめ 
④様式資料、掲示物の準備 
⑤地域や行政との連携（担当者との連携（担当者の

把握、自治体の備蓄（固定備蓄・流通備蓄）を事
前に把握など） 

63 
~ 
64 

 
        活 動 内 容 必要物品・参考資料 
提供食の食
事評価 

提供食の把握（ｶｰﾄﾞ 16）で収
集した情報等に基づき、提供
食の食事評価を行う。 
 

・避難所食事状況調査票（資料編 P.98～99）    
・避難所における食事提供の計画・評価のために当面 
目標とする栄養の参照量（厚生労働省、被災自治体通知） 

・日本人の食事摂取基準（最新版） 
・避難所ごとの食事評価についての一覧表 
 

特殊栄養食
品の調達確
保（食品事業
者との調整） 

要配慮者の支援（ｶｰﾄﾞ 18）で
収集した情報等に基づき、特
殊栄養食品の調達確保を行
う。 
 

・賛助会員名簿  
・県内の避難所を示した地図 ・県内避難所の一覧 
・備蓄食品リスト ・特殊栄養食品ステーション一覧表 
（アクションカード９ 特殊栄養食品ステーション） 
・特別食アセスメントシート（資料編 P.102） 
・行政の備蓄内容を把握しておく 

活動報告の
まとめ 
 

クロノロジー（経時活動記
録）・各チームから提出された
様式（報告書）・都道府県
栄養士会事務局での電話やﾒ
ｰﾙ対応記録等から、活動報告
（DiMS 等活用）をまとめる。 

・クロノロジー（経時活動記録） 
・電話対応メモ ・DAT チーム等とのメール 
・避難所食事状況調査票  ・被災者健康相談票 
・避難所栄養指導計画 ・報告（要配慮者名簿） 
・特別食アセスメントシート（身体状況別聞き取り）   
・活動記録票 ・議事録用紙 等 

様式資料、
掲示物準備 

リーフレットや資料、その解説資
料を印刷して用意する。 

資料及び関連 URL は p26～27 参照 
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◆支援活動の実際 

 
 
＜配布用リーフレット解説資料（専門職向け）＞ 
□栄養・食生活リーフレットの解説資料（専門職向け）             
□衛生管理リーフレットの解説資料（専門職向け）           
□赤ちゃん、妊婦・授乳婦の方向けリーフレットの解説資料（専門職向け） 
□ご高齢の方向けリーフレットの解説資料（専門職向け）              
□災害時における乳幼児の栄養支援の手引き                                            
★必要に応じて日本栄養士会 HP より印刷  https://www.dietitian.or.jp/jdadat/data/ 
 
＜配布用リーフレット＞ 
□栄養・食生活リーフレット「避難生活を少しでも元気に過ごすために」           
□衛生管理リーフレット「避難生活を少しでも元気に過ごすために」              
□赤ちゃん、妊婦・授乳婦の方向けリーフレット「避難生活を少しでも元気に過ごすために」     
□ご高齢の方向けリーフレット「避難生活を少しでも元気に過ごすために」           
□災害時に乳幼児を守るための 栄養ハンドブック                   
□パッククッキングレシピ集                              
★必要に応じて日本栄養士会 HP より印刷  https://www.dietitian.or.jp/jdadat/data/ 
 
避難生活向けリーフレット・解説資料 
○栄養・食生活リーフレットの解説資料（専門職向け） 

栄養食生活リーフレット「避難生活を少しでも元気に過ごすために」（P135 参照） 
https://www.dietitian.or.jp/data/manual/h23evacuation1a.pdf 

○衛生管理リーフレットの解説資料（専門職向け） 
衛生管理リーフレット「避難生活を少しでも元気に過ごすために」（P136 参照） 
https://www.dietitian.or.jp/data/manual/h23evacuation2a.pdf 

○赤ちゃん、妊婦・授乳婦の方向けリーフレットの解説資料（専門職向け） 
赤ちゃん、妊婦・授乳婦の方向けリーフレット「避難生活を少しでも元気に過ごすために」（P137～138 参照） 
https://www.dietitian.or.jp/data/manual/h23evacuation3a.pdf 

○ご高齢の方向けリーフレットの解説資料（専門職向け） 
ご高齢の方向けリーフレット「避難生活を少しでも元気に過ごすために」（P139～140 参照） 
https://www.dietitian.or.jp/data/manual/h23evacuation4a.pdf 

◎能登半島地震における特殊栄養食品ステーション運営について 
能登半島地震から早くも１年半の歳月が流れ、改めて経験したことから学んだことが本当に多かったと実感していま

す。 
食の現場を守る日本栄養士会として、１月３日に「特殊栄養食品ステーション」を設置。 
今回は七尾の認定栄養ケアステーションの場所を利用したことで、平時より関係のある行政の各課との連携もでき、

さらに七尾での支援物資の受け入れ場所も同じ建物にあり、アレルギー対応食やビーガン食、また高齢者のための「柔
らか食」もステーションに⾧くとどめることなく、必要な病院、施設へと連絡、運搬ができました。 
交通の便も良い場所であったため、各県からの支援者にも便利に使っていただけました。 
これも平時よりの関係性で情報交換ができたことが功を奏し、また今回強く感じるのは「防災から減災へ」「減災のための
平時」で公的支援を含む準備の必要性です。 

今後も身近な皆さんとの平時の活動を通した、減災のための行動とネットワークづくりを充実できればと思っています。         
（2025 年 8 月 認定栄養ケア・ステーション チーム KYE 栄養相談室 橋本 良子） 
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○災害時における乳幼児の栄養支援の手引き（赤ちゃん防災プロジェクト） 
https://www.dietitian.or.jp/news/upload/images/guide_to_nutritional.pdf 

○災害時に乳幼児を守るための栄養ハンドブック（P145 参照） 
https://www.dietitian.or.jp/news/upload/images/handbook_to_nutritional.pdf 

○パッククッキングレシピ集 
https://www.dietitian.or.jp/carestation/pdf/EF56840-38F5-45D3-BB4A-F1F7DABD02C6.pdf 

★必要に応じて日本栄養士会 HP より印刷 https://www.dietitian.or.jp/jdadat/ 
 
○大規模災害時の栄養・食事支援活動のためのアクションカード（例）令和 2 年 3 月 日本公衆衛生協会 より 

・炊き出し施設の衛生管理ポイント ・炊き出しチェック表 ・災害時の食事・水分摂取 
・運動をしましょう ・避難生活を少しでも元気に過ごすために 
https://www.jpha.or.jp/sub/pdf/20200423_1.pdf 

○災害時のこどものアレルギー疾患 対応パンフレット:日本小児アレルギー学会 
https://www.jspaci.jp/assets/documents/saigai_pamphlet.pdf 

○糖尿病患者さんの災害への備え:日本糖尿病協会 
https://www.nittokyo.or.jp/modules/patient/index.php?content_id=32 

○アレルギーポータル（災害時の対応）:日本アレルギー学会/厚生労働省 
https://allergyportal.jp/just-in-case/ 
 

（９）避難所等での食事提供にかかる適切な栄養管理 

     （提供食の把握、食事調査の実施評価、提供食の支援:配給、弁当、炊き出し）  

No カードタイトル 使用場面 ｱｸｼｮﾝｶｰﾄﾞに記載されていること 掲載ページ 

16 提供食の把握 
提供食の過不足
を確認する時 

○避難所等への提供食の状況の把握 
○避難所等への提供食の食事調査を実施し、ｴﾈﾙｷﾞｰ 

及び栄養量の評価 

69 
~ 
70 

17 提供食の支援 

提供食の過不足
評価から、提供食
の支援（備蓄・支
援物資、炊き出し
調整、弁当調
整） 
食品衛生への助
言が必要な時 

○適正なｴﾈﾙｷﾞｰ及び栄養量確保に向けた調整 
○要配慮者に有用な食料の確保と提供 
○炊き出しで提供される食事の適正なｴﾈﾙｷﾞｰ及び栄 

養量の確保、食品衛生に関する助言 
○要配慮者に対応した炊き出しの提供支援 
○避難所等で提供される弁当の適正なｴﾈﾙｷﾞｰ及び栄 

養量確保、食品衛生に関する助言 
○要配慮者に対応した弁当の提供支援 

71 
~ 
72 

 
   被災者の適正なエネルギー及び栄養量確保のために、厚生労働省が示す参照栄養量基準をもと

に提供されている食事内容の確認を行う。 

また、エネルギー及び栄養量の評価から、不足する栄養素の補給が必要な場合は、被災自治体栄

養士や、炊き出し支援チーム又は弁当業者に対し、改善に向けた助言を行う。  

特に、食物アレルギーを持つ要配慮者への食事提供は、調理時の食材混入に十分注意し、提供

時には使用食材に関する情報提供を行う。 

なお、炊き出しなどの大量調理は、食事を担当する被災者の負担となるため、炊き出しや弁当の献

立作成等を被災地外の後方支援チーム（大学、国立健康・栄養研究所など）が担い、被災自治

体や業者に提供するという方法もある。 
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【避難所等での食事提供にかかる適切な栄養管理】 

  ① 備蓄食品、支援物資、弁当、炊き出しなど提供状況の把握 

災害に際して、応急的に必要な救助のひとつに「炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供

給」がある（災害救助法第 4 条）。 

    避難所等での食事提供は、備蓄食品や支援物資による提供や炊き出しの提供、弁当の提供等、

市町村によって対応が異なる。食品の給与に際し、政府のプッシュ型支援も行われるが、被災者のニ

ーズにあった食料が手配されるよう、「避難所食事状況調査票」の結果を活用し、不足又は必要な食

料について、被災自治体栄養士へ迅速に伝える。 

    食事を提供する形態も食事状況の改善に関わってくることから、発災時には弁当の提供を早め、加

えて炊き出し、配給を柔軟に組み合わせて食事を提供することが重要と考えられる。 

    また、避難所では、とくに汁物などの温かい食事が求められる。避難所での生活が⾧期化していく上

で食事に対する満足度は重要な問題であり、温かい食事を提供することは被災者への栄養面だけで

なく精神面でも重要な役割を示す。 

   限られた物資の中で、このような食事提供を行うには管理栄養士・栄養士の役割が重要である。 

被災自治体栄養士と JDA-DAT が速やかに連携し、協働して活動することで、被災地における適

切な栄養・食生活支援活動が可能となる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ◆被災地における食事の特徴 
 

 

 

 

エネルギー源であるおにぎりやパン、カップ麺などが中心となりがちであり、肉、魚、乳製品及び野菜の提
供量が不足する傾向がある。 
 実際に、このような炭水化物中心の食事は、便秘や下痢、口内炎、貧血などの不調を持つ人の割合を
高め、被災者の健康状態に悪影響を及ぼす可能性がある。 
 特に、避難所生活が⾧期化するとエネルギーのみならず、微量栄養素も含めて栄養バランスのとれた食
事を提供することが、被災地における健康被害を防ぐために重要である。 

〔避難所食事状況調査票（Ⅲ資料編 P97~98 参照〕 
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◆食事提供の形態別の特徴  

食事形態 食事の特徴 栄養量の過不足 

配  給 おにぎり、菓子パンがメイン 発災直後のエネルギー充足に効果的 

弁 当 

調理後⾧時間経過して提供されることが想

定され、食中毒予防などの衛生管理の観点

から、野菜料理を取り入れることが難しい。魚

介類は多く提供されていることが多い。 

発生後の早い段階での弁当提供はエネルギー・た

んぱく質の提供量が多い。一方、ビタミン B1、ビタミ

ン C 等の微量栄養素の提供量は少なく、弁当の

提供のみでは栄養素提供量に不足が見られる。 

炊き出し 

野菜が中心となる副菜の提供回数が多くな

り、いも類・肉類・野菜類の提供量が多い。

魚介類は少ない。 

ビタミン B1、ビタミン C の提供量が多い。 

   （原田、笠岡(坪山）ら、日本公衆衛生雑誌 2017、東日本大震災の避難所における食事提供体制と食事内容に関する研究） 
（三原、笠岡（坪山）ら、日本公衆衛生雑誌 2019、東日本大震災における弁当及び炊き出しの提供とエネルギー・栄養素提供量の関連）  

 

   ◆適正なエネルギー及び栄養量が確保された食事提供に向けた支援内容 

被災自治体栄養士と JDA-DAT が連携、協働することにより、被災地における適切な栄養・食

生活支援活動が可能となる。 
食事形態                    支援内容 

配 給 
（おにぎり、
パンなど） 

□避難者への提供体制の確保 

□適正なエネルギー及び栄養量確保のための食料確保・提供（現物備蓄、流通備蓄） 

□要配慮者のエネルギー及び栄養量確保に有用な食料確保・提供、活用方法の情報

提供（流通備蓄・支援物資） 

弁 当 

□弁当の手配      □適正なエネルギー及び栄養量の基準提供 

□献立作成、献立提供  □要配慮者（食物アレルギー等）の情報提供 

□避難所の食事提供状況の情報提供   □提供食の食事調査・評価 

□適温に配慮した食事提供          □バラエティに富んだ食事提供 

炊き出し 

□調理場所の確保   

□団体又は自衛隊等への炊き出し依頼  □炊き出しルールの確認 

□献立作成、献立提供            □避難所の食事提供状況の情報提供 

□要配慮者（食物アレルギー等）の情報提供    □提供食の食事調査・評価 
 

② 避難所格差の是正 
   避難所格差を是正するためには、①電気・ガス・水道を復旧させ調理可能な環境を整備すること、②

避難所規模を大きくしすぎないこと、③食事を提供する体制（回数・量・質）を整えることが重要である。 
また、大規模災害では、多くの住民が避難所だけでなく、自宅や車中泊、野外等、様々な場所へ避

難する状況が見られることから、避難者の所在と支援ニーズの全体像を迅速に把握する必要がある。 
   さらに、地域の量販店等の復旧状況を踏まえ、被災者に対し、必要に応じて、適切なエネルギー及び

栄養量確保のために補充したい食品の購入等について助言を行う。 
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（10）要配慮者への支援 
 

No カードタイトル 使用場面 ｱｸｼｮﾝｶｰﾄﾞに記載されていること 掲載ページ 

9 
特殊栄養食品
ｽﾃｰｼｮﾝ 

特殊栄養食品ｽﾃｰ
ｼｮﾝを設置する時。
※予め県栄単位で
特殊栄養食品確
保一覧必要 

①特殊栄養食品ｽﾃｰｼｮﾝの設置 
（設置場所、優先物資確保・運搬・駐車場、ｻﾃﾗｲﾄ設
置、水害区域は 2 階以上に設置） 
②特殊栄養食品ｽﾃｰｼｮﾝの運営 
（物資出納、提供記録、栄養相談、設置期間） 
③特殊栄養食品ｽﾃｰｼｮﾝの活動終了 
（確保・運搬終了、引継） 

57 
~ 
58 

18 
要配慮者の 
支援 

要配慮者への食事
支援が必要な時 

○避難所で普通の食事を食べられない要配慮者の把握 
○要配慮者に提供可能な食料を確保し、提供 
（特殊栄養食品ｽﾃｰｼｮﾝと調整） 
○各避難所で提供する食事のｱﾚﾙｷﾞｰ表示 
○要配慮者への栄養相談の実施 

73 
~ 
93 

   避難所で提供する食事の摂取が困難な要配慮者のために、被災自治体と連携し、「特殊栄養食品

ステーション」を設置し、特殊栄養食品等の食料を調達する。一般食品と特殊栄養食品は、分けて管

理する。災害場所を事前に特定できないため、大量の食品を保管できる場所（サテライト）をいくつか

候補を挙げておく。 「●●栄養 CS、●●病院、●●クリニック、●●保健所等」 

さらに、避難者の仮設住宅への移行に向け、食事や物資の提供から、自己調達へと促すために、食

環境の整備と併せて食の自立を支援する。 
 
① 要配慮者の情報把握 

各避難所の要配慮者について、被災地行政栄養士や保健師等と連携し、市町村担当課や避難

所から情報を把握する。避難所以外の車中や自宅等で避難している住民についても、可能な限り把

握する。 

 【要配慮者を把握するための項目】 
 
 
 

 
 
 

② 提供食の喫食状況把握と必要な食品確保・提供 

   要配慮者に適した食事が提供できているのか、被災地行政栄養士と連携し、避難所から情報を把

握する。備蓄食品や支援物資の中から、要配慮者に適した食品がないか確認し、不足する場合は、

「特殊栄養食品ステーション」を設置し、企業など物資提供協定先へ迅速に物資を要請する。    

    特に、アレルギー疾患患者に対しては、本人又は家族が提供食にアレルギー食品が含まれているの

か確認選択できるよう、献立や使用されている原材料の情報提供方法について、避難所運営責任者

とも相談し、提供方法を確認する。炊き出し又は弁当等の提供においても、調理を担当する業者や

□食物アレルギー疾患患者     □乳幼児、妊産婦 
□食事制限がある慢性疾患患者（糖尿病、高血圧、腎疾患等） 
□摂食・嚥下困難者（高齢者、障がい者含む） □経管栄養（胃ろう、鼻腔） 
□宗教等の理由で食べられない食品がある者    □日本が通じない者 など 
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団体に対し、調理段階での原因食品の混入や加工食品の原因食品の確認、配膳ミスを防ぐ方法に

ついて指示する。 

 

③ 要配慮者への栄養・食生活支援  

   食物アレルギー疾患患者が、アレルギー原因食品が除去された食事を摂取することで、栄養量が不

足する可能性がある場合は代替食品の摂取について助言する。また、疾患により食事制限がある避

難者に対しては、医師の指示のもと避難生活での食事のとり方について助言し、個別支援結果を被

災者健康相談票（初回、経過用紙）、特別食アセスメントシートに記録する。医師や保健師等と連

携することにより、食欲、睡眠、疲労、排便など生活状況や、必要な食事療法が実施されているかを

確認する。疾患をもつ被災者が自己の身体と疾病に応じた食事療法を継続できるよう、本人の疾病

改善意欲を高め、自立できるよう助言する。 

   発災地の特性に応じて、１次避難所と２次避難所の中間地点である 1.5 次避難所が立ち上が

り、要配慮者支援が必要な場合も生じる。実際に1.5次避難所が開設された石川県能登半島地震

における JDA­DAT の活動については、資料編 P133～135 参照。 

 

④ 要配慮者の食事調査と栄養量評価 

避難生活の⾧期化が予測される場合は、栄養バランスのとれた食事の提供が必要となるため、提

供されている食事内容の確認を行い、エネルギー及び栄養量の評価をもとに、不足する栄養素の補

給が必要である。 

 

⑤ JDA-DAT による国際的な支援 

   ア 外国籍住民や旅行者への支援 

大規模災害が発生した際、避難所や一時的な宿泊施設には外国籍住民や旅行者が避難するこ

とがある。こうした方々は、日本語での情報を入手することが困難になるだけでなく、食文化や生活習

慣の違いから、食生活において特有の課題を有している。災害時の栄養・食生活支援においては、外

国籍住民や外国人旅行者を「要配慮者」と考え、早期から支援を行う必要があり、通訳ボランティアや

国際交流協会と連携し、食事に関する希望や制限の有無を確認し、ニーズに沿った支援を計画する

ことが望ましい。また、外国籍住民は地域社会とのつながりが弱く、災害時に孤立するリスクが高く、安

心して避難生活を送れる環境整備が重要である。 

 

イ 宗教や信条による食事制限のある方への支援 

 ◆支援の背景 

災害時には、多様な宗教的・文化的背景を持つ人々が避難所や支援拠点で生活する。特にハ

ラル（イスラム教）、ベジタリアン／ヴィーガン、ヒンドゥー教、ユダヤ教などの食事制限を持つ人々に

とって、配布食品や炊き出しの内容が摂取不可能である場合、栄養不足や心理的ストレスを招く

恐れがある。したがって、信条に基づく食事制限の理解と対応は栄養支援において不可欠である。 
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◆主な宗教・信条に基づく食事制限の例 

 イスラム教（ハラル） 

豚肉・豚由来製品、アルコールを含む食品は禁止。鶏肉・牛肉でも屠畜方法がハラルに準じ

ていない場合は不可。即席麺のスープ、調味料、加工食品に豚エキスやアルコールが含まれて

いることが多いため注意が必要。 

 ヒンドゥー教 

牛肉は厳格に禁止。豚も基本的には食べず、五葷（ニラ、アサツキ、ニンニク、ラッキョウ、玉ね

ぎ）も禁止。 

 ユダヤ教（コーシャーミール） 

豚肉やエビなどは禁止。添加物、施設など多様な規定が存在。 

 ベジタリアン／ヴィーガン 

ベジタリアンは肉類を避けるが卵や乳製品は許容される場合がある。一方ヴィーガンやオリエン

タルヴィーガンは動物性食品全般を避ける。 

 

◆支援の実際 

 事前準備 

白飯、乾パン、クラッカー、果物缶、豆類、野菜ジュースなど、幅広く提供可能な食品を把握し

ておく。 

 現場対応 

アクションカード 18-12-①、18-12-②を活用して支援を行う 

食材・調味料に含まれる成分を多言語もしくはピクトグラムで表示し、誰でも確認できるように

する。 

選択肢が乏しい場合でも、主食（米飯、パン）、果物、野菜、豆類などで最低限の対応が

可能か検討する。 

 

参考文献:坪山(笠岡)宜代 監修. 『臨床栄養 別冊 災害・緊急時の食と栄養 いますぐ知りたいアクション Q&A』. 医歯薬出版, 2023 年. 

  
（11）被災者の支援（栄養相談、健康教育、復旧・復興時の活動含む）  
 

No カードタイトル 使用場面 ｱｸｼｮﾝｶｰﾄﾞに記載されていること 掲載ページ 

19 
被災者の支援 
（栄養相談、健
康教育等） 

栄養相談、健康
教育が必要な時 

○避難所等で提供する食事の評価結果をもとに、喫食
状況や体調等をふまえた栄養相談 
○量販店等の復旧にあわせて、自助による不足しがちな
栄養素の補給方法等の助言 

94 
~ 
95 

 

仮設住宅での生活が始まると、蓄積された避難生活の疲れ、買い物や調理等食環境の変化への戸

惑い等で、被災前と同じ食生活ができない場合が想定される。  
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栄養面の課題としては、簡単な食事で済ませがちなため、野菜不足、たんぱく質不足が見られる一方

で、出来合いの惣菜、レトルト食品、カップラーメン等の利用による脂質過多、塩分過多等の問題も見

られる。仮設住宅では、調理環境の制約（台所が狭い、コンロが少ない等）があり、１つの鍋やフライ

パンでできる簡単なバランス食の紹介、惣菜やレトルト食品等を利用する際のアドバイス、近隣スーパー

や移動販売等と連携した食環境整備等が重要である。 

また、被災前のコミュニティ単位がくずれ、孤立する被災者も出てくるので、心のケア事業などに「食」を

テーマにした集いや簡単な体操等を組み合わせた健康教育、地域団体等と連携した食事会など、食育

の視点も踏まえた取組を定期的に行うことも重要である。 

さらに、避難所等で栄養相談を実施した対象者を中心に、訪問栄養指導計画を保健師等と連携し

て作成し、調理環境や食料入手ルートの変化等を考慮した訪問栄養指導を実施する。 

 

 
（12）食中毒・感染症対策  

 

No カードタイトル 使用場面 ｱｸｼｮﾝｶｰﾄﾞに記載されていること 掲載ページ 

20 
食中毒・感染
症の予防 
（衛生管理） 

食事提供、保管、
喫食時など常時必
要 

○避難所運営ｽﾀｯﾌ及び避難者へ感染予防啓発を行う 
○必要物品を配置する。 
○感染拡大の予防について啓発する。 

96 

 

避難所等での食中毒及び感染症予防対策の状況確認を行い、必要に応じて避難所運営側に必要
事項について伝達・情報提供する。 

原則として被災自治体で対策を行っているため、助言レベルの活動となる。 

避難所等での食事提供の際には、食中毒・感染症予防の観点から、配食を担当するスタッフや炊き
出し等の調理従事者に対し、自己衛生チェック表の記載を促す。 

さらに、食品衛生監視員や保健師等と連携し、配給物資や弁当など食事の衛生管理状況の把 握

と指導、炊き出し献立の事前確認や炊き出しの衛生管理状況の把握と指導などを行う。 

また、感染対策について啓発・周知状況を確認する。周知を呼びかけるにあたっては被災地自治体の

方針に沿って情報共有しながら実施する。 

 

〔避難所の衛生状況の確認ポイント〕 
□ 感染対策（上水道の使用可否・手洗い・手指消毒、マスクの着用等の有無）の状況を確認する。 
□ 避難世帯ごとの間隔や仕切りの設置状況、換気実施状況の確認。 
□ 食事提供時や食品保管方法（冷蔵庫の設置等）の衛生状況を確認する。 
□ 食べきれなかった食品が取り置きされていないか状況を確認する。 
□ 炊き出し等が実施されている場合は、衛生状態が保たれているか確認する。 
□ トイレの清掃・衛生状態の確認 
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  〔新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響下における自然災害等発生時での JDA-DAT の

災害支援活動への対応〕 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 〔コロナ禍における災害派遣時での注意点〕 

上記の注意点に対応するための具体的な対策は次のとおりである。 
 
（１）支援者の健康チェック表(体温、咳、息苦しさ、倦怠感、味覚・嗅覚異常等の症状の有無) への 

記載及び最近の渡航歴、行動歴等)の確認を行い、派遣時の感染防止を図る。 
常に、個人の感染予防を徹底し、体調のチェックを行い、何らかの症状等がある場合は派遣元に報告

し方針に従う。 
また、災害派遣終了後、一定の期間の健康管理を徹底すること。場合によっては派遣後の一定の自

宅待機の期間が必要であることも、事前に考慮しておくこと。 
 

【健康管理表（様式例）】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）これまでの JDA-DAT 派遣時に基づく装備の中に、マスク、フェイスシールド、防護エプロン、使い捨
て手袋、使い捨てスリッパ(または使い捨てシューズカバー)、手指消毒液、体温計など、感染対策用
備品を追加する。なお、入手の困難な場合も想定されるため、日本栄養士会 JDA-DAT 本部にも
数日間活動可能な備品を確保し、緊急時に対応することとしているが、原則は自己完結である。 

１ 支援者が感染を拡大させてはならないこと。(被災地にウイルスを持ち込まない、持ち帰らない。) 

２ 被災者の安全確保とともに支援者自身の安全確保を図ること。(支援者同士の接触による感染防止も含む。) 

３ これまでの災害時の知識、技術及び装備に新たな感染症対策に関するものを追加すること。 

(派遣に備えて感染症対策の研修等を受講しておくことが望ましい。) 

４ 支援活動時においては、例外はなく３密(密閉・密集・密接)を避けること。 

５ 新型コロナウイルスを被災者に感染させてしまった、自分が感染してしまった等による損害賠償等を対象としたボ

ランティア保険等への加入を事前に確認すること。 

６ 被災地域内の JDA-DAT メンバーによる支援活動を優先し、原則として外部からの人的支援は後方支援を中

心とすること。 

月 日 曜日
体温
（℃）

咳
（有〇/無×）

喉の痛み
（有〇/無×）

頭痛
（有〇/無×）

その他の症状
（味覚・嗅覚障害等）

同居家族等の状況

１ 毎朝検温し、各項目について確認した上で、表に記入してください。

２ 本表を活動開始時にリーダーへ提出してください。

３ リーダーは、提出された本表を毎朝確認し、体温が37.5℃以上、あるいは各項目の症状があるメンバー

　がいる場合は、現地本部長に報告してください。

※体調に不安のある者は、遠慮なくご相談ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名：＊＊＊＊

健 康 管 理 表
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（３）支援活動時、被災者と接して栄養ｱｾｽﾒﾝﾄ等を実施する際の注意点等を下記に記載する。 
① 個別栄養食事相談 
ア 避難所等の責任者に対して、訪問の目的、感染防止対応等を説明し、対象者への支援活動

の許可を得ること。 
イ 避難所等の密閉環境での対策  

支援者は常にマスク・手指消毒、活動時間中はマスクを着用する。こまめに石鹸での手洗い、ア
ルコール消毒を行う。手で目や鼻、口をむやみに触らない。 
避難所等の居室スペースに入室する際は使い捨てスリッパ等を使用することも状況により対応す
ること。 
可能であれば対象者にもマスクの着用依頼と訪問時の手指等のアルコール消毒等を実施する。
個人情報の漏洩に配慮の上、できるだけソーシャルディスタンスが確保できるスペースで栄養相
談等を行う。眼からの飛沫感染が危惧されるので、フェイスシールド等を装着する。 

ウ 支援物資や相談媒体等を対象者に手渡す場合はできるだけ消毒済のものを渡す。 
 

② 集団栄養食事相談  
集団相談等のイベント的支援については行政等と調整し、できるだけ実施しない方向で検討す

る。やむを得ず、集団相談を実施する場合は人数を限定したり、上記で示した個別栄養食事相談
の対応に準ずる。対象者同士の距離を一定程度確保するとともに、 密にならないよう配慮する。 

また、料理教室等の飲食を伴う栄養イベント等は当面の間、中止する。 
 

③ 在宅訪問(仮設住宅・自宅等) 
ア 支援者はマスクの着用と入・退居時のアルコール消毒等を実施する。眼からの飛沫感染が危惧

される場合は、眼鏡やフェイスシールド等を装着する。 
イ 新型コロナウイルス感染患者（感染疑い含む）に接触するおそれがある場合には、各施設の

感染防止手順に従い、Ｎ95 マスク、サージカルマスク、フェイスシールド、防護服等の個人防護
具を装着する。 

 
（４）正確な情報の収集とその提供 

国で通知されている「新型コロナウイルス感染症について」や「避難所における新型コロナウイルス感染
症への対応について」等、公表されている情報やガイドラインを確認し、正確な情報に基づく対応をする。
栄養相談等で質問されても独自の解釈や曖昧な情報のまま回答しないこと。 

 
（５）派遣時の「３密」を避けるため、被災地までの移動及び活動時の移動手段、宿泊施設等について

はできるだけ「密」を避ける方法で行う。現地での公共交通機関の使用をできるだけ避けて、JDA-DAT
災害支援車両や私用車の活用、宿泊施設の個別確保等に努める。 
 

（６）ボランティア保険等の種類を確認し、賠償可能であるものに加入すること。また、感染経路等の把
握のため、活動時の記録等を詳細に記載しておくこと。 

なお、感染した際の保険としては、傷害保険などに特約を付加する、また感染させた際の保険としては、
個人賠償責任保険が相当するが、病気の発生や感染と因果関係が認められる場合に限り加入 者が
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法律上の賠償責任を負う場合に限る等とされている。活動に入る際には保険会社によく確認をすること。 
 

（７）被災地の行政と連携し、都道府県栄養士会 JDA-DAT リーダー及びスタッフの人材育成をより拡
充すること。 

 
【参考】内閣府ホームページ（避難所における新型コロナウイルス感染症対策 関連情報） 

http://www.bousai.go.jp/index.html  
特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（ＪＶＯＡＤ） 
新型コロナウイルスの感染が懸念される状況におけるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・ＮＰＯ等の災害対応ガイドライン 
http://jvoad.jp/guideline/ 

 

（13）活動引き継ぎ・撤収、支援活動のまとめと検証、他職種との情報共有   

            

No カードタイトル 使用場面 ｱｸｼｮﾝｶｰﾄﾞに記載されていること 掲載ページ 

14 活動引継 
支援活動を引き
継ぐ時、支援活動
を終了する時 

①現地行政栄養士、本庁栄養士との調整 
②地元栄養士会との調整 

65 

 

支援活動の終了後は、活動記録票に記録し、所属栄養士会および日本栄養士会に速やかに報告

する。必要に応じて、被災害地都道府県（行政・自治体）へ報告する場合もある。 

後続チームと引き継ぎが必要な場合は、活動記録票をもとに十分な引き継ぎを行う。 

また、「DiMS（Dietitan Matching System) 」が運用されている場合は、毎日（随時）、スマート 

フォンやパソコン等で DiMS に活動状況を入力する。 
    

◆引き継ぎ事項 
 
 
 
 
 
 
 

（参考）DiMS（Dietitan Matching System) 活動報告入力画面 

 

 

 

 

 

 

○現地の概要（支援組織、現地担当者、被災状況及び復旧状況等） 

○栄養・食生活に関する現況と支援状況 

○担当する栄養・食生活支援の業務内容 

○栄養・食生活支援活動報告の方法（現地担当者及び派遣元への報告、報告様式等） 

○避難所・仮設住宅等地図、必要物品等設置場所確認 

○一日のタイムスケジュール、一週間の流れ など 
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２ 平常時の備え 

JDA-DATリーダーは指定栄養士会⾧及び行政栄養士等と連携し、地域における防災対策、JDA-

DATの研修等に協力しなければなりません。 

 

（１）人材育成と確保（JDA-DAT リーダー・スタッフの教育と訓練） 

 

 

 

 

 

 

〔求められるスキル〕 日本栄養士会災害支援チーム活動マニュアル（基礎編）より 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔JDA-DAT 専門的研修内容〕 日本栄養士会災害支援チーム活動マニュアル（基礎編）より 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 指定栄養士会⾧は、JDA-DATの技術向上を図るため、指定栄養士会内外における研修や

訓練に努めなければなりません。 

２ リーダーは指定栄養士会⾧及び行政栄養士等と連携し、地域における防災対策、JDA-DAT

の研修等に協力しなければなりません。 

３ 日本栄養士会⾧は、リーダーの資質の向上等を図るため、研修や訓練等の企画及び実施に

努めなければなりません。                           （JDA-DAT運営要綱第１5条より、H24.1.28） 

初動体制、災害への理解・役割、栄養アセスメント、嚥下食・アレルギー食・離乳食・慢性疾患など

への栄養指導、簡単な食事レシピ作成力、被災者を理解し、悲観にある人とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝのあり方、 

何がそこで求められているか状況把握し、対応する力、連携、情報収集、精神・心理ケア、家族ケア、 

ご遺体への対応、チームメンバー自身及び他の支援者の健康・安全、メディア対応、外国語等々、 

BLS（Basic Life Support）特殊な器具や医薬品を用いずに行う一次救命処置、 

AED（Automated External Defibrillator）自動体外式除細動器 等 

ア 非常時の支援活動で必要な能力 

 (1)判断力、(2)行動力、（3）実行力、(4)リーダーシップ、(5)臨機応変の対応能力 

(6)人間関係の調整能力、(7)協調性、(8)主体性 

イ 災害時での栄養の専門スキル 

 (1)食品、(2)臨床（糖尿病、腎臓病、高血圧症、透析、経管栄養等）、(3)在宅（褥瘡）、 

(4)ケア（老人・障がい）、(5)食育、(6)妊産婦、(7)給食管理、(8)その他 
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【スタッフ研修の内容と目標】（例:18 時間） 

No 研修科目 到達目標 時間 

１ 災害の理解 災害に関する基礎的事項について理解する。 90 分 

２ 初動体制 
JDA-DAT の意義・役割・運用計画・災害の関連法令
等を理解する。 

90 分 

３ 
臨機応変の対応能力 
人間関係の調整能力 

何がそこで求められているのか状況を把握し、対応する
力。 

45 分 

４ 精神・心理的教育 精神心理ケア、家族ケア、ご遺体への対応。 90 分 

５ 支援派遣者自身の健康・安全 支援派遣者自身の健康・安全管理について理解する。 45 分 

６ 被災地にとっての支援活動 被災状況下での支援派遣者を受け入れる立場から。 90 分 

７ コミュニケーションスキル 
被災者を理解し、悲嘆にある人とのコミュニケーションのあ
り方を理解する。 

90 分 

８ 栄養アセスメント 災害時に想定される栄養アセスメント方法を理解する。 90 分 

９ 栄養指導 
嚥下食、アレルギー食、離乳食、慢性疾患など災害時の
栄養課題や特殊性を理解する。 

60 分 

10 災害時のレシピ 
備蓄食品や入手可能な食材からの献立作成・献立展
開の実践と場に応じた調理方法の実際。 

60 分 

11 災害時の応急処置・救命救急 
災害時の応急処置、ＡＥＤを用いた救命救急方法を
理解し実践する。 

180 分 

12 実践ワークショップ 
被災地と被災者にとって必要な活動を組み立てる。 
災害ボランティアの原点を理解し、判断力を身につける。 

90 分 

13 振り返り  60 分 

 

 

 

 

 

  

Ｑ 都道府県栄養士会で開催するスタッフ研修の運営費の持ち方はどうなりますか。 

Ａ 原則的には、受講者の自己負担と考えています。講師料・会場費・雑費等については、参加費として徴収
するかしないかは各栄養士会にて判断してください。ただし、ユニフォーム（約 10,000 円）・ＩＤカード（約
1,000 円）については、日本栄養士会にて実費注文を承ります。 
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（２）マネジメント（組織連携体制の構築） 

大規模災害が発生した時、被災地域の都道府県栄養士会⾧及び事務局職員、日本栄養士会災

害支援チーム（JDA-DAT）に登録している JDA-DAT リーダー及びスタッフ等は、被災自治体と連携

し、栄養・食生活支援体制及び受援体制を整えることとなる。 

しかしながら、発災時の混乱している中で活動することは難しいことが予想されるため、平時より、県栄

災害対策本部の設置基準を定めるとともに、発災時の行動手順等については、「日本栄養士会災害

時の栄養・食生活支援ガイド（ｱｸｼｮﾝｶｰﾄﾞ含む）」も参考として、「都道府県栄養士会危機管理マニ

ュアル」等を検討しておくことが望ましい。 

また、県栄災害対策本部員（会⾧、副会⾧、理事等）や、JDA-DAT ﾘｰﾀﾞｰ・ｽﾀｯﾌなど関係者が、

発災時に迅速に相互連絡ができるよう、発災時の連絡方法や情報伝達の方法について、平常時から

連絡網の整備や SNS 等の活用も検討しておく。                   

さらに、被災地の情報を正確に伝え、ニーズに沿った支援活動を行うための「活動記録や議事録等の

様式の統一化」、被災地での時間を有効に使うための「引き継ぎの効率化」など、短時間に整理し、情

報把握ができる仕組みの構築も重要である。 

日本栄養士会や近隣栄養士会からの支援を受ける場合に備えて、「災害支援を受ける際のシミュレ

ーション」も重要である。例えば、支援活動に用いる様式や関連資料は事前に作成し、受援の際に迅

速に提供できるようにする、派遣 JDA-DAT チームが複数の場合は、それぞれの支援活動状況につい

て、情報共有や役割分担を図るためのミーティング等を計画しておくなど、派遣 JDA-DAT 等と協働で、

被災地での円滑な活動を行うことができる体制を整備しておく。 
  
（参考）災害時に栄養・食生活支援に関わる団体や関係者の例 

期待する役割 関係機関・団体等 
食料調達 JA、商工団体、スーパーマーケット、飲食業組合、農政部門等 
炊き出し支援 日本赤十字社、食生活改善推進員協議会、婦人会、JA 女性部、商工会女性

部、NPO、給食センター、JVOAD 等ボランティアチーム 等 
特殊栄養食品調達 栄養士会、薬局（ドラッグストアを含む）、特殊栄養食品取扱業者 
食事に配慮が必要な 
要配慮者の把握 

JMAT、DPAT 等保健医療福祉活動チーム、区⾧、民生委員、福祉担当課、
母子担当課、地域包括支援センター等  
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（３）物資確保・調整調達（特殊栄養食品ステーション整備）             

発災による避難者は、避難所に限らず、車中や軒先、野外等、様々な場所に避難することが想定さ

れる。様々な場所に避難している住民への栄養・食生活支援活動方法について検討しておく。   

特に、被災規模が大きい場合や発災初期、避難者数が多い場合等、避難者へ提供する食事のエネ

ルギー及び栄養量の確保や要配慮者への個別対応が難しいことが想定される。一方、被災地の復旧

が進み、コンビニエンスストアやスーパー、飲食店等が再開されると、避難所での食事の提供が終了とな

り、被災者自身による食料調達が可能となることから、不足する栄養素の補給について、被災者自らが

適切に食料調達できるよう啓発資料を作成しておく。 

また、避難所生活が⾧期化することで、食欲不振や便秘、口内炎等の症状が現れる場合があり、疾

病による食事制限が必要な方やアレルギー疾患の方、食事摂取に特別な配慮が必要な方など、個別

栄養相談が受けられる体制や、平時より、賛助会員等とも連携し、要配慮者に適した食材等の調達・

確保方法の検討、特殊栄養食品ｽﾃｰｼｮﾝの設置場所や具体的な運営方法について検討する。 
 
【要配慮者に適した食材例】 

乳児:粉ミルク、液体ミルク、アレルギー用粉ミルク、ベビーフード（離乳食） 
妊婦、授乳婦:野菜ジュース、果実ジュース、麦や強化米、栄養素調整食品（固形、ゼリー、 

飲料）、栄養ドリンク、栄養機能食品等 
高齢者:レトルト粥、汁物、とろみ剤、やわらかおかず（パウチ食品）等 
慢性疾患患者等:人工甘味料、低糖質食品、低たんぱく食品、減塩食品等 
その他:ハラル、ヴィーガン等 

 
【日本栄養士会の特殊栄養食品ステーション設置例】 

 
 
 
 
 
 
 

 
 （写真:日本栄養士会提供） 
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（４）普及啓発  

大規模災害では、行政の対応が機能するまでに時間を要することが予測される。 

家庭の食料備蓄として、最低３日分、できれば１週間分の食料品・飲料水・日用品等の確保につい

て、行政や関係団体が主催する防災訓練等への参加や、栄養士会が主催する住民向けの研修会、

栄養士会ホームページや広報紙などを通じて住民へ広く普及啓発を行う。なお、買い置きした食品は、

賞味期限や消費期限をチェックし、日頃の食生活で活用しながら無駄無くサイクル保存する方法「ﾛｰﾘﾝ

ｸﾞｽﾄｯｸ法」や、耐熱性のﾎﾟﾘ袋に食材を入れ、袋のまま鍋で湯せんする調理方法「ﾊﾟｯｸｸｯｷﾝｸﾞ」につい

ても普及啓発を行う。 

特に、要配慮者に必要な食品は、災害時に入手が困難になることから、住民自ら意識して備蓄する

必要性を周知する。 
 
【要配慮者のいる家庭に対する備蓄啓発のポイント】 

◆小さい子ども（乳幼児、アレルギーを持つ方） 
  普段は母乳でも、災害時に備え、母乳の代替としてミルクを用意するとよいでしょう。 
  アレルギーを持つ方は、アレルギー用食品を多めにストックしておきましょう。 
 飲料水、ほ乳瓶又は紙コップ、母乳代替食品（粉ミルク・液体ミルク）、ベビーフード、 
離乳食用食器、アレルギー用ミルク・食品、オムツ等 

 
 
 
 
 
 
 
 
◆高齢者（持病がある、かんだり・飲み込みに不安がある方） 
  のどの乾きを感じにくくなっています。水は多めに準備しましょう。固い物がかみにくい方は、やわ

らかい食品を準備しましょう。持病のお薬がある方は、3 日分程度は用意しておきましょう。 
介護用食品、缶スープ・ジュース、とろみ剤、使い慣れたスプーン・食器、キッチンバサミ、 
ウェットティッシュ、持病のお薬等 
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（５）食の面からの防災教育 

大規模災害をはじめ、新型コロナウイルス感染症等の感染症対策や原子力災害の被災に対する食

の備えは、様々な備えの中でも生命の維持に係る重要事項である。 

食の備えは要配慮者のみならず、一人ひとりが自分の住んでいる地域で想定されている災害を理解し、

自分や家族形態及び家族の健康状態に応じた食の備えができるよう、食の面からの防災教育を推進

する必要がある。 

JDA-DAT は、平常時は“食の備えを実践する人を増やすための担い手“として、行政や地域ごとの防

災事業や、老人保健施設協会など関係団体からの依頼に応じるとともに、関係機関・団体等と連携し、

食の面からの防災教育を進める。 
 
＜想定される連携組織や人材、主な活動＞ 

食の面からの防災教育に関して、想定される連携組織や人材、主な活動の一例を示す。 

 

 連携組織・人材など            防災教育にかかる主な活動 

自主防災会・防災士会 地域で行う防災訓練や自主防災会での活動等を行う際に災害時の食

に関する講話や実習体験を組み入れてもらう。 

○日本防災士会のホームページ 日本防災士会 (bousaisikai.jp) 

日本災害食学会  平常時も災害時も活用できる調理法（ポリ袋調理等）の専門的な

知識や人材（災害食専門員等）と連携して実習や活動を行う。 

○日本災害食学会のホームページ   

www.mmjp.or.jp/TELEPAC/d-food/index.html 

防災関連組織・NPO 

 

地域で活動する防災関連組織や NPO と平常時から食の面からの防災

教育について協働を進める。 

家庭科教諭・栄養教諭 学校教育における家庭科や総合学習における食の面からの防災教育に

ついては、一定年齢の学年全員が学ぶ貴重な機会となっている。「パック

クッキング」等のポリ袋調理法を取り入れる機会が増えているが、家庭用

備蓄やローリングストック法と併せて教育することが災害時に有効であると

考えられる。災害食分野の担い手である JDA-DAT は学校での授業を

協働して行うことなどが期待される。 

 

〈参考資料〉 

〇 農林水産省のホームページ 

災害時に備えた食品ストックガイド:農林水産省 (maff.go.jp)  

単身者向け「災害時にそなえる食品ストックガイド」公開:農林水産省 (maff.go.jp) 
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（６）国際的な支援チーム ― 国際栄養支援専門登録管理栄養士（INSPRD） 

国内における災害支援の経験は、国際的な栄養支援にも活かすことができる。近年、世界各地で自

然災害や紛争が頻発し、栄養不足や飢餓が深刻な課題となっている。こうした背景を受け、日本栄養

士会災害支援チームは、国際的に活動できる人材の養成を開始している。その制度が 国際栄養支援

専 門 登 録 管 理 栄 養 士 （ INSPRD: International Nutrition Support Professional 

Registered Dietitian）である。 

     

◆役割 

国際栄養支援専門登録管理栄養士は、以下の役割を担う。 

1.人道支援の提供:被災地での基本的な栄養支援を通じて飢餓や栄養不良から人々を守る。  

2.疫病予防への貢献:栄養状態の改善を通じて免疫力を高め、感染症の拡大を抑制する。 

3.社会的支援:心理的サポートを含め、地域コミュニティの結束を支援する。 

4.⾧期的な持続可能性:適切な栄養支援を通じ、被災地の復興と⾧期的な健康増進に貢献する。  

5.国際的な協力の推進:各国の専門職や国際機関と協働し、災害対応の質を高める。 

 

     ◆派遣と研修 

       派遣は海外の災害被災地において、避難所・仮設住宅・地域施設などを対象に実施される。

期間は最低 2 週間以上とされ、活動内容は関係団体と調整の上決定される。登録者は海外

ボランティア保険に加入する。さらに、登録後は必ず所定の研修（オンライン含む）を受講し、

国際災害支援に必要な知識と技能を習得することが義務付けられている。 
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Ⅲ 資料編 

１ アクションカード（No.1～20）                                

   

※アクションカード語句解説 
   用  語 解 説 内 容 

各県栄危機管理ﾏﾆｭｱﾙ 各栄養士会で定められている地震、火災その他の災害に対処するためのマニュアル 

県庁の行政栄養士 災害時に、行政機関の連絡窓口となる、本庁栄養主管課の管理栄養士を指す。 

保健医療福祉調整本部等 大規模災害時に保健医療活動に係る体制整備のため、都道府県本庁等に保健医療

福祉調整本部が設置される。救護班（医療チーム）や DMAT 本部等が担う場合もあ

る。 

栄養ﾆｰｽﾞ、要配慮者等 災害対策基本法では、要配慮者とは、「高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を

要する者」と定義されている。 

県栄理事等 各栄養士会の三役や、JDA-DAT 責任者等も相当する。 

県栄災害対策本部及び 

特殊栄養食品ｽﾃｰｼｮﾝ設置 

 原則は、栄養士会事務局へ設置する。特殊栄養食品ｽﾃｰｼｮﾝは、事前に設置場所を

検討しておく。例えば、県庁、保健所、市町村保健ｾﾝﾀｰ、大学、社協等が考えられる。 

ライティングシート 災害時には「全体から見える様に板書」の記載や「大きな地図に図や線を書き込む作 

業」を行うのは大変な事である。ライティングシートは、静電気によって貼り付く為、平らな面

であれば壁面や地図に直接貼り付ける事が可能である。画鋲などが無くても貼り付くので、

壁を傷つける心配もない。また、白色タイプを用いれば壁をホワイトボードとして使う事も出

来るため、突然の会議であってもスペースさえ確保出来れば行う事が可能となる。  

シートとともに複数の色のホワイトボード用のペン（黒・赤・青等）を準備しておくとよい。 

  参考）どこでもシート 

https://www.sailor.co.jp/lineup/dokodemo-sheet 
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アクションカードとは（要約）

災害が起きたときにどのように行動していくかを平時から考えて備え、

行動を訓練することで緊急事態発生時に特別な指示がなくても、カード

を見ながら思い起こしながら活動できるものです。

http://eiyou-niigata.jp/file/saigai/9858ec20.pdf

役割に寄与されたカード

No1〜14

支援活動ごとの動きが

中心のカード

No15〜20

アクションカードは全体でNo１〜20

アクションカード
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○○栄養士会 １ 発災
被災県栄養士会会長初動１

①自身（県栄養士会長）の安全を確保する。

②県内で災害が発生の一報後、災害の規模、状況把握に努める。
＊被災地において避難所が設置されるような大きな災害

県内で震度５弱以上の地震
台風、豪雨等の自然災害の発生、大規模な避難見込み 等
（JDA-DAT運営要綱、県災害対策本部設置基準確認）

③県栄三役及びDAT担当等と連絡をとり、状況を共有、初動を確認。
・会員の安否確認、県庁との状況確認の実施、日栄へ報告

（夜間発災の場合は安否確認、県庁への状況確認は翌朝）

④日栄に発災の状況を報告する。
・初動判断について日栄と相談する。

⑤県会員の安否確認を被災地及びその周辺支部長に指示する。
（県栄危機管理マニュアル、アクションカードに基づく）

⑥県庁行政栄養士へ状況確認する。
電話確認後、直接県庁へ訪問し状況を確認する。
（夜間の発災の場合は、訪問は翌朝とする）

⑦日栄（03-5425-6555代表）へ収集した状況を報告する。

⑧県庁行政栄養士と連絡を密にし、県保健医療福祉調整本部等か
らの情報が得られる体制の調整を行い、現在の状況（避難所設置
状況、栄養ニーズ、要配慮者等）を把握する。

⑨県栄理事等と状況を共有し、県栄災害対策本部の設置の必要性
を協議する。（Zoom、LINEビデオ通話等を状況に応じて利用する）
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⑩県栄災害対策本部及び特殊栄養食品ステーションの設置を決定する。
・災害対策本部
・特殊栄養食品ステーション

＊被災地が遠隔地の場合
被災支部内に現地対策本部及び特殊栄養食品ステーション
サテライトの設置を検討する。

⑪県行政栄養士へ県栄災害対策本部及び特殊栄養食品ステーション
設置を報告し、今後の支援対応等について調整を図る。

⑫日栄へ県栄災害対策本部、特殊栄養食品ステーションを設置した
旨を報告し、支援活動の方針及び体制を決定する。

⑬県栄理事等へ県栄災害対策本部等設置を報告し、県栄としての支援
体制を協議し、DAT支援チーム編成を開始する。
（県栄危機管理マニュアル、JDA-DAT運営要綱等に準ずる）

⑭県栄災害対策本部運営体制を整え、運営する。
本部業務の役割担当者の決定、必要物品、資料等の確認準備を行う。
→２災害対策本部等確認事項チェックリスト、

３県栄災害対策本部等組織運営体制、４開設準備

⑮特殊栄養食品ステーションの運営を行う。
→９特殊栄養食品ステーション

⑯県行政栄養士との定期的に連絡調整を行い、栄養食生活支援に関
する情報を得る。

⑰日栄と状況を共有し、JDA-DAT支援体制について相談、調整を行う。
・被災県外への支援応援→10人材派遣調整（県内発災、DiMS活用）
・受援体制→11ロジスティクス ・搬送・車両

○○栄養士会 １ 発災
被災県栄養士会会長初動２
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令和 年 月 日 時 分
県 市 町 災害発生対応

対応者： 会長 ／ 副会長 ／（ ）
□会員安否確認
□保健医療福祉調整本部情報収集

①被害状況の確認
□収集内容確認

□ﾗｲﾌﾗｲﾝ（水道／電気／ガス
／ ）

□避難所（ カ所）
□被災者数（ 人）
□交通機関（ ）

②その他

日本栄養士会・災害対策本部
平日 03-5425-6555（代）
休日

□県庁行政栄養士康増進課
行政栄養士等被害状況収集、今後対応調整

□本部長、副本部長
□県栄養士会理事
□ＪＤＡ－ＤＡＴリーダー（ 人）
□ＪＤＡ－ＤＡＴスタッフ（ 人）

２ 県栄災害対策本部設置 ／ 時 分

３ 特殊栄養食品ｽﾃｰｼｮﾝ設置 ／ 時 分

①□●●県栄養士会事務局
②□ 市町村特殊栄養食品ｽﾃｰｼｮﾝ
③□ 市町村特殊栄養食品ｽﾃｰｼｮﾝ

１ 第１報 ／ 時 分

●●県栄養士会
平日
休日

日栄へ連絡する
／ 時 分

ＡＣⅡ災害対策本部等確認事項ﾁｪｯｸﾘｽﾄ準備

日栄へ連絡する
／ 時 分

１ 発災

日
本
栄
養
士
会
災
害
対
策
本
部
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①必要物品を用意する。
□災害対策本部専用デスク
□連絡機器 （携帯電話・トランシーバー等）
□ホワイトボード マーカー
□ライティングシート１ （クロノロジー用）
□災害時連絡一覧（電話・携帯電話・メール）
□県全体地図（地区がわかるもの）
□指定避難所・福祉避難所一覧表
□日本栄養士会災害支援チーム活動マニュアル

□大規模災害時の栄養・食生活支援活動ガイドライン２

□被災都道府県の地域防災計画および各種マニュアル
□延長コード
□パソコン （記録 クロノロジー DiMS使用）
□ユニホーム（担当がわかるビブス等含む）
□ラジオ（乾電池）・TV等情報収集機材
□筆記用具 （ポストイット 大・小含む）
□ノート・コピー用紙 □充電器 □養生テープ
□救急箱（体温計） □アルコール □不織布マスク
□使い捨て手袋 □ゴミ袋45ℓ・70ℓ □ラップ
□高密度ポリエチレン袋 □ペーパータオル
□その他（ ）

②災害時用の資料一式３を準備する。（ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ）

③掲示物を準備する。
・特殊栄養食品ステーション、避難所等

④JDA-DAT緊急車両ステッカーを準備する。

〇〇栄養士会 ２ 災害対策本部
災害対策本部等確認事項ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
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県庁等災害対策本部等組織体制

平時より県庁等の災害対策本部体制等を把握しておくこと
(参考資料 通知 令和7年年3月31日 各都道府県知事宛

大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の整備について)

県栄養士会災害対策本部組織図

東京都の例
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1000067/1000369.html

現地統括

県栄養士会会長

三役等
JDA-DAT委員長

○〇さん ○〇さん 搬送・車両 JDA-DAT 資材整理

○〇さん ○〇さん ○〇さん○〇さん○〇さん

○〇さん

〇〇栄養士会 ３ 災害対策本部

県栄災害対策本部等組織運営体制
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① 本部長は、以下の業務について人員の割り振りと役
割を指示する。

役割人員職名・係名

本部長補佐・代行

名

副本部長

時系列記録
（ｸﾛﾉﾛ・PC)

名

クロノロ・記録係

関係機関等との連絡調整および医療
ニーズ等の把握名

情報・連絡・ニーズ
把握係

支援者のサポート業務
（物資の調整、宿泊先の確保、環境
整備、車両・書類作成等）名

ロジスティックス

JDA-DATリーダー・スタッフ、一般会
員等との調整
DiMSによる調整

名
人材派遣調整

物資の調達、保管管理、搬送等
名

特殊栄養食品
ステーション

他県からの支援JDA-DAT等との調整
名

現地統括
（県栄JDA-DAT)

その他、必要に応じて役割分担、人員配置を追加

〇〇栄養士会 ４ 災害対策本部 開設準備

本部長（●●県栄養士会会長）
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 被災県保健医療福祉調整本部会議に出席、支
援体制の報告と支援内容の指示を受ける。

 行政栄養士との定期的な連携を図る。
（保健医療福祉調整本部会議の内容の伝達等）

 日栄災害対策本部と調整し、JDA-DAT等の支
援活動の方針及び体制を決定する。

 県栄JDA-DATの支援活動の体制を決定する。

 必要に応じて、JDA-DAT派遣の要請を日栄災
害対策本部に行う。

 必要に応じて、特殊栄養食品ステーションのサ
テライト設置の検討を行う。

 派遣JDA-DATリーダーに活動拠点での運営指
示をする。

＜撤収＞
 行政栄養士および日栄災害対策本部と調整の

上、活動終了の検討を行う。

〇〇栄養士会 ５ 災害対策本部

本部長（県栄養士会会長１）
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令和 年 月 日 時 分
県 市 町 災害発生対応

対応者： 会長 ／ 副会長 ／（ ）

日本栄養士会・災害対策本部
平日 03-5425-6555（代）
休日

□県栄確保人数（ﾘｰﾀﾞｰ 人、ｽﾀｯﾌ 人）
□不足人員（ﾘｰﾀﾞｰ 人、ｽﾀｯﾌ 人）

□派遣要請（ﾘｰﾀﾞｰ 人）

２ 県栄ＪＤＡ－ＤＡＴ支援活動の体制決定
月 日 時 分

４ 特殊栄養食品ｽﾃｰｼｮﾝ管理運営、サテライト設置

①□●●県栄養士会事務局
②□ 市町村特殊栄養食品ｽﾃｰｼｮﾝ
③□ 市町村特殊栄養食品ｽﾃｰｼｮﾝ

１ 栄養・食支援活動の方針及び体制決定
月 日 時 分

●●県栄養士会
平日
休日

JDA-DAT派遣
／ 時 分

５ 本部長

日栄災害対策本部
と調整

月 日

時 分 日
本
栄
養
士
会
災
害
対
策
本
部

□活動方針

□活動期間（ 月 日～ 月 日）
□活動チーム数（ ﾁｰﾑ）
□必要人員（ﾘｰﾀﾞｰ 人、ｽﾀｯﾌ 人）

□活動内容

日栄へ派遣要請
／ 時 分

３派 遣 Ｊ Ｄ Ａ － Ｄ Ａ Ｔﾘｰﾀﾞｰ到 着 、 活 動 指 示
月 日 時 分
□派遣人員（ﾘｰﾀﾞｰ 人、ｽﾀｯﾌ 人）

活動開始報告
／ 時 分
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本部長の補佐を行います。(例示)

①JDA-DATリーダーと支援方法について協議

②JDA-DAT派遣を日栄災害対策本部に要請

③特殊栄養食品ｽﾃｰｼｮﾝ設置及びｻﾃﾗｲﾄｽﾃｰｼｮﾝ設置検討

④特殊栄養食品ｽﾃｰｼｮﾝの物資調達・在庫管理、搬送等把握

⑤派遣JDA-DATリーダーに活動拠点での運営指示

⑥日栄災害対策本部に、派遣JDA-DATﾘｰﾀﾞｰ活動開始報告

⑦ｸﾛﾉﾛｼﾞ・情報伝達・物資搬入等担当者の進行状態確認

⑧活動拠点JDA-DATﾘｰﾀﾞｰ・ｽﾀｯﾌの体調、食料、休息環境考慮

⑨活動拠点の要配慮者等支援が必要な方の情報収集・集約

⑩各活動拠点からの、保健医療福祉調整本部会議等の内容
を取りまとめ、担当者等と共有

⑪各避難所の食事提供の有無、炊き出し等の情報から、食
事評価を行い、今後の対応について検討

⑫後方支援により対応可能な項目について、依頼及び指示し
結果等報告受領

〇〇栄養士会 ６ 災害対策本部

副本部長
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記録
（クロノロジー作成例）

ライティングシート等で共有すべき内容

①指揮系統図と役割、活動人員、活動内容

②主要連絡先

③クロノロジー（経時活動記録）

④問題・解決リスト

⑤活動方針

⑥医療施設や福祉施設、避難所一覧表

⑦被災状況・現場状況（地図等）
シートを確認し迅速に活動全体を把握できるよう

記録する。

内 容受信者発信者時間月日

・・・・・・・・・・・・・・・・・

アレルギーミルク３ケース
○日13:00○〇へ到着予定

伝達係日栄本部9:003/○

・・・・・・・・・・・・・・・・・

〇〇栄養士会 ７ 災害対策本部

クロノロジー・記録係
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連絡機器等により、必要に応じて情報収集・連
絡報告等を行います。

・日栄災害対策本部
・本庁栄養主管課の行政栄養士
・保健医療福祉調整本部等
・避難所等各活動拠点
・その他の拠点

＜情報収集・ニーズ把握＞
①自身の所属・氏名を名乗ります。
②受け手の所属・氏名を伺います。
③情報収集内容・伝達内容を大きな声で話し、情報伝達

時は、内容を復唱します。
④クロノロジー担当が記載しやすいように話し、自らも記

録を行います。

＜報告＞
①所属・氏名を名乗ります。
②受け手の所属・氏名を伺います。
③情報集約時間、物資の依頼であれば、何を・必要な

量・何時までに・場所・対応者を伝えます。いつまでに
確保できるのか、また必要なのか等を明確に伝えます。

④受け手に復唱を依頼します。

〇〇栄養士会 ８ 災害対策本部
情報・連絡・ニーズ把握係
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特殊栄養食品ステーションの設置
①日栄と設置について検討し、設置場所を決定します。

（支援物資の搬入経路を確認）
②設置場所を行政および日栄に報告します。
③JDA-DAT「河村号・トーアス号」等の災害支援医療緊急車両等に

より物資の運搬等を実施します。
④日栄・被災県栄養士会の賛助会員等からの物資提供の申し出、お

よび依頼する食品をリストアップします。
⑤優先する物資を把握し、提供の要請を行います。

□ 乳幼児向け食品 □ アレルギー対応食品
□ 嚥下調整食品 □ 疾患対応食品 □ その他

特殊栄養食品ステーションの運営
①支援援物資の受け入れ一覧・出納表を作成します。
②特殊栄養食品提供時は、栄養アセスメントを必ず行い、記録を残し

ます。
③要配慮者の多い活動拠点へのサテライトステーション配置の検討

をします（●●栄養CS、●●病院、●●クリニック、●●保健所
等）大量の食品を保管できる場所（サテライト）をいくつか候補を挙
げておく。

④支援物資の賞味期限を確認し、搬送・配布を行います。
⑤避難生活向けリーフレットの準備、配布を行います。
⑥各活動拠点・避難所等への栄養相談等、パンフレットを配布作成し

ます。
⑦避難所等に行政および避難所管理者等の許可を得て掲示メディア

等に広報を行います。
⑧特殊栄養食品ステーションの設置期間、時間を明確にします。

特殊栄養食品ステーションの活動終了
①活動終了に向けた、特殊栄養食品の引き継ぎ・追加・輸送の中止

を検討します。
②最終在庫一覧と物品は、原則、被災県栄養士会で引き続き活用し

ます。

〇〇栄養士会 ９ 災害対策本部

特殊栄養食品ステーション
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令和 年 月 日 時 分

県 市 町 災害発生対応

対応者： 会長 ／ 副会長 ／（ ）

日本栄養士会・災害対策本部
平日 03-5425-6555（代）
休日

□県栄確保人数（ﾘｰﾀﾞｰ 人、ｽﾀｯﾌ 人）
□不足人員（ﾘｰﾀﾞｰ 人、ｽﾀｯﾌ 人）

□派遣要請（ﾘｰﾀﾞｰ 人）

２ 県栄ＪＤＡ－ＤＡＴ支援活動の体制決定
月 日 時 分

４ 特殊栄養食品ｽﾃｰｼｮﾝ管理運営、サテライト設置

①□●●県栄養士会事務局
②□ 市町村特殊栄養食品ｽﾃｰｼｮﾝ
③□ 市町村特殊栄養食品ｽﾃｰｼｮﾝ

１ 栄養・食支援活動の方針及び体制決定
月 日 時 分

●●県栄養士会
平日
休日

JDA-DAT派遣
／ 時 分

９ 特殊栄養食品ｽﾃ-ｼｮﾝ

日栄災害対策
本部と調整

月 日
時 分 日

本
栄
養
士
会
災
害
対
策
本
部

□活動方針

□活動期間（ 月 日～ 月 日）
□活動チーム数（ ﾁｰﾑ）
□必要人員（ﾘｰﾀﾞｰ 人、ｽﾀｯﾌ 人）

□活動内容

日栄へ派遣要請
／ 時 分

３派遣ＪＤＡ－ＤＡＴﾘｰﾀﾞｰ到着、活動指示
月 日 時 分
□派遣人員（ﾘｰﾀﾞｰ 人、ｽﾀｯﾌ 人）
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連携機関・職種活動内容活動場所

・日本栄養士会
・県及び被災地災害対策本部
・保健医療福祉関係団体等

人員確保、現地への派遣調整
DiMSを活用した派遣調整

県栄養士会

〇〇栄養士会 （ﾌｪｰｽﾞ0～3）

10 人材派遣調整（県内発災）

保管場所必要物品 ・ 参考資料

県栄養士会支援活動可能調査票、派遣チーム編成一覧表

DiMS操作可能なPC

□ 県内DiMSを活用してJDA-DATリーダー、スタッフ及び会員に、「支
援活動可能調査（氏名、支援可能日、運転可、自家用車使用可）」
を実施する。

□ 県災害対策本部と連絡をとり、「支援要望人数と業務内容」を把握
する。

□ その他、被災地災害対策本部や保健医療福祉関係団体などから
寄せられる「支援要望人員と業務内容」を把握する。

□ 県災害対策本部などから寄せられた支援要望と、県内会員支援
活動可能状況をマッチングさせ、派遣チーム編成（氏名、期間、場
所、業務等）をする。

□ 県内会員で派遣者が不足する場合は、近県（ブロック）への派遣
依頼を日栄に行い、DiMSに入力する。

□ 派遣者の搬送や宿泊先を確保する。（カード11参照）

□ 派遣者に、「チーム編成、期間、場所、業務、宿泊先等」必要事項
を伝える。

□ 派遣決定した人員等情報を、支援要望機関に連絡する。
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連携機関・職種活動内容活動場所

・日本栄養士会

・県及び被災地災害対策
本部

①支援活動に必要な物品の確保・搬送
②JDA-DAT号の手配、車両受け渡し
③宿泊先の確保

県栄養士会

〇〇栄養士会 （ﾌｪｰｽﾞ0～3）

11 ロジスティクス・搬送・車両

保管場所必要物品 ・ 参考資料

県栄養士会特殊栄養食品、JDA-DAT号、宿泊先情報

１ 物品確保・搬送
□ 要望される物品について、特殊栄養食品ステーションや支援

物資集積所を利用して入手する。
□ 無い物品は、日栄、賛助会員等に依頼するか購入する。
□ 必要な場所への搬送を、自身が行うことも含めて効果的な方法

により行う。

２ JDA-DAT号の手配、受け渡し
□ 駐車場、運転手を確保する。
□ 日栄の使用許可を求める。
□ 車両の受取り日時・場所を決める。
□ 車両を受取る。（車両、鍵、メンテナンス類、使用方法説明）
□ 車両の使用が不要になったら、日栄に返却する。
□ 車両の返却（日時・場所）。ガソリンを満タンにして返す。

３ 宿泊先の確保

□ 災害の種類、発生場所、支援者派遣規模などを考慮し、より安
全で効率的な宿泊形態を検討する。

□ 宿泊施設、部屋数、駐車場を決定する。
□ 先遣隊により、宿泊施設の確認を行う。
□ 派遣者に宿泊施設の状況や必要な物を連絡する。

ロジスティクスとは、物流を効果的に管理するシステム。災害時では、支
援者の人員確保、物品管理、サポート等を行います。

このカードでは、物品確保・搬送、車両等について記述します。
（特殊栄養食品ｽﾃｰｼｮﾝはカード７、人材派遣調整はカード10 参照）
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連携機関・職種活動内容活動場所

・県栄対策本部
・被災地行政栄養士

➀活動するJDA-DATリーダーの把握と役割
分担
②被災地行政栄養士との連携調整
③定期ミーティング、支援状況の把握
④県栄対策本部への報告

避難所

被災自治体
拠点

➀ 活動するJDA-DATリーダーの把握と役割分担
□JDA-DAT現地リーダーは、誰が、いつから活動を行うか

県栄災害対策本部と調整し、把握する。
□活動内容に応じて、担当を配置する。

② 被災地行政栄養士との連絡調整
□被災地に到着したら、活動するJDA-DATスタッフが全参

集したことを確認し、県栄対策本部に報告する。
□被災地行政栄養士に挨拶し、下記について被災地状把

握シート等を活用して情報を収集する。

□被災地行政栄養士と収集された情報をもとに抽出され

た栄養・食生活関連の課題に対し対応策等を協議し、
活動内容を決定する。

・リーダー
・副リーダー
・記録係
・特殊栄養食品ステーション管理係
・運転担当係

・被災状況 ・避難所の数と場所、避難者数
・各避難所における提供食の状況
・要配慮者の把握状況

○○栄養士会 （ﾌｪｰｽﾞ0～3）

12-1 活動拠点･現地統括
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○○栄養士会 （ﾌｪｰｽﾞ0～3）

12-2 活動拠点･現地統括

③ 定期ミーティングの実施および参加

□他職種で開催されるミーティングについて情報を把握
（目的、開催頻度、参集されている活動団体等）し、参
加の可否について被災地行政栄養士と協議する。

□参加する場合は、ミーティング内容を議事録に記録し、
JDA-DAT活動スタッフおよび被災地行政栄養士と情報
を共有する。

□1日の活動が終了したら、JDA-DAT活動スタッフは活動記

録票に記入し、ミーティングで活動内容について報告し、
情報を共有する。 DiMSへ活動報告を入力する。

④支援状況の把握・県栄対策本部への報告
□JDA-DAT活動スタッフが各自記入した活動記録票および

各記録票をとりまとめ、被災地行政栄養士に提出する。
□ミーティング等で活動内容を共有し、把握した支援状況、

課題について県栄対策本部へ報告を行う。
□JDA-DAT後方支援スタッフは報告された情報を取りまと

めを行う。

保管場所必要物品 ・ 参考資料

日本栄養士会HP
県栄事務局

被災地状況把握シート
議事録
活動記録票

・実施済みの活動、今後の予定や方針
・課題や要望とその対応
・その他(連絡事項など）

・活動の開始や終了時間、活動内容や活動場所
・同行者や連携団体
・使用した物資
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連携機関・職種活動内容活動場所

・ＪＤＡ－ＤＡＴ
後方支援担当者

発災時から撤収までの間の後方支援の役
割を把握する。また、必要に応じて被災地以
外で支援活動を行う。

県栄養士会
事務局他

○○栄養士会 （ﾌｪｰｽﾞ目安 1，2，3，4）

１３－１ 後方支援 後方支援が必要な活動の把握

大規模災害発生時の栄養・食生活支援活動タイムライン
（大規模災害発生時の栄養・食生活支援のためのアクションカード（例）より 一部改変）

フェーズ 4フェーズ 3フェーズ 2フェーズ 1

避難所から概ね仮
設住宅入居までの

期間

避難所対策が
中心の時期

概ね発災後
72時間以内

概ね発災後
24時間以内

被災情報の収集
初
動
体
制
の
整
備
（
職
員
・
会
員
の
安
否
確
認
、
参
集
、
建
物
の
安
全
確
認
、

対
策
本
部
設
置
、
県
災
害
対
策
本
部
・
日
本
栄
養
士
会
と
の
連
絡
調
整
）

特定給食施設等に支援

受援体制の整備

主に県災害対策本部と
連携し被災市区町村およ
び管轄保健所主体で実
施されるが、アクションカー
ド⑫に則り活動必要性の
有無を確認する。

⑯ 提供食の把握

⑱備蓄・支援物資

⑲炊き出し
⑳弁当

提 供 食 の 支 援

⑨特殊栄養食品ステーションからの支援

⑰ 要配慮者への支援

㉑ 被災者への支援

㉒ 食中毒・感染症の予防（衛生管理）

※図の中の番号はアクションカードの番号に対応
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連携機関・職種活動内容活動場所

・ＪＤＡ－ＤＡＴ
後方支援担当者

必要に応じて以下の項目について被災地以
外で支援活動を行う。

県栄養士会
事務局他

○○栄養士会 （ﾌｪｰｽﾞ目安 1，2，3）

１３－２ 後方支援 後方支援が必要な活動の把握

①提供食の食事評価（提供食の把握（ｶｰﾄﾞ16）に基づき情報収集）
□ 栄養量の算出をする。
□ 「食事提供の計画・評価のために当面目標とする栄養の参照

量」と比較して過不足を算出する。
□ 過剰となっている栄養素、不足となっている栄養素をそれぞれ

記載する。

②特殊栄養食品の調達確保（要配慮者支援（ｶｰﾄﾞ18）に基づき情
報収集）
□ 備蓄食品リストより不足する栄養素を含む特殊栄養食品の在

庫があるか確認する。（被災地の備蓄との調整を行う）
□ 備蓄品リストになければ日栄や各都道府県栄賛助会等に連

絡を行い、対象の特殊栄養食品の入手について交渉を行う。
□ 配送・配布の計画（配送方法・配布方法）

被災地との調整が必要。配送後は到着確認をする。

③活動報告のまとめ
□ クロノロジー（経時活動記録）・各チームから提出された様式

（報告書）・県栄養士会事務局での電話やﾒｰﾙ対応記録等から、
活動報告をまとめる。

④様式・資料・掲示物の準備
□ 活動に必要として、予め標準で決めたリーフレットや資料、解

説資料を印刷して用意する。
□ 今回の出動に際して、更に必要となる様式資料、掲示物があ

るか検討を行い、必要となる場合は印刷して用意する。
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連携機関・職種活動内容活動場所

被災地行政栄
養士、被災地
県栄養士会

切れ目のない継続した支援活動が維持できる
よう、活動内容を後続チームに引き継ぐ。支援
側のスタッフが総入れ替えにならないよう配慮
する。

県栄養士会、被
災自治体災害
対策本部等

○○栄養士会 （ﾌｪｰｽﾞ1～4）

14 活動引継

保管場所必要物品 ・ 参考資料

日本栄養士ホームページ
https://www.dietitian.or.jp/n
ews/upload/images/jdadatM
_Ver2.pdf

日本栄養士会災害支援チーム活動マニュアルVer.2 
（活動記録表及び会議等記事録様式）

１ 活動内容の整理をする。

□ 避難所や被災者訪問などで活動してきた内容や情報について
データ又は書類による整理を行う。

□ 活動の中で解決できなかった事柄や残された課題などは確実に
記載する。

□ 特殊栄養食品ステーション設置の場合は、ステーションの運営
方法・食品リスト等をデータ（画像含む）及び書類に整理する。

□ 支援県栄養士会のスタッフ名簿、活動期間等の情報を把握する。

２ 支援活動内容について引継し活動を終了する。（最終撤収も含む）

□ 現地スタッフ関係者へ活動の報告及び運営方法等について報
告書等を用意し、文書及び口頭にて引継を行う。

□ これから活動引継をするスタッフ名簿と活動期間等情報を受援
側へ伝える。

□ 必要に応じて被災地県栄養士会に対し、活動内容及び活動終
了等の情報提供を行う。

□ 引継する際は被災地行政栄養士と協議を行い、これまで実施し
てきた支援活動について次チームへ引き継ぐ。
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○○栄養士会 （ﾌｪｰｽﾞ３）

15-1 被災地出発準備（支援に行く人の心構え）

保管場所参考資料

災害支援ナース：公益社団法
人岡山県看護協会
http://www.nurse.okayama.ok
ayama.jp/publics/index/264/
公益財団法人 石川県県民ホ
ランティアセンター
[支援マニュアル] 災害時のボ
ランティアの心構え (ishikawa-
npo.jp)
災害支援：日本栄養士会ホー
ムページ
公益社団法人 日本栄養士会
(dietitian.or.jp)

災害支援ナース必携マニュアル
http://www.nurse.okayama.okayama.jp/relays/download/264/1621/1
01/2487/?file=/files/libs/2487/202009181259092737.pdf

公益財団法人 石川県県民ホランティアセンター
[支援マニュアル] 災害時のボランティアの心構え (ishikawa-npo.jp)

日本栄養士会災害支援チーム活動マニュアルVer.2
活動マニュアル（テキスト編） (dietitian.or.jp)

( P14 ~ P17 , P19 , P21 , P28 , P34  参照 )

・ 自分の健康は自分で管理する
□ 支援活動の妨げになるようなケガ・病気はない
□ 食事制限などが必要な病気はない
□ 服薬中ではない、もしくは服薬中だが活動期間が延びても薬は入手できる
□ 身体的疲労に耐えることが出来る
□ 精神的疲労(ストレス)に対するセルフケアが出来る
□ 活動をすることによって、自身が傷つく可能性があうことも理解しておく

・ 自分の生活は自分で責任をもつ (自己完結させる事）
□ 支援先での安全な寝床の確保 （必要に応じて寝袋の準備）
□ 自身用の食料と飲料水の準備 （出来れば活動期間内に必要分）
□ 常時薬などの準備 （鎮痛剤など）

・ その他
□ 支援活動に対して、家族の理解を得る
□ 職場に日栄からの出動依頼の報告及び許可取得
□ 支援活動時の扱いの申請 （ ボランティア休暇、有給届等 職場に確認して

提出 ）
□ 自身の業務調整を行う
□ 支援先では派遣期間内でやれる範囲で行動する
□ 自身から出向く姿勢を心がける
□ 頑張りすぎない！
□ 食事・休憩・睡眠は必ず取る！

被
災
地
入
り
前

＊ 支援チームとして ＊
□ 先発隊があるなら、状況などを確認する
□ 被災地行政栄養士に連絡をとり、活動状況などの情報を得る
□ ボランティア保険加入及び保証内容の確認する （必要なら追加を行う）
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○○栄養士会 （ﾌｪｰｽﾞ３）

15-1 被災地出発準備（支援に行く人の心構え）

被
災
地
入
り
後

＊ 支援チームとして ＊

・ 被災地の状況を知る

□ 被災地の現状況を確認する

□ 現地本部で必要な活動内容や役割を確認する

□ 現地での指揮命令系統を確認する

・ 協調性を持って活動する

□ 現場管理のスタッフや他の支援者、援助機関の組織との連携を取る

□ 現場での指揮命令系統を厳守する

□ やる気は必要だが、出来る事、出来ない事、してはいけない事の判断
をする

・ 意思の疎通・尊重

□ 支援対象者の様子をよく見て、相手の気持ちを大切に行動する

□ 相手を尊重する気持ちを持って、意思の疎通を図るように心がける

□ こちらがしたい事が、被災者にとって必要であるとは限らない事を理
解する

□ 活動は押しつけでなく、相手の意思を尊重して必要な事だけを行う

□ 拒否される可能性がある事も理解しておく

・安全を確保する

□ チームスタッフ、現場及び現場スタッフ、支援対象者の安全確保を行う

＊ 個人として ＊

・安全確保
□ 自身の安全確保を怠らない
・自分から簡潔でわかりやすい言葉を使いゆっくりと相手に話しかける
□ 相手が話してくるのを待つのではなく、こちらから話しかける
□ 傾聴に心がける
□ 話す時は略語や専門用語は使用せずに、解りやすい言葉（用語）を

選んで話す
□ 一方的に話さずに、会話のテンポをゆっくりと穏やかに話す
・ その他
□ 食事・休憩・睡眠は必ず取る！
□ 無理をしない！
□ 自身の出来ることを、出来る範囲で行う
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○○栄養士会 （ﾌｪｰｽﾞ３）

15-2 被災地出発準備（必要物品準備例）

保管場所参考資料
災害支援ナース：公益社団法
人岡山県看護協会
http://www.nurse.okayama.ok
ayama.jp/publics/index/264/
公益財団法人 石川県県民ホ
ランティアセンター
[支援マニュアル] 災害時のボ
ランティアの心構え (ishikawa-
npo.jp)
災害支援：日本栄養士会ホー
ムページ
公益社団法人 日本栄養士会
(dietitian.or.jp)

災害支援ナース必携マニュアル
http://www.nurse.okayama.okayama.jp/relays/download/264/1621/1
01/2487/?file=/files/libs/2487/202009181259092737.pdf

公益財団法人 石川県県民ホランティアセンター
[支援マニュアル] 災害時のボランティアの心構え (ishikawa-npo.jp)

日本栄養士会災害支援チーム活動マニュアルVer.2
活動マニュアル（テキスト編） (dietitian.or.jp)

( P22 , P27 参照 )

□ 筆記用具□ JDA-DAT緊急時車両ステッカー栄
養
士
会

都
道
府
県

□ ファイル□ 特殊栄養食品

□ バインダー （A4サイズ、ペンホルダー付）□ 活動報告書 （USBメモリ1本）

□ ノートパソコン□ JDA-DAT登録証（名札）

支
援
参
加
者
個
人

□ 宿泊用テント （もしくは寝袋）□ スタッフジャンバー

□ 懐中電灯、乾電池□ JDA-DAT活動記録票

□ 携帯電話、充電器、ラジオ、時計など□ 運転免許証または健康保険証 （コピー）

□ 衛生用品、洗面用具、タオル□ 速乾性擦式手指消毒剤

□ 着替え□ ウェットティッシュ （アルコール入り推奨）

□ 常備薬、虫除けスプレー□ マスク

□ 飲料水、携帯食など□ 防災用具 （リュック、ヘルメットなど）

□ ビニール袋 （ごみ袋用など数種の大きさ）□ 防災服 （防寒着）

□ 筆記用具□ 防災靴 （底のしっかりした動きやすい靴）

□ 現地地図□ 軍手

□ 現金□ ホイッスル

□ カッパ（ポンチョ）や折りたたみ傘などの雨具
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連携機関・職種活動内容活動場所

被災地行政栄
養士、避難所
等従事スタッフ

避難所等への提供食の状況を把握する

避難所等への提供食の食事調査を実施し、エ
ネルギー及び栄養量の評価を行う

被災自治体災
害対策本部、避
難所・在宅避
難・車中避難等

○○栄養士会 （ﾌｪｰｽﾞ2～4）

16 提供食の把握

１ 被災地行政栄養士等から避難所等で提供される食事について情報
収集し、提供されている食事の内容及び喫食状況について確認する。

□ 必要に応じて被災自治体の備蓄状況を把握する。（地域防災計画及
び担当課等により）

□ 現在の提供食の方法や備蓄食糧の提供状況について把握する。

□ 各避難所で提供される１日分（朝・昼・夕）の食事内容について調査
する。
□ 炊き出しや差し入れの状況及び内容について把握する。

□ アレルギー疾患等の要配慮者に対応した食事を提供している場合、
必要に応じて別途、要配慮者の食事調査を併せて行う。

□ 避難所以外で車中や自宅等で避難している住民について、必要に
応じ別途、食事調査を行う。

□ 提供食等における充足していないものを把握し、改善に向けた提案
を行うとともに避難所等での食における課題をまとめる。

２ 食事摂取状況の評価を行う。

□ 提供食が適切なエネルギー及び栄養量を確保できているのか把握
するための調査の実施について、被災自治体災害対策本部又は担
当課に承諾を得る。

□ 食事調査票をもとに、避難所毎に（必要に応じ、要配慮者、在宅避
難者等）算出したエネルギー及び 各栄養素の充足について評価す
る。

□ 評価に当たっては厚生労働省や被災自治体から発出されている
「避難所における食事提供計画・評価のために当面目標とする栄養
の参照量について」を参考に行う。

□ 評価結果は助言・提案を盛り込んだ報告書を作成し、被災自治体災
害対策本部及び関係課へ提供する。
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保管場所参考資料

厚生労働省ホーム
ページ
https://www.mhlw.go.
jp/stf/houdou/2r9852
000001fjb3-
att/2r9852000001fxtu
.pdf
日本公衆衛生協会
ホームページ
http://www.jpha.or.jp
/sub/pdf/menu04_2_
h30_02_13.pdf

・「避難所における食事提供計画・評価のために当面目標
とする栄養の参照量について（厚生労働省通知:平成23年4月21日）」

・災害時支援契約書における仕様書

・「大規模災害時の栄養・食生活支援活動ガイドライン」
（日本公衆衛生協会:平成31年3月）

・「大規模災害時の栄養・食生活支援のためのアクション
カード（例）」（日本公衆衛生協会:令和2年3月）

・日本人の食事摂取基準2025（厚生労働省）

保管場所必要物品

県栄災害対策本部

被災地の災害対策本
部及び自治体庁舎等
各避難所等

・地域防災計画

・栄養・食生活支援計画

・管内市区町村担当課リスト及び連絡先

・避難所リスト

・避難所食事調査記録

・在宅避難者食事調査記録

・記録媒体（カメラ等）

（場合によって必要になるもの）

・栄養計算ソフト及びPC ・食品成分表 ・電卓等
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連携機関・職種活動内容活動場所

避難所運営責任者等避難所で提供される食事の栄養管理を行う避難所

〇〇栄養士会 （ﾌｪｰｽﾞ目安〇〇）

17  提供食の支援（栄養管理）

保管場所必要物品 ・ 参考資料
①②③④⑤
日本栄養士会HP（災害支
援）

⑥厚生労働省（事務連絡令
和2年5月7日別添２）

①被災地状況把握シート
②避難所栄養指導計画・報告
③被災者健康相談票
④避難所食事状況調査票
⑤特別食アセスメントシート
⑥避難所におけるラピッドアセスメントシート

行政栄養士等の指揮のもと1)、避難所で提供される食事（備蓄食料、支援物資、
炊き出し、弁当等）について栄養管理の観点から支援をしてください。

□ 避難所運営責任者等から情報を得て、栄養アセスメントを行う。

□ 個別支援が必要な方へ支援物資を提供し、モニタリング、評価を行う。

□ 必要に応じて提供食の責任者へ栄養学的な助言や食品衛生に関する助

言や啓発を行う2)。

□ 炊き出し献立集（平時に作成）を活用し、献立を作成し提供する。

アセスメント
P D

CA

1) 公益社団法人日本栄養士会 JDA-DAT運営委員会、日本栄養士会災害支援
チーム活動マニュアル（基礎編）Ver.22020

2) 上田、金谷、奥村ら、Japanese Journal of Disaster Medicine, 2020; 25(1): 1-11
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連携機関・職種活動内容活動場所

被災地・応援行政
栄養士、被災地・
応援保健師、避難
所運営責任者等

避難所等で被災者に提供される食事の
栄養管理を行う

避難所
在宅避難
車中避難

〇〇栄養士会 （ﾌｪｰｽﾞ目安〇〇）

1７ 提供食の支援（備蓄・支援物資、炊き出し、弁当等）

備蓄・支援物資

弁当等

炊き出し

□ 不足しがちな栄養素の補給に有用な食料や栄養補助食品につ
いて、特殊栄養食品ステーションから確保・配付する。

□ 被災地行政栄養士より支援物資の受入拠点への支援を求めら
れた場合は、①食品の用途とあわせ、賞味期限・消費期限を確
認し、無駄なく配付助言、②栄養補助食品を必要とする被災者
への配付助言、③物資の衛生的な保管について助言する。

□ 炊き出しや弁当等の提供へ切り替える際に、適正なエネルギー
量や栄養量の確保ができるよう仕様や献立作成基準等につい
て助言する。

□ 実施責任者に献立内容について、栄養的及び衛生的な観
点から助言する。必要に応じて炊き出しの献立を作成し、
提供する。

□ 食物アレルギー等の要配慮者に対する対応は、要配慮者
の支援担当を連携する。

□ 被災地行政栄養士等と連携し、定期的に巡回する。

□ 被災地行政栄養士を通じて、実施責任者に弁当内容に
ついて、栄養的及び衛生的な観点から助言する。
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連携機関・
職種活動内容活動場所

被災地行政
栄養士
応援栄養士
保健師等

①各避難所で提供食が食べられない等の要配慮者
の把握を行う。

②要配慮者に提供可能な食料を確保し、提供する
③各避難所で提供する食事のアレルギー表示を行う
④要配慮者への栄養相談を実施する

被災地活動拠点
被災地避難所等

保管場所必要物品 ・ 参考資料

避難所食事状況調査票 特別食アセスメントシート

１ 各避難所で提供食が食べられない等の要配慮者の把握を行う。

２ 要配慮者に提供可能な食料を確保し、提供する。

□要配慮者に配慮した食事が提供できているのか、避難所から情報を把握
する。

□避難所の支援物資や、特殊栄養食品ステーションの支援物資の中から、
要配慮者に適した食品がないか確認し、不足する場合は、県栄災害対策
本部へ連絡し、後方支援として物資の調整を依頼する。

３ 各避難所で提供する食事へのアレルギー表示を行う。
□アレルギー疾患者に対し、提供する食事にアレルギー食品が含まれて

いるのか、本人または家族が確認、選択できるよう献立や使用されて
いる原材料の情報提供方法について、被災地行政栄養士や避難所運営
責任者と協議を行う。

□協議の結果、避難所等でのアレルギー表示を依頼された場合は、後方
支援スタッフと連携して、掲示物や配布資料の作成を行い、情報提供を行う。

４ 要配慮者への栄養相談を実施する。

５ 終了時
□活動を終了したことを避難所等の管理者又は責任者に報告し、御礼を

述べる。
□活動報告書を作成して現地統括リーダーに報告し、活動報告書及び活動結果を

提出する。
□現地統括リーダーは、被災地行政栄養士等にとりまとめた結果を報告する。

○○栄養士会 （ﾌｪｰｽﾞ目安０～４）

１８－１ 要配慮者（全体）

□ 妊婦・授乳婦

□ 乳幼児

□ 高齢者

□ 障がい者

□慢性疾患者

□食物アレルギー疾患者

□言葉が通じない旅行者等
□ その他（難病等）

18-２避難所巡回

９ 特殊栄養食品ｽﾃｰｼｮﾝ
13-4後方支援

18-３ ～18－13 要配慮者の把握
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○○栄養士会 （ﾌｪｰｽﾞ目安０～４）

１８-２要配慮者の把握（避難所巡回時）

※避難所巡回する前に指示を受ける時の確認が必要なのでは？
２． 避難所巡回時の流れ

① 避難所巡回前

⑴ 把握しておくと良いと思われる項目

(2)活動開始前に、役割分担や様式等の提供食の状況把握に必要な事項を確認する。

② 活動場所（避難所）到着

⑴ 受付に行き避難所管理者又は責任者と会いたい旨を伝える

〇 自分の団体名、氏名を伝える（身分証を提示）

〇 避難所名を確認する ⇒ （避難所名 ）

〇 責任者の名前を確認する ⇒ （責任者名 ）

〇 自動車等の移動が必要かどうか確認する

⑵ 避難所責任者に訪問した経緯と活動内容を説明する

⑶ 避難所責任者へ状況調査協力の依頼を行う（相手方の業務の妨げにならないように配慮して対応）

〇 断れた場合 ⇒ □ 避難者リストの閲覧可能か確認

□ 避難者へ聞き取りの許可を確認

許可⇒ ○ 閲覧し、避難者 状況を把握する

○ 避難者へ聞き取りを行う（被災者の生活ｽﾍﾟｰｽに立ち入る場合は、
被災者のプライバシーや心情等に十分配慮した上で活動する。）

⇓

〇 協力して頂ける場合 ⇒

③ 避難所出発時

⑴ 忘れ物はないか確認

⑵ 避難所責任者、関連職種等へお礼（感謝）を伝える

■フェーズ２
避難所対策が中心の時期

■フェーズ１
概ね発災後７２時間以内

■フェーズ０
概ね発災後２４時間以内

要配慮者の把握

□要配慮者の栄養評価
（エネルギー・栄養素の評価）

□ 提供数を食べられない者
の把握

□要配慮者の食事 調査

（エネルギー及び栄養価の算
出）

□ 被災者の把握

（性、年齢、疾病状況、アレル
ギー

状況、妊産婦の有無）

被災地活動拠点
被災地避難所等

１ 下記の表の該当するフェーズを確認する。参考：大規模災害時の栄養・食生活支援活動ガイドライン P45

≪繋がりが関係するカード≫

要配慮者【 カード番号18-3～18-13 】

18-３ ～18－13 要配慮者の把握
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○○栄養士会 （ﾌｪｰｽﾞ目安○○）

１８－３要配慮者（個別栄養相談）

①妊婦
□食事は適切な量を食べているか。
□妊娠高血圧症や妊娠糖尿病等の疾病があるか。

②乳幼児
□ミルク、離乳食の摂取状況に不足はないか。
□食物アレルギー等への対応はできているか。
□元気がない、食べる（飲む）量が減少しているなどがあれば保健師等に繋ぐ。

③高齢者
□食事は適切な量を食べているか。
□噛みづらかったり、飲み込みにくかったりする食べものはあるか。
□持病があるか。

④障がい者
□食事は適切な量を食べているか。
□噛みづらかったり、飲み込みにくかったりする食べものはあるか。
□持病があるか。

⑤慢性疾患者
□慢性疾患に適した食事内容となっているか。
□持病が悪化していないか。

⑥食物アレルギー疾患者
□アレルギー原因食品および除去の程度は。
□提供される食事は食べることができるか。

⑦言葉の通じない旅行者等
□出身国、宗教、食べられないものを確認する。
□食事は適切な量を食べているか。

４ 要配慮者への個別の栄養相談を実施してください。

□要配慮者毎の特性に応じて個別の栄養相談を実施する。
□要配慮者本人が、自己の身体状況と疾病等に応じて食事療法が継続できるよう、

本人の疾病改善意欲を高め、自立できるよう配慮した助言を行う。

18- ５ 妊婦

18- ８ 高齢者

18- ９ 障がい者

18- 10 慢性疾患者

18- 11 食物ｱﾚﾙｷﾞｰ患者

18- 12 言葉の通じない旅行者等

18- ６、７ 乳幼児
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１．要配慮者全体の把握⇒
⇓

２．各要配慮者の個別ニーズの把握⇒
（ニーズの抽出）

⇓
３．ニーズへの対応へ繋げる ⇒

（関連団体等へ繋げる）

カード番号18-4～18-13

○○栄養士会 （ﾌｪｰｽﾞ目安０～4）

１８－４－①要配慮者

≪繋げていく参考項目≫
関連カード・・・
関連（関係）機関等・・・
関連職種等・・・

要配慮者毎下段に把握したニーズの対応に必要と思われる
項目を例として記載。

資料、参考、等の記載

連携期間
食種活動内容活動場所

アクション内容

活動場所、活動内容、連携機関・職種の概要説明

≪要配慮者カードの読み方≫

要配慮者に対する対応、質問事項、その目的、などが記載

必要に応じて参考にする
・伝えたら良いと思われること、注意点や参考資料

≪避難所内避難者・在宅避難者の要配慮者把握の流れ≫

カード番号18-1 ～18-3

各カード下にある 内の
関連機関（団体）、関連職種、等
へ繋げつつ対応する

要配慮者のカードは、（公社）日本栄養士会の様式の「避難所食事状況調査票」
に記入に繋げられるように作成いたしました。 ※但し、それがすべてではない。
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○○栄養士会 （ﾌｪｰｽﾞ目安０～４）

１８－４－②要配慮者

連携機関・職種活動内容活動場所

行政
他災害関連団体

CSCAHHHのHHHをもとに行う。
H：Health care Triage（ヘルスケアトリアージ）
H：Helping Hand（ヘルピングハンド）
H：Handover（ハンドオーバー）
≪全体・個別調査≫

・要配慮者の全体の把握および食および栄養、環境の個別ニーズを
把握しニーズ対応にむけて関連団体等に繋げる。

避難所
在宅避難

対象者分類ステー
ジ

医療依存が高く医療機関への保護が必要
⇒ 医療機関避難所等での集団生活が困難で常時専門的ケア

が必要なレベル
Ⅰ

福祉費案所での介護が必要な避難者
⇒ 福祉避難所

医療的なニーズが高く医療ケアが必要な者他の被災者と区分して専門的な対応をする必要が
あるレベル

Ⅱ
福祉的なニーズが高く介護援助等の継続が必要な者

医療的ニーズ

定期的な戦火の見守りや支援があれば、品所や
在宅生活が可能なレベル

Ⅲ 福祉的ニーズ

保健的ニーズ

現状では生活は自立していて、避難所や在宅生活が可能なレベルⅣ

参考資料：（一社）日本災害医学会 BHELPコース

CSCAHHH・・・H：Health care ｔriage（ヘルスケアトリアージ）

CSCAHHH・・・H：Helping Hand（手を差し伸べる）

≪保健・福祉に関する情報収集≫
◆ 優先度の高い健康問題への直接的なケア
◆ 家族の介護負担の軽減
◆ 環境調整、整備
◆ 必要な資源の確保

CSCAHHH・・・Handover（繋げる） 避難所の獲得可能な資源へ繋げる

要配慮者

医療従事者

ボランティア団体

保健師

利用可能な物資

利用可能な環境

介護職

その他専門職種

※ これがすべてではない。
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○○栄養士会 （ﾌｪｰｽ目安ﾞ０～4）

１８－４－③要配慮者

≪要配慮者

□ 乳幼児（Child）・・・（ 人・□不明） ⇒

□ 障がい者（Hａｎｄｉｃａｐｐｅｄ）・・・（ 人・□不明） ⇒

□ 高齢者（Elderly people）・・・（ 人・□不明） ⇒

□ 慢性疾患患者（Chronicallyiｌｌ）・・・（ 人・□不明） ⇒

□言葉の通じない外国人旅行客（Tourist ＆ Ｖｉｓｉｔｅｒ）・・・（ 人・□不明） ⇒

□ 妊婦（Pregnant women）・・・（ 人・□不明） ⇒

CHECTP（チックトピー）以外の要配慮者等

□ 食物アレルギー疾患者・・・（ 人・□不明） ⇒

□ 避難所（在宅避難）で要配慮者の把握が未実施。⇒ できる限りの情報収集を行う。

CHECTP（チックトピー）≫

カード番号18-6-① ～ カード番号19-7-②

下記の避難所にいる要配慮者分類とその人数を確認する

カード番号18-9

カード番号18-8-①～②

カード番号18-10-①～②

カード番号18-12-①～②

カード番号18-5

カード番号18-11

連携機関・職種活動内容活動場所

行政
他災害関連団体

≪要配慮者全体把握≫

避難所にいる避難者、在宅避難、車中避難されている地
域避難者の全体的な人数の把握を行い、個別把握へ繋
げる。

被災地活
動拠点

被災地避
難所等

参考資料：災害時の食支援Q&A P33
大規模災害時の栄養・食生活活動ガイドライン

個別調査・・・各要配慮者対応カードを参照

基本的に、各カードの質問や参考、関連機関、関連職種等
への対応はすべてではない。（臨機応変）

カード番号18-13
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Q. 食事は残さずに食べているか？

□ はい ⇒ 直近で食べたものは何か？

（ ）

□ いいえ ⇒ いつ頃から （ ）

⇒ 理由 （ ）

Q. 水分は十分にとれているか？

□ はい

□ いいえ ⇒ １日どの程度 （ ）

Q. 妊娠高血圧症や妊娠糖尿等の疾病があるか？

□ ない

□ ある ⇒（□妊娠 高血圧 □妊娠 糖尿病 □ その他）

その他 ⇒ （ ）

薬 ⇒□ 持っている（ ）

□ 持っていない（□ 処方無し □ 家にある）

⇒かかりつけ医又は医師の指示のもと、避難生活での食事のとり方の助言が必要な場合が

あります。

参考：助言内容等

◆ 十分なエネルギー、栄養素が確保できていない場合、必要に応じて栄養補助食品等の使用

も考えてみてはいかがでしょうか？

◆塩分の多い食品を確認し、気をつけられるよう代替え案、等を伝えていきましょう。

（塩分過剰摂取） 例：カップラーメンの汁

○○栄養士会 （ﾌｪｰｽﾞ目安０～４）

１８－５ 妊婦（要配慮者）

個別調査時・・・該当する□に して下さい。

準備された様式または日本栄養士会の様式【避難所食事状況調査票（避難所にいる要配慮者のその他）】に記入

≪繋げていく参考項目例≫
関連カード・・・9（特殊栄養食品St）、12（活動拠点・現地統括）、13（後方支援）、14（活動引継）

16（提供食の把握）、17（提供食の支援）、19（被災地の支援）
関連（関係）機関等・・・医療機関、助産師会、特殊栄養食品ST
関連職種等・・・医師、助産師、看護師、管理栄養士

連携機関・職種活動内容活動場所

行政
他災害関連団体
※下記：赤枠白字

≪個別調査≫

・食事環境、食事摂取状況から栄養状態等のアセスメン
トを行い、課題解決に繋げる。

避難所
在宅避難
車中避難
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○○栄養士会 （ﾌｪｰｽ目安ﾞ０～４）

１８－６－① 乳児（要配慮者）

個別調査時・・・該当する□に して下さい。

・母乳を飲んでいる乳児・・・ ①へ

・ミルクを飲んでいる乳児・・・ ②⇒

・離乳食を食べている乳児・・・③⇒

① 母乳を飲んでいる乳児

（授乳婦）

Q. 食事は残さずに食べているか？

□ はい ⇒ 直近で食べたもは？

（ ）

□ いいえ ⇒ いつ頃から（ ）

⇒ 理由（ ）

Q. 水分は十分にとれているか？

□ はい

□ いいえ ⇒ １日どの程度（ ）

（乳児）

Q.乳児の月齢 （ ヶ月 ）

Q.授乳の状況

□授乳回数 （ 回/日） □授乳場所（ ）

□授乳時間 （ 分/回）

Q.母乳は十分足りているか？

□ はい

□ いいえ

・元気度および尿や便の回数で確認するとよいです。（オムツがしっかりと濡れるくらいの

尿が１日６回以上出ていれば、足りていると判断できます。）

参考助言内容等

◆ お母さんが十分なエネルギー、栄養素が確保できていない場合、必要に応じて栄養補助

食品等の使用も伝えてみてください。

◆ 母乳が不足する場合には、ミルクで補うことも出来ますが、授乳を中断すると母子の心身に影響

がある場合もあるので、不安を与えないよう丁寧な説明と対応を行いましょう。

◆ 母乳量が減少し元気がない場合は医師、助産師等に相談できるように繋ぎましょう。

連携機関・職種活動内容活動場所

行政
他災害関連団体
※下記：赤枠白字

≪個別調査≫
・授乳婦の食事摂取状況および乳児の母乳またはミルク、

離乳食の摂取状況から栄養状態等のアセスメントを行い、
課題解決に繋げる。

避難所
在宅避難
車中避難

カード番号18-6-②

カード番号18-6-②
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② ミルクを飲んでいる乳児

Q.乳児の月齢は （ ヶ月 ）

Q.牛乳アレルギー等、特殊ミルクを必要とするのか？

□ いいえ

□ はい ⇒ 牛乳アレルギー用ミルクや特殊ミルクの確保 （行政等担当者に繋ぐ）

Q. 飲むミルクの量が減少していないか？

□ はい

□ いいえ ⇒ いつ頃から（ ）

⇒ １回のﾐﾙｸの量（ ） １日の回数（ ）

Q.粉ミルクやミルク調整用の水、哺乳瓶等は足りているか？

□はい

□いいえ ⇒ 不足している物（ ）

Q.哺乳瓶等の消毒はできているか？

□はい □いいえ

参考助言内容等

◆ミルクの量が減少し元気がない場合は医師、助産師等に繋ぎましょう。

◆調乳するにあたっては、石鹸での手洗いなど清潔な手で行うことが基本です。

③ 離乳食を食べている乳児

Q.乳児の月齢、離乳食の回数は？

□ 乳児の月齢 （ ケ月 ） □ 母乳又はミルクの回数 （ 回 ）

□ 離乳食の回数 （ 回/日 ）

Q.食物アレルギーはあるか？

□ ない

□ ある ⇒ 「食物アレルギー疾患児」 （ｶｰﾄﾞ番号17-2-3） へ

Q. 離乳食は食べているか？

□ はい ⇒ 直近で食べたものは何か？

（ ）

□ いいえ ⇒ いつ頃から （ ）

⇒ 理由（ ）

Q.授乳、離乳食後は口腔ケアを行っているか？

□はい □いいえ

参考助言内容等

◆普段の離乳食の内容から、提供食や備蓄食（ベビーフードなど）から児に合った離乳食や与え方

の工夫の助言も大切です。

37

○○栄養士会 （ﾌｪｰｽﾞ目安０～４）

１８－６－② 乳児（要配慮者）
個別調査時・・・該当する□に して下さい。

準備された様式または日本栄養士会の様式【避難所食事状況調査票（避難所にいる要配慮者のその他）】に記入

≪繋げていく参考項目≫
関連カード・・・9（特殊栄養食品St）、12（活動拠点・現地統括）、13（後方支援）、14（活動引き継ぎ）、

16（提供食の把握）、17（提供食の支援）、19（被災者の支援）
関連（関係）機関等・・・医療機関、助産師会、行政、特殊栄養食品ST
関連職種等・・・医師、助産師、保健師、管理栄養士、言語聴覚士、歯科医師等
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38

（食物アレルギー疾患児）

Q. アレルギー原因食品および除去の程度は？

・ 原因食品 （ ） 除去程度（ ）

・ 原因食品 （ ） 除去程度（ ）

・ 原因食品 （ ） 除去程度（ ）

Q. 避難所での離乳食の内容は？食べることができる離乳食はあるのか？

□ はい ⇒ 食べている離乳食 （ ）

□ いいえ ⇒ いつ頃から （ ）

⇒ 今の離乳食は？

（ 母乳またはミルクのみ ・ ）

Q.授乳、離乳食後は口腔ケアを行ているか？

□ はい □ いいえ

参考助言内容等

◆ 提供食や備蓄食（ベビーフードやアレルギー対応ベビーフードなど）から児の食物アレルギーに

対応した離乳食、与え方の工夫を伝えると役立てられると思います。

◆加工食品に含まれるアレルギー表示の見方など活用について伝えると役立てると思います。

◆ 誤食を防ぐため、以下の事を保護者に伝えることも大切です。

・何かあった時の為に身近な人等に食物アレルギーがあることを知っておいてもらうと安心です。

その他

◆ 避難所等で提供される食事について、アレルギー原因食品が含まれているのか確認しておくと

役立つと思います。

◆ 加工食品について、特定原材料以外のアレルギー原因食品が含まれていることがあるので、

注意しましょう。

個別調査時・・・該当する□に して下さい。

○○栄養士会 （ﾌｪｰｽﾞ目安０～４）

１８－６－③ 乳児（要配慮者）

連携機関・職種活動内容活動場所

行政
他災害関連団体
※下記：赤枠白字

≪個別調査≫
・食物アレルギーの状況および母乳またはミルｸ、離乳食摂

取状況から栄養状態のアセスメントを行い、食物アレル
ギー対応に繋げる。

避難所
在宅避難
車中避難

準備された様式または日本栄養士会の様式【避難所食事状況調査票（避難所にいる要配慮者のその他）】に記入

≪繋げていく参考項目≫
関連カード・・・9（特殊栄養食品St）、12（活動拠点・現地統括）、13（後方支援）、14（活動引き継ぎ）、

16（提供食の把握）、17（提供食の支援）、19（被災者の支援）
関連（関係）機関等・・・医療機関、行政、特殊栄養食品ST
関連職種等・・・医師、保健師、管理栄養士、言語聴覚士、歯科医師等
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Q.児の年齢は （ 才 ヶ月 ）

Q.食物アレルギーはあるか？

□ ない

□ ある ⇒ 「食物アレルギー疾患児」⇒

Q. 食事は残さずに食べているか？

□ はい ⇒ 直近で食べたものは何か？（ ）

□ いいえ ⇒ いつ頃から（ ）

⇒ 理由（ ）

Q. 水分は十分にとれているか？

□ はい

□ いいえ ⇒ １日どの程度（ ）

Q. 菓子類などで空腹を満たしていないか？

□ はい ⇒内容・量（ ）

⇒理由（ ）

□ いいえ

参考助言内容等

◆ 常に菓子類など食べ物を自由に摂取できる環境になっている場合は、疾患発症リスクが高くなるので

環境の見直しの必要性を関連団体等、関連職種等と共有し改善へと繋げていく。

Q.食後の歯磨きは行っているか？

□はい

□いいえ ⇒ 理由 （ ）

参考助言内容等

◆エネルギー、栄養が不足している場合は提供食や備蓄食から、児に合った食事の与え方等を

伝えると役立てられると思います。

◆食事制限がある児に対しては、かかりつけ医又は医師の指示のもと避難生活での食事の取り方に

ついて助言が必要なこともあります。

○○栄養士会 （ﾌｪｰｽﾞ目安０～４）

１８－７－① 幼児（要配慮者）

個別調査時・・・該当する□に して下さい。

連携機関・職種活動内容活動場所

行政
他災害関連団体
※下記：赤枠白字

≪個別調査≫
・食事環境、摂取状況、栄養状態等からアセスメントを

行い、課題解決に繋げる。

避難所
在宅避難
車中避難

準備された様式または日本栄養士会の様式【避難所食事状況調査票（避難所にいる要配慮者のその他）】に記入

≪繋げていく参考項目例≫
関連カード・・・9（特殊栄養食品St）、12（活動拠点・現地統括）、13（後方支援）、14（活動引き継ぎ）、

16（提供食の把握）、17（提供食の支援）、19（被災者の支援）
関連（関係）機関等・・・医療機関、行政、特殊栄養食品St、等
関連職種等・・・医師、歯科医師、保健師、管理栄養士、歯科衛生士等

カード番号18-7-②
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40

（食物アレルギー疾患児）

Q. アレルギー原因食品および除去の程度は？

・ 原因食品 （ ） 除去程度（ ）

・ 原因食品 （ ） 除去程度（ ）

・ 原因食品 （ ） 除去程度（ ）

Q. 提供される食事は食べることができるか？

□ はい ⇒ 直近で食べたものは何か？⇒ （ ）

□ いいえ ⇒ いつ頃から （ ）

⇒提供される食事以外で食べているものは？

（ ）

Q. 水分は十分にとれているか？

□ はい

□ いいえ ⇒ １日どの程度（ ）

Q.食後の歯磨きは行っているか？

□はい

□いいえ ⇒ 理由 （ ）

参考助言内容等

◆加工食品に含まれるアレルギー表示の見方や活用について伝えると役立てられると思います。

◆避難所等でアレルギー対応食品がある場合は、そのことを伝えると不安を軽減できるでしょう。

◆ 食事の摂取状況を把握し、アレルギー原因食品が除去食事を摂取することで、栄養摂取量が不足する

可能性がある場合は代替食品等の食べ方を伝えると役立てられると思います。

◆ 誤食を防ぐため、以下の事を保護者に伝えることも重要です。

・配布された物やもらった物は、保護者確認後に食べることで子供が守られるます。

声掛け例：「もらった物は、どんなものが入っているか一緒に見てみようね。」

その他

◆避難所等で提供される食事について、アレルギー原因食品が含まれているのか確認しておくと役立つ

と思います。

◆加工食品について、特定原材料以外のアレルギー原因食品が含まれていることがあるので、注意し

ましょう。

個別調査時・・・該当する□に して下さい。

○○栄養士会 （ﾌｪｰｽﾞ目安０～４）

１８－７－② 幼児（要配慮者）

≪繋げていく参考項目例≫
関連カード・・・9（特殊栄養食品St）、12（活動拠点・現地統括）、13（後方支援）、14（活動引き継ぎ）、

16（提供食の把握）、17（提供食の支援）、19（被災者の支援）
関連（関係）機関等・・・医療機関、行政、特殊栄養食品St、等
関連職種等・・・医師、歯科医師、保健師、管理栄養士、歯科衛生士等

連携機関・職種活動内容活動場所

行政
他災害関連団体
※下記：赤枠白字

≪個別調査≫
・食事環境、摂取状況、栄養状態等からアセスメントを

行い、アレルギー対応に繋げる。

避難所
在宅避難
車中避難

準備された様式または日本栄養士会の様式【避難所食事状況調査票（避難所にいる要配慮者のその他）】に記入
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○○栄養士会 （ﾌｪｰｽﾞ目安０～４）

１８－８－① 高齢者（要配慮者）

個別調査時・・・該当する□に して下さい。

≪食事環境≫

Q.食事を食べる場所はどこですか？（考えられること：避難所場所の把握、等々）

□ 避難所内（ ）

□ 自宅

□ その他（ ）

Q.食事は誰と食べられていますか？（考えられること：独居、等々）

□ 家族（ 人）

□ 一人

□ その他（ ）

≪口腔≫

Q. 歯は磨けていますか？（考えられる問題点：口腔内不衛生、う歯、誤嚥性肺炎のリスク、等々）

□ はい

□ いいえ⇒ いつから（ ）

Q.義歯はありますか？ （考えられる問題点：食事摂取量の低下、咀嚼困難、等々）

□ ある ⇒（□ 総義歯 □ 部分 □ 合っていない）

□ ない ⇒（□ 持ってくるのを忘れた □ 自歯）

Q.かみづらい食べものはありますか？（咀嚼機能低下、口腔内不衛生、う歯、義歯の不一致、等々）

□ ない

□ ある ⇒ どんなもの （ ）

理由：（ ）

連携機関・職種活動内容活動場所

行政
他災害関連団体
※下記：赤枠白字

≪個別調査≫ 高齢者：65歳以上（国連の世界保健機関(WHO)の定義）

・食事環境、摂取状況、身体状況、等の現状把握を
行い、栄養状態の課題解決に繋げる。

避難所
在宅避難
車中避難

カード番号18-8-②
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○○栄養士会 （ﾌｪｰｽﾞ目安０～４）

１８－８－② 高齢者（要配慮者）

個別調査時・・・該当する□に して下さい。

≪摂取状況≫

Q. 食事は残さずに食べて（飲んで）いるか （考えられる問題点：低栄養・摂食嚥下障害、認知機能、メンタル、等々）

□ はい ⇒ 直近で食べたもの（飲んだもの）は何か？

（ □朝 □昼 □間 □夕 □夜 ・・・ ）

□ いいえ ⇒ いつ頃から（ ）

⇒ 理由 （ ）

Q.呑み込むのが大変なことはありますか？（考えられる問題点：摂食嚥下障害、認知機能、メンタル、等々）

□ いいえ

□ はい ⇒ どんな食べ物（飲み物）の時ですか？ （ ）

Q.食事中、食後、水分を飲む時、何もしていない時ムセはあるか？

（考えられる問題点：摂食嚥下障害、認知機能、メンタル、等々）

□ ある ⇒（□ 食事中 □ 食事後 □ 水分 □ 何もしていない時）

□ ない

Q.水分は1日にどのくらい飲まれていますか？

□ 1000㎖以上 □ 500～1000㎖ □ ～500㎖

≪身体状況≫

Q.ツルゴール反応がある。 （考えられる問題点：脱水、食欲不振、等々）

□ない □ ある

Q.トイレは1日何回いくか？ （考えられる問題点：水分摂取不足、便秘、頻尿、等々）

（ 回） ⇒ （小 回、大 回） □ 行っていない⇒（□ 1日 □2日 □3日以上）

Q.持病があるか？ （考えられる問題点：疾患管理が出来ていない、等々）

□ ない

□ ある ⇒

準備された様式または日本栄養士会の様式【避難所食事状況調査票（避難所にいる要配慮者のその他）】に記入

連携機関・職種活動内容活動場所

行政
他災害関連団体
※下記：赤枠白字

≪個別調査≫ 高齢者：65歳以上（国連の世界保健機関(WHO)の定義）

・食事環境、摂取状況、身体状況、等の現状把握を
行い、栄養状態の課題解決に繋げる。

避難所
在宅避難
車中避難

≪繋げていく参考項目例≫
関連カード・・・9（特殊栄養食品St）、（活動拠点・現地統括）、13（後方支援）、14（活動引き継ぎ）、

16（提供食の把握）、17（提供食の支援）、19（被災者の支援）
関連（関係）機関等・・・医療機関、福祉避難所、特殊栄養食品St、等
関連職種等・・・医師、精神科医、歯科医師、保健師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士、言語聴覚士、等

カード番号18-10-①
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連携機関・職種活動内容活動場所

行政、福祉避難所、
D-WAT、他災害関連団
体

個別調査
・食事環境、摂取状況、身体状況、等の現状把握を

行い、栄養状態の課題解決に繋げる。

避難所
在宅避難
車中避難

○○栄養士会 （ﾌｪｰｽﾞ目安０～４）

１８－９ 障がい者（要配慮者）

Q. コミュニケーション方法（複数回答可）

□点字 □音声 □手話 □映像 □文字

Q. 支援者(パートナー、家族含む）は同伴しているか

□同伴⇒□ 家族 □ 盲導犬 □その他（ ） □同伴できていない

Q. 食事は残さずに食べて（飲んで）いるか （考えられる問題点 精神的な不安定による拒食、拒食による精神不安定、低栄養、等々）

□ はい ⇒ 直近で食べたもの（飲んだもの）は何ですか？

（ □朝 □昼 □間 □夕 □夜 ・・・ ）

□ いいえ ⇒ いつ頃から（ ）

⇒ 理由（ ）

Q. 義歯状況 （考えられる問題点：食事摂取量の低下、咀嚼困難、等々）

□ ある ⇒（□ 総義歯 □ 部分 □ 合っていない）

□ ない ⇒（□ 持ってくるのを忘れた □ 自歯 □装着不可）

Q.食事中、食後、水分を飲む時にムセはありますか？

□ ある ⇒（□ 食事中 □ 食事後 □ 水分）

□ ない

Q.ツルゴール反応がある。 （考えられる問題点：脱水、食欲不振、等々）

□ ある ⇒水分は1日どのくらい飲んでいますか？

□ 1000㎖以上

□ 500～1000㎖ □ ～500㎖

□ ない （考えられる問題点：不安定、水中毒など）

□用意された場所にいる □水飲み場から離れず、飲み続ける

Q.トイレは1日何回いくか？ （考えられる問題点：水分摂取不足・過多、便秘、頻尿、等々）

（ 回） ⇒ （小 回、大 回）

□ 3日以上トイレに行っていない。

Q.持病はあるか？ （考えられる問題点：疾患管理ができない、等々）

□ ない □ ある⇨□治療薬あり服薬できている □治療薬を必要とするが無い □治療薬無し

≪繋げていく参考項目例≫
関連カード・・・9（特殊栄養食品St）、12（活動拠点・現地統括）、13（後方支援）、14（活動引き継ぎ）、

16（提供食の把握）、17（提供食の支援）、19（被災者の支援）
関連（関係）機関等・・・医療機関、福祉避難所、D-WAT、栄養食品St、等
関連職種等・・・医師、精神科医、歯科医師、支援者、保健師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士、

言語聴覚士等

個別調査時・・・該当する□に して下さい。

準備された様式または日本栄養士会の様式【避難所食事状況調査票（避難所にいる要配慮者のその他）】に記入
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○○栄養士会 （ﾌｪｰｽﾞ目安０～４）

１８－１０－① 慢性疾患者（要配慮者）

個別調査時・・・該当する□に して下さい。 参考 https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/07/dl/s0701-4b.pd

□ 疾患名 ・・・ □ 高血圧 □ 糖尿病 □ 腎臓病（腎不全）

□ 呼吸器疾患 ・・・ （ ）

□食物アレルギー ・・・（ ）

□ その他 ・・・ （ ）

□ 持参されている薬 質問例）何のお薬をもらっているのですか？

お薬お持ちですか？

薬の数 ・・・ （ ）

薬名・・・

□ 病気に関する手帳など⇒持っていたら、医療者へ繋ぐ

≪糖尿病≫ ・・・ □ 糖尿病連携手帳 □ 糖尿病眼手帳

□ その他（ ）

≪循環器疾患≫ ・・・ □ 心不全手帳 □ 血圧手帳

□ その他（ ）

≪その他≫ ・・・

⇒

連携機関・職種活動内容活動場所

行政
他災害関連団体
※下記：赤枠白字

≪個別調査≫
・慢性疾患を把握し、疾患に対応した食事・栄養支援を 行う。

避難所
在宅避難
車中避難

カード番号18-10-②
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○○栄養士会 （ﾌｪｰｽﾞ目安０～４）

１８－１０－② 慢性疾患者（要配慮者）

個別調査時・・・該当する□に して下さい。

≪繋げていく参考項目例≫

関連カード・・・9（特殊栄養食品St）、12（活動拠点・現地統括）、13（後方支援）、14（活動引き継ぎ）、

16（提供食の把握）、17（提供食の支援）、19（被災者の支援）

関連（関係）機関等・・・医療機関、福祉避難所、特殊栄養食品St、薬局

関連職種等・・・医師、薬剤師、ケアマネ、介護職員、等

⇒

連携機関・職種活動内容活動場所

行政
他災害関連団体
※下記：赤枠白字

≪個別調査≫
・慢性疾患を把握し、疾患に対応した食事・栄養支援を行う。

避難所
在宅避難
車中避難

準備された様式または日本栄養士会の様式【避難所食事状況調査票（避難所にいる要配慮者のその他）】に記入

※高齢者の方は、記入しなくて大丈夫です。（カード番号1８-８ 実施済の場合）

Q. 食事は残さずに食べて（飲んで）いるか （考えられる問題点：低栄養・摂食嚥下障害、認知機能、メンタル、等々）

□ はい ⇒ 直近で食べたもの（飲んだもの）は何か？

（ □朝 □昼 □間 □夕 □夜 ・・・ ）

□ いいえ ⇒ いつ頃から（ ）

⇒ 理由（ ）

Q.食事中、食後、水分を飲む時、何もしていない時ムセはあるか？

□ ある ⇒（□ 食事中 □ 食事後 □ 水分 □ 何もしていない時）

□ ない

Q. 水分は1日どのくらい飲にでいるか？ （考えられる問題点：脱水、食欲不振、等々）

□ 1000㎖以上 □ 500～1000㎖ □ ～500㎖

□ 医師から水分制限の指示がある ⇒ （ ml）

Q.トイレは1日何回いくか？ （考えられる問題点：水分摂取不足、便秘、頻尿、等々）

（ 回） ⇒ （小 回、大 回）

□トイレに行っていない。⇒（□ 1日 □ 2日 □ 3日以上）
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○○栄養士会 （ﾌｪｰｽﾞ目安０～４）

１８－１１ 食物アレルギー疾患者（要配慮者）

Q.図の中で該当するアレルー食品を教えて下さい。

Q. アレルギー原因食品および除去の程度は？

・ 原因食品 （ ）

・除去程度 （ ）

Q. 提供される食事は食べることができるか？

□ はい ⇒ 直近で食べたものは何か？

（ ）

□ いいえ ⇒ いつ頃から

（ ）

⇒提供される食事以外で食べているものは？

（ ）

参考：助言内容等

◆加工食品に含まれるアレルギー表示の見方や活用について。

◆避難所等でアレルギー対応食品が用意されている場合は、紹介しましょう。

◆ 食事摂取状況把握で、不足する可能性のある栄養素、その代替食品等の助言が大切です。

◆避難所等で提供される食事で、アレルギー原因食品が含まれているのか確認しましょう。

◆ 加工食品は、特定原材料以外のアレルギー原因食品が含まれていることがあるので、注意が必要。

準備された様式または日本栄養士会の様式【避難所食事状況調査票（避難所にいる要配慮者のその他）】に記入

≪繋げていく参考項目例≫
関連カード・・・9（特殊栄養食品St）、12（活動拠点・現地統括）、13（後方支援）、14（活動引継）16（提供食の把握）、

17（提供食の支援）、19（被災地の支援）
関連（関係）機関等・・・医療機関、特殊栄養食品ST
関連職種等・・・医師、管理栄養士

個別調査時・・・該当する□に して下さい。

連携機関・職種活動内容活動場所

行政
他災害関連団体
※下記：赤枠白字

≪個別調査≫
・食物アレルギーの状態を把握し、食事環境・食事摂取

状況等から、疾患に応じた食事・栄養支援を行う。

避難所
在宅避難
車中避難
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◆名前と団体名を伝える。※出来る限り。（例：ジェスチャー、ジャンバーの文字を指さす、等）

≪避難者を把握する≫

Ｑ.出身国を確認する。（下記：例） 日本語：あなたの出身国はどちらですか？

○ 英語：Which country are you from？ ○ 中国語：您是哪个国家的人

○ 韓国語：당신의국적은어디입니까？ 〇 フランス語：Quel est votre pays d'origine?

○ スペイン語：De quépaíseres？ ○ アラビア語：من أي بلد أنت
○ベトナム語：Bạn đến từ đất nước nào？

Ｑ.宗教を確認する。（下記：例） 日本語：あなたは宗教をもっていますか？

○ 英語：Do you have a religion? ○ 中国語：您的宗教信仰是什么？

○ 韓国語：당신은종교를 가지고 있습니까? 〇 フランス語：Avez-vousune religion?

○ スペイン語：¿Tienes una religión? ○ アラビア語：هل لديك دين
○ ベトナム語:Bạncómộttôngiáo?

□ No

□ YES キリスト教 ユダヤ教 イスラム教 ヒンドュー教

Ｑ.食べられない物（下記：例） 日本語：食べられない物はありますか？

○ 英語：Are there anythings that you can not eat? ○ 中国語：不能吃不吃的食物有吗？

○ 韓国語：당신은먹을 수없는 물건이 있습니까? ○ スペイン語：¿Hay algo que no puedas 
comer?

〇 フランス語：Y a-t-il quelque chose que vous ne pouvez pas manger ?

○ アラビア語：هل هناك أي شيء لا يمكنك أكله؟○ ベトナム語:Có thứ gì bạn không ăn được không?

○○栄養士会 （ﾌｪｰｽﾞ目安０～４）

１８－１２－① 言葉の通じない旅行者等（要配慮者）

個別調査時・・・該当する□に して下さい。

or

準備された様式または日本栄養士会の様式【避難所食事状況調査票（避難所にいる要配慮者のその他）】に記入

≪繋げていく参考項目例≫

関連カード・・・9（特殊栄養食品St）、12（活動拠点・現地統括）、13（後方支援）、14（活動引き継ぎ）、16（提供食の把握）、17（提供食の支援）、

19（被災者の支援）
関連（関係）団体・・・外国人支援団体、等

関係者・・・避難所責任者、通訳ボランティア、その他必要な専門職種、等

連携機関・職種活動内容活動場所

行政
他災害関連団体
※下記：赤枠白字

日本国に滞在する外国籍の方に対して人権、尊厳を保ち安心
して避難生活を送っていただくうえで、食事環境、摂取状況、身
体状況、等の把握を行い、栄養課題の解決につなげていく。

避難所
在宅避難
車中避難
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個別調査時・・・該当する□に して下さい。

準備された様式または日本栄養士会の様式【避難所食事状況調査票（避難所にいる要配慮者のその他）】に記入

Q. 食事は残さずに食べて（飲んで）いますか （考えられる問題点：低栄養・摂食嚥下障害、認知機能、メンタル、等々）

○ 英語：Do you eat ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ that you are offered?
○ 中国語：每次都可以全部吃完吗？ ○ 韓国語：식사는 남기지 않고 먹을수 있나요?

〇 フランス語：Mangez-vous sans laisser de nourriture ?

○ スペイン語：¿Estás comiendo toda la comida? ○ アラビア語：هل تأكل كل الطعام؟
○ベトナム語：Bạncóđangănhếtthứcănkhông?

□ Ｙｅｓ □ Ｎｏ

Q. 水分は1日どのくらい飲にでいるか？ （考えられる問題点：脱水、食欲不振、等々）

〇英語：How much water do you drink a day? 〇中国語：每天会喝多少升水？

〇韓国語：수분은 1 일얼마나마시고있습니까? 〇スペイン語：¿Cuánta agua bebes al día?
〇 フランス語：Combien d'eau buvez-vous par jour ?
○アラビア語：كم تشرب من الماء يوميا؟ 〇ベトナム語：Bạn uống bao nhiêu nước một ngày?

□ 1000㎖以上 □ 500～1000㎖ □ ～500㎖

Q.トイレは1日何回いくか？ （考えられる問題点：水分摂取不足、便秘、頻尿、等々）

〇 英語：How many times a day do you go to the bathroom?
〇 中国語：每天去几次洗手间？

〇 韓国語：화장실은하루에몇번가고있습니까?
〇 スペイン語：¿Cuántas veces al día vas al baño?
〇 フランス語：Combien de fois par jour allez-vous aux toilettes ?
〇 アラビア語：كم مرة في اليوم تذهب إلى الحمام؟
〇 ベトナム語：Bạnđivệsinh bao nhiêulầnmộtngày?

□０、□１、□２、□３、□４～

○○栄養士会 （ﾌｪｰｽﾞ目安０～４）

１８－１２－② 言葉の通じない旅行者等（要配慮者）

連携機関・職種活動内容活動場所

行政
他災害関連団体
※下記：赤枠白字

日本国に滞在する外国籍の方に対して人権、尊厳を保ち安心
して避難生活を送って頂くうえで、食事環境、摂取状況、身体
状況、等の把握を行い、栄養課題の解決につなげていく。

避難所
在宅避難
車中避難

≪繋げていく参考項目例≫

関連カード・・・9（特殊栄養食品St）、12（活動拠点・現地統括）、13（後方支援）、14（活動引き継ぎ）、

16（提供食の把握）、17（提供食の支援）、19（被災者の支援）

関連（関係）団体・・・外国人支援団体、等

関係者・・・避難所責任者、通訳ボランティア、その他必要な専門職種、等
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○○栄養士会 （ﾌｪｰｽﾞ目安０～４）

１８－１３ 当該避難所で要配慮者の把握が未実施

出来る限りの情報収集を行う。

収集した内容

必要に応じ対応を行う（臨機応変）
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連携機関・職種活動内容活動場所

①被災地行政栄養士保健師
等

②応援自治体栄養士

③保健医療福祉活動チーム

○避難所等で提供する食事の評価結果をもとに、喫食状

況や体調等をふまえた栄養相談

○量販店等の復旧にあわせて、自助による不足しがちな栄

養素の補給方法等の助言

○避難生活長期化に伴う栄養相談、健康教育

避難所

被災者自宅

仮設住宅

○○栄養士会 （ﾌｪｰｽﾞ目安３～４）

１９－１ 被災者の支援
（栄養相談・健康教育等）

１ 被災市区町村管理栄養士等と連携し、避難所における提供食の状況を確認する。

□ アクションカードの「16:提供食の把握」をもとに、提供食の食事摂取状況の評価結果を

確認する。

〔確認事項（例）〕

・ 避難所等に避難している被災者全員へ食事提供ができているか。

・ 提供されている食事はエネルギー及び栄養素の過不足がないか。

・ 提供されている食事は残食なく摂取されているか。

・ アクションカードの「18 要配慮者の支援」で把握された要配慮者の食事が十分に提供、

摂取されているか。

□ 特に、要配慮者や食事制限がある避難者に対し、かかりつけ医又は医師の指示のもと

避難生活での食事のとり方について助言する。 （参考）「18 要配慮者の支援」のカード

２ 巡回栄養相談を実施する。

□ 栄養・食生活相談票、普及啓発資料などを準備する。

□ 避難所以外の被災者（在宅、車内、テント避難等）へも、被災地行政栄養士や保健医療

福祉活動チーム（JMAT、保健活動ﾁｰﾑ、歯科チーム等）と連携し、巡回栄養相談を行う。

□ 必要に応じて栄養補助食品を配付する場合は、使用量や使用方法、用途を説明する。

□ 地元の量販店等の復旧状況を踏まえ、必要に応じ被災者に対し適切なエネルギー及び

栄養素等確保のために補充したい食品の購入等について助言する。
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３ 巡回栄養相談を行った結果を報告し、情報共有を行う。

□ 栄養相談結果を実施報告書（別紙）に記録し、被災地行政栄養士等へ報告する。

JDA-DATチーム内でも、適宜、情報共有をする。

□ 被災地行政栄養士等と連携し、状況分析と必要な支援について検討する。

□ 栄養補助食品が必要な場合は、特殊栄養食品ステーションへ調達を依頼する。

□ 栄養相談を担当する管理栄養士等は交代制となるので、特に継続的な支援が必要な

ケースは引継ぎを行う。

４ 発災からの時間経過に伴い、被災地市町村管理栄養士等と連携した支援活動を行う。

□ 避雛生活の長期化に伴う、健康状態の悪化（肥満、慢性疾患の悪化、フレイルなど）

に対する栄養相談を行う。

□ 自立した食事づくりの意欲が低下した被災者へは、調理実習などの機会を提供する。

パッククッキングを用いた調理方法についても助言する。

□ 仮設住宅への入居が進んだら、巡回栄養相談や共通課題等について健康教育を行う。

□ 孤立による体調悪化を防ぐため、仮設住宅敷地内の集会所や、近隣の公民館などで

ふれあい食事会を行う。

保管場所必要物品 ・ 参考資料

日本公衆衛生協会
ホームページ
http://www.jpha.or.jp/s
ub/pdf/menu04_2_h30
_02_13.pdf

栄養・食生活相談票
避難所の良好な生活環境の確保に向けた取組指針（H25.8内閣府）
普及啓発・健康教育媒体

・「大規模災害時の栄養・食生活支援活動ガイドライン」（日本公衆
衛生協会:平成31年3月）

・「大規模災害時の栄養・食生活支援のためのアクションカード
（例）」（日本公衆衛生協会:令和2年3月）

○○栄養士会 （ﾌｪｰｽﾞ目安３～４）

１９－２ 被災者の支援
（栄養相談・健康教育等）
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連携機関・職種活動内容活動場所

被災地自治体関
係者及び現地保
健所職員

避難所等での食中毒及び感染症予防対策の状況
確認を行い、必要に応じて避難所運営側に必要事
項について伝達・情報提供する

各避難所
在宅避難
車中避難

○○栄養士会 （ﾌｪｰｽﾞ1～）

２０ 食中毒・感染症の予防

保管場所必要物品 ・ 参考資料

日本公衆衛生協会HPより
http://www.jpha.or.jp/sub
/pdf/20200423_1.pdf
日本栄養士会HPより
https://www.dietitian.or.j
p/data/manual/h23evacu
ation2a.pdf

・「大規模災害時の栄養・食生活支援活動ガイドライン」
（日本公衆衛生協会H31.3）

・「大規模災害時の栄養・食生活支援のためのアクショ
ンカード（例）」（日本公衆衛生協会R2.3）

・避難生活を少しでも元気に過ごすために（衛生管理
リーフレット）国立健康・栄養研究所 日本栄養士会

１ 避難所の衛生状況を確認する。

□ 感染対策（上水道の使用可否・手洗い・手指消毒、マスクの着用等の有
無）の状況を確認する。

□ 避難世帯ごとの間隔や仕切りの設置状況、換気実施状況の確認。

□ 食事提供時や食品保管方法（冷蔵庫の設置等）の衛生状況を確認する。

□ 食べきれなかった食品が取り置きされていないか状況を確認する。

□ 炊き出し等が実施されている場合は、衛生状態が保たれているか確認す
る。

□ トイレの清掃・衛生状態の確認

２ 必要物品を配置状況を確認する。（又は必要物品の充足状況を把握する。）

□ 手洗い設備 □ ペーパータオル □ 消毒用アルコール

□ マスク □ 仕切り（パーティション等）

□ 換気用送風機（扇風機・換気扇等） □ その他（ ）

３ 感染対策について啓発・周知状況を確認する。なお、周知を呼びかけるにあ
たっては被災地自治体の方針に沿って情報共有しながら実施する。

□ チラシ・ポスター等の配布や掲示があるか確認

□ 口頭による呼びかけの実施
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２　各種様式
（1）避難所食事状況調査票

□保健所1　□市町村2　□他自治体3

① ②

避難所名 避難所区分

③ ④

避難者数

⑤

対応してくれた方

⑥

食事提供回数 飲料水

⑦ ⑧

□乳児A 人

□食物アレルギーB 人

□高血圧C 人

□糖尿病D 人

□腎臓病E 人

□摂食嚥下困難者F 人

□妊婦・授乳婦G 人

⑨

⑩

区分 メニューB 量C

        朝     ⑪A

□足りている1

□足りていない2

□提供なし3

□不明4

        昼     ⑫A

□足りている1

□足りていない2

□提供なし3

□不明4

        夜     ⑬A

□足りている1

□足りていない2

□提供なし3

□不明4

間食、菓子類
アルコール等

　　　　　　　　⑭

□避難所責任者1　□食事提供責任者2　□その他3：お立場B氏名A：

□ガス（湯を沸かす）B

□車による人や物のアクセスC

□自衛隊a

□栄養士b

□その他c：

□いずれも関与せずd

□不明e

□主食(ご飯/パン/麺)a
□主菜(肉/魚/卵/大豆)b
□副菜(野菜/きのこ/芋/海藻)
(野菜ジュース等含む）c

□牛乳・乳製品d

□果物e

左の食事への以下の団体
・職種の関与（該当に☑）F

□栄養士会4　□その他5：

避難所で提供している一般の食事について

避難所にいる
要配慮者に☑

人数把握が
難しい場合は
☑のみでＯＫ

使える
ライフライン

□その他H：

□要配慮者はいないI

□電気A

不足して
いるもの

に☑

□上水道D

□下水道E

□プールの水F

□エネルギー調整食a　□内服薬b　□インスリンc　□その他d：

□7品目除去食a　□７品目以外の除去食b（原因食品：

）

□低たんぱく食a　□低カリウム食b　□薬c　□その他d：

□減塩食a　□降圧剤b　□その他c：

避難者A：計（　    　　　）人　　？→【 □～50人1  □51～100人2  □101～150人3  □151～500人4  □501人～5】

在宅避難者等、食事だけ取りにくる人の食数B：（　　    　　）食

□ 0回1　□ 1回2　□ 2回3　□ 3回4／日 □なし1　□不足（１人１日1.5L以下）2　□十分3

□指定1　□その他2：

□自衛隊a

□栄養士b

□その他c：

□いずれも関与せずd

□不明e

□主食(ご飯/パン/麺)a
□主菜(肉/魚/卵/大豆)b
□副菜(野菜/きのこ/芋/海藻)
(野菜ジュース等含む）c

□牛乳・乳製品d

□果物e

□炊き出しa

□弁当b

□支援物資(調理不要)c
□備蓄品(調理不要)d
□その他e：

食事区分D（あったものに☑）

□主食(ご飯/パン/麺)a
□主菜(肉/魚/卵/大豆)b
□副菜(野菜/きのこ/芋/海藻)
(野菜ジュース等含む）c

□牛乳・乳製品d

□果物e

□炊き出しa

□弁当b

□支援物資(調理不要)c
□備蓄品(調理不要)d
□その他e：

□炊き出しa

□弁当b

□支援物資(調理不要)c
□備蓄品(調理不要)d
□その他e：

避難所食事状況調査票

食事提供方法E（該当に☑）

□自衛隊a

□栄養士b

□その他c：

□いずれも関与せずd

□不明e

調査日

□とろみ調整食品a　□嚥下調整食b　□その他c：

西暦　       　　年　　 　月 　　　日（　　　）

あなたの
所属A

氏名B

□乳児用ミルクa　□離乳食b　□おむつc　□その他d：

記入者
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⑮

⑯

利用可能な人材A

（助産師、調理員、
手話通訳者など）

その他B

（宗教上のタブーが
ある人やその他問題点
など）

⑰

不足しているものA

余っているものB

⑱

□食材e

トイレD　使用可に☑ □元のトイレa　   □仮設トイレ（　　　　　　　）基b　     □ポータブル（　　　　　　　）基c

土足禁止エリアE に☑ □調理スペースa　　□避難スペースb　　□不明c

□アルコール消毒a　 　□流水洗浄b　 　□不明c

環境・衛生面

□その他j：

該当者B に☑

□不眠i

使える炊き出し資源F に☑

□下痢、便秘、嘔吐などb

□感染症c　（インフルエンザ・ノロウィルス・

                                    破傷風など）

□その他f：

□皮膚症状g（アトピー性皮膚炎等）

□口内炎h

□調理器具a

□スペースb

その他の
支援物資

被災者の
身体・口腔状況

気が付いたこと

その他身体・口腔状況（自由記述）C

□ぜんそくd

□食欲不振e

□エコノミークラス症候群ハイリスク者f

喫食者の手洗いC   現状に☑

□アルコール消毒a　 　□流水洗浄b　 　□不明c

□熱源c(カセットコンロ・ガスボンベ等)

□人手d

欲しい電気調理機器G に☑

身体・口腔状況に問題がある人

A

保冷設備（冷蔵庫）A

調理者の手洗いB　現状に☑

□いる（下のリストへ）1　 　□いない2 　　□不明3

□風邪、熱など体調不良a

□有り1　　　　　□有りだが使用不可2　　　　　□無し3

□電子レンジa 　□電気ポットb　□その他c：

避難所食事状況調査票
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（2）被災者健康相談票 

被災者健康相談票           相談日    年   月   日 

No  担当者名  

種別 ・面接→避難所名又は住所（                       ） 

・TEL（電話番号：           ）  ・その他（        ） 

相談者氏名  

対象者 ・本人  

・本人以外→氏名（          ） （続柄：       ） 

※以下は、対象者の方についてご記入下さい。 

生年月日 明治・大正・昭和・平成 （   ）年（   ）月（   ）日 （   ）歳 

対象者属性 ・乳幼児 ・妊婦  ・授乳婦 ・食物アレルギー 

現病歴 ・糖尿病 ・高血圧 ・腎臓病 ・その他（           ） 

現病歴の治

療状況 

現在の服薬状況 

（ 中断 ・ 継続 ） 

薬品名（                                 ） 

これまでの 

食事制限 

食事制限  （  有  ・  無  ） 

具体的な制限内容 （                                    ） 

現在の 

自覚症状 

・発熱  ・吐き気  ・便秘  ・下痢  ・口腔内症状（         ） 

・歯に関する症状   ・その他（                     ） 

現在の食事

内容 

乳児の場合     （  母乳  ・  粉ミルク ・  混合  ）  

離乳食             （  開始  ・  未開始  ） 

子ども・成人・妊婦・授乳婦・高齢者の場合   

（主食 ・ たんぱく質を多く含む食品（肉、魚、卵、乳類等） ・ 野菜 ・ 果物）   

具体的な食事内容    （                           ） 

1日の食事回数（ 1回  ・ 2回  ・ 3回  ・ その他（      ） ） 

食欲     （  有  ・  無  ） 

水分摂取状況 （          ml） 

身体活動 （ １日座位、寝ていることが多い  ・ 身体を動かしている ） 

相談内容 

 

 

 

指導内容 

 

 

 

今後の支援

計画 

 

（ 解決 ・ 継続 ） 

 

自由記載欄 
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No.＿＿＿＿＿

（4）特別食アセスメントシート

特別食アセスメントシート

No お名前 年齢 性別 身体状況 滞在場所

1

No [　　　　　　]

男 ・女

□乳児　□妊婦　□授乳婦
□摂食・嚥下困難
□食物アレルギー
　 鶏卵 ・牛乳 ・小麦 ・そば ・ﾋﾟｰﾅｯﾂ・大豆

   その他（　　　　　　　　　　　　　　 )
□腎疾患　□糖尿病　□高血圧
□便秘　□下痢　□その他(難病等）

部屋No[         ]

2

No [　　　　　　]

男 ・女

□乳児　□妊婦　□授乳婦
□摂食・嚥下困難
□食物アレルギー
　 鶏卵 ・牛乳 ・小麦 ・そば ・ﾋﾟｰﾅｯﾂ・大豆

   その他（　　　　　　　　　　　　　　 )
□腎疾患　□糖尿病　□高血圧
□便秘　□下痢　□その他(難病等）

部屋No[         ]

3

No [　　　　　　]

男 ・女

□乳児　□妊婦　□授乳婦
□摂食・嚥下困難
□食物アレルギー
　 鶏卵 ・牛乳 ・小麦 ・そば ・ﾋﾟｰﾅｯﾂ・大豆

   その他（　　　　　　　　　　　　　　 )
□腎疾患　□糖尿病　□高血圧
□便秘　□下痢　□その他(難病等）

部屋No[         ]

4

No [　　　　　　]

男 ・女

□乳児　□妊婦　□授乳婦
□摂食・嚥下困難
□食物アレルギー
　 鶏卵 ・牛乳 ・小麦 ・そば ・ﾋﾟｰﾅｯﾂ・大豆

   その他（　　　　　　　　　　　　　　 )
□腎疾患　□糖尿病　□高血圧
□便秘　□下痢　□その他(難病等）

部屋No[         ]

5

No [　　　　　　]

男 ・女

□乳児　□妊婦　□授乳婦
□摂食・嚥下困難
□食物アレルギー
　 鶏卵 ・牛乳 ・小麦 ・そば ・ﾋﾟｰﾅｯﾂ・大豆

   その他（　　　　　　　　　　　　　　 )
□腎疾患　□糖尿病　□高血圧
□便秘　□下痢　□その他(難病等）

部屋No[         ]

6

No [　　　　　　]

男 ・女

□乳児　□妊婦　□授乳婦
□摂食・嚥下困難
□食物アレルギー
　 鶏卵 ・牛乳 ・小麦 ・そば ・ﾋﾟｰﾅｯﾂ・大豆

   その他（　　　　　　　　　　　　　　 )
□腎疾患　□糖尿病　□高血圧
□便秘　□下痢　□その他(難病等）

部屋No[         ]

特別食の具体的内容

記入日 月 日

記入者氏名（ ）

○配慮するポイント○ （下記の内容等を聞き取り、特別食の献立作成に必要な情報を記載してください）

乳幼児・・・ミルク、離乳食、アレルギー等 妊婦・授乳婦・・・つわり、エネルギー確保等 嚥下困難・・・刻み、とろみ等

食物アレルギー・・・アレルゲン等 腎疾患・・・低たんぱく、エネルギー確保、低カリウム等 糖尿病・・・エネルギー調整、低血糖、薬等

高血圧・・・水分確保、減塩、薬等 便秘・・・食物繊維、水分等 下痢・・・低残渣、水分等

難病（潰瘍性大腸炎、クローン病等）・・・低脂質、低残渣、成分栄養剤、薬等
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（5）議事録 

議事録 

〔通し番号：        〕 

会議名  

日時     年  月  日 ～ 場所  

出席者 議長： 

実
施
済
み
の
活
動 

報告者 場所 特記すべき報告内容 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

話
し
合
わ
れ
た
課
題 

議題 決定事項 

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

そ
の
他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記入者：            勤務先：             
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     年  月  日（  ） 

発災から          日目 

天気：              

活動拠点             

所属栄養士会           

 

時間 活動内容 活動場所 同行者・連携団体 使用した物 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

活動者           勤務先 

リーダー：          （           ） 

               （           ） 

               （           ） 

               （           ） 

 

その他 日栄への通達 

7：00 

8：00 

9：00 

10：00 

11：00 

12：00 

13：00 

14：00 

15：00 

16：00 

17：00 

18：00 

19：00 

20：00 

21：00 

活動記録票 
（6）活動記録票 
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（7）特殊栄養食品在庫管理表

列1 列2 列3 列4 列5 列6 列7 列8 列9 列10 列11 列12 列13

日付 繰越 2月1日 2月2日 2月3日 2月4日 2月5日 2月6日 2月7日 2月8日 2月9日 2月10日

品番AAAAA 入庫数 20

品目　○○ 出庫数 10

在庫数 20 30

品番BBBBB 入庫数

品目　×× 出庫数

在庫数

品番CCCCC 入庫数

品目　▲▲ 出庫数

在庫数

列1 列2 列3 列4 列5 列6 列7 列8 列9 列10 列11 列12 列13

日付 繰越 2月1日 2月2日 2月3日 2月4日 2月5日 2月6日 2月7日 2月8日 2月9日 2月10日

品番DDDDD 入庫数 40

品目　○○ 出庫数 10

在庫数 30 60

品番EEEEE 入庫数

品目　×× 出庫数

在庫数

品番FFFFF 入庫数

品目　▲▲ 出庫数

在庫数

列1 列2 列3 列4 列5 列6 列7 列8 列9 列10 列11 列12 列13

日付 繰越 2月1日 2月2日 2月3日 2月4日 2月5日 2月6日 2月7日 2月8日 2月9日 2月10日

品番GGGGG 入庫数 10

品目　○○ 出庫数 3

在庫数 5 12

品番HHHHH 入庫数

品目　×× 出庫数

在庫数

＜対応食品陳列＞

段

高齢者用

病態別 GGGGG HHHHH

病

態

別

対

応

食

品

在庫食品は、配置を決めておく

IIIIII

ア

レ

ル

ギ

ー

対

応

食

品

高

齢

者

対

応

食

品

AAAAA BBBBB CCCCC

列　　　　1 2 3

アレル

ギー対応

1

3

DDDDD EEEEE FFFFF 2
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（8）食品配食チェック表

　◆異常がないか確認してから配布してください。 市町村名（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　◆すぐに食べ、残ったら廃棄するように周知してください。 避難所名：

におい 外観 容器破れ

例）〇/〇 11:00 12:00 唐揚げ弁当 100 〇.〇.〇 日栄製造㈱ ✔ ✔ × ×・・・1個。廃棄

/ ： ：

/ ： ：

/ ： ：

/ ： ：

/ ： ：

/ ： ：

/ ： ：

/ ： ：

/ ： ：

/ ： ：

/ ： ：

/ ： ：

/ ： ：

/ ： ：

/ ： ：

（9）炊き出し実施計画表

市町村名（　　　　　　　　　　　　　　　　）

月日
区分

朝・昼・夕

乳幼児

(有無)

高齢者

(有無)

アレルギー

(有無)
その他

例 ○/○ 昼 中央小学校 ○○食生活改善団体 粕汁 200 無 有 有

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

食品配食チェック表

月　日 受入れ時間 配布時間

食品名

（弁当の種類

等）

個数
賞味期限

消費期限

炊き出し実施計画表

製造者
異常がないか確認

備考

提供

食数

備考（食事に配慮が必要な方への対応等）実施日

避難所名
実施主

体
食事内容
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（10）炊き出しチェック表 

炊き出しチェック表 
炊き出しをする皆様は、調理開始前に 

避難所運営管理者へ必ず提出してください。 

団体名  

責任者  

連絡先  

提供日時       年   月   日（   ）    時   分から    時   分まで 

提供メニュー（※）  

調理・配膳従事者数 人 

食材の保管方法  

(※)提供するメニューは、全て記載すること。記載していないメニューは、提供できません。 

 

調理従事者の健康チェック 

点検項目 点検結果 

下痢、発熱の症状（本人、同居家族） □なし □あり（   人） 

手指の傷 □なし □あり（   人） 

指輪 □外している □外していない（   人） 

爪 □短い □長い 

衣服 □清潔 □不清潔 

毛髪 □落ちないようにしている □落ちないようにしていない 

※点検結果の右側の欄に一つでもチェックがある方は、調理・配膳に従事できません。 

 

（避難所運営管理者記入欄）           避難所名【                            】 

提供メニューは、全て加熱調理品か 
□加熱調理品のみ 
□加熱しない調理品あり（→提供できません） 

食材の保管方法は適切か □適切である   □適切でない（→提供できません） 

健康チェックで問題のある人はいないか □いない      □いる（→調理や配膳はできません） 

 

【問い合わせ先】                         （TEL             ） 
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３ 日本栄養士会災害支援チームの教育・訓練 

（１）公益社団法人日本栄養士会 災害支援チーム設置運営規程 

公益社団法人 日本栄養士会 

（目 的） 

第１条 この規程は、公益社団法人日本栄養士会（以下「本会」という。）の「公益社団法人日本栄養士会 災害対

策事業部運営規程」 第 2 章、第 5 条に基づき、公益社団法人日本栄養士会災害支援チーム（The Japan 

Dietetic Association-Disaster Assistance Team）（以下「JDA-DAT」という。）の設置及び運営に関し必要

な事項を定め、同チームの迅速、円滑かつ効果的な業務の実施を確保し、もって災害発生時の被災者支援活動を拡

充することを目的とする。 

 

(使 命) 

第 2 条 JDA-DAT は、本会の下記の災害対策事業のうち、主として災害発生時の被災者の健康被害の予防、最小化

及びその迅速な回復に資する応急の業務を担い、もって被災者のいのちを護り、復興への営みを支援することをその

使命とする。 

記 

本会の災害対策事業は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条の２（災害対策の基

本理念）各号の事項に則り、国、都道府県及び市町村、関係する公私の団体若しくは機関又は個人との連携

及び協働のもと、栄養の管理及び指導並びに食事の調達及び調製並びに管理に係る知見、技術並びにこれらに

関する企画立案及び調整能力を生かして、災害発生時の被災住民の健康被害の予防、最小化及びその迅速な

回復に資する活動並びに平常時の防災上必要な健康被害の予防に関する活動を行うことをもってその本旨とする。 

 

（定 義） 

第３条 本規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 災害  暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な

自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する災害対策基本法

施行令（昭和 37 年政令第 288 号）第１条で定める原因により生ずる被害をいう。 

二 被災地  災害が発生した土地若しくは地域又は市町村（地方自治法第 1 条の 3、第 2 項）の区域をいう。

なお、被災地の都道府県を被災都道府県という。 

三 被災者  被災地内において災害により被害を受け、現に第 5 号の被災者支援活動による支援を必要とする者

をいう。 

四 災害時栄養及び食事管理等に係る職能  栄養の管理及び指導並びに食事又は食品の調達及び調製並びに

管理に係る知見、技術並びにこれらに関する企画立案及び調整能力をいう。 

五 被災者支援活動  災害時栄養及び食事管理等に係る職能を生かして行う災害発生時の被災住民の健康被

害の予防、最小化及びその迅速な回復に資する活動をいう。 

六 災害救助関係官公署等  災害救助法（昭和22 年法律第118 号）第4 条の救助に関わる官公署、公私

の団体、個人をいう。 
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七 保健医療福祉調整本部  被災都道府県の都道府県災害対策本部の下に設置される、大規模災害の災害

対策に係る保健医療福祉活動（以下単に「保健医療福祉活動」という。）の総合調整を行うための本部をいう。 

２ 前項第１号の災害には、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10 年法律第114

号）第６条第２項（一類感染症）、第３項（二類感染症）、第４項（三類感染症）及び第７項（新型イン

フルエンザ等感染症）の感染症を原因とする健康被害も含まれるものとする。 

 

（業務の種類） 

第 4 条 JDA-DAT の業務は以下の各号に掲げるものとする。 

一 保健医療福祉調整本部の行う以下の（1）（2）（3）の各業務に対応し、保健医療福祉活動に係る関係機

関として同活動上必要な措置を講ずること 

（1）保健医療活動に係る指揮又は連絡、保健医療活動チームの派遣の調整 

（2）被害状況、保健医療福祉ニーズ等の保健医療福祉活動に関する情報の連携 

（3）保健医療福祉活動に係る情報の整理及び分析 

二 応急の被災者支援活動の総合的な企画立案とこれに必要な被災者の身体の状況、栄養状態等に関する情報の

収集及び分析、並びに、保健医療福祉調整本部をはじめ災害救助関係官公署等との緊密な情報連携を図ること 

三 被災施設及び避難所等に収容又は避難した被災者の集団に対する栄養補給物資の供給をはじめとする被災者

支援活動を行うこと 

四 個々の被災者に対する栄養補給物資の供給をはじめとする被災者支援活動を行うこと 

五 前各号に附随又は関連する活動 

２ 前項各号の業務は、災害対策に係る保健医療福祉活動を行う各種の専門職等のチームとの連携と協働のもとこれを

行う。 

 

（JDA-DAT の被災者支援活動と救助） 

第 5 条 前条の業務に係る JDA-DAT の被災者支援活動は、以下の各号をもってこれを行う。 

一 災害救助法第 4 条第 1 項各号の救助に関して行われるもの 

二 災害救助法第 4 条第 1 項各号の救助に関して行われるもの以外であって、JDA-DAT が、災害時栄養及び食事

管理等に係る職能を生かして行うことが必要かつ相当と認めるもの 

２ JDA-DAT は、前項各号の被災者支援活動に際し、被災者で傷病者である者を覚知したときは、被災地の災害救

助関係官公署等に連絡するとともに、直接又は間接に、各種の保健医療活動チームや医療提供機関との連携のもと、

医師の指示により、又は、栄養士法（昭和 22 年法律第 245 号）第 5 条の 5 に則って栄養の指導又は管理上、必

要な措置を講ずるものとする。 

 

（自律自助） 

第 6 条 JDA-DAT は、移動及び搬送の方途、調製粉乳や各種栄養補給食品等の調達、生活の手段その他効率的で

効果的な業務を継続的に行ううえで必要な手立ては、自律自助によりこれを確保する。 

2 前項の定めに関わらず、被災者の栄養状態の維持又は改善のために特殊な栄養補給食品等の提供を要するとき、そ
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の他被災者支援活動の適正な実施を確保するうえで特別な対応を必要とするときは、本会の災害並びに復興対策本

部（以下「本会本部」という。）が設置されているときは、本会本部の対策本部長（以下の条項で、対策本部長という

ときは、本会本部が設置されているものとする。）に、本会本部が設置されていないときは本会会長（以下「会長」とい

う。）に、支援を要請することができる。 

 

（都道府県栄養士会との連携と協働） 

第 7 条 JDA-DAT は、本会定款第 4 条第 3 項に基づく、本会と都道府県栄養士会との連携と協働のもと、その業務を

行う。 

２ 本会は、都道府県栄養士会との間で、災害救助の精神、並びに、本会の災害対策事業及び JDA-DAT の意義、こ

れらの事業又は業務の内容に対する理解の共有を図るとともに、前項の連携と協働の確立のために必要な措置を講ず

る。 

 

（JDA-DAT の派遣） 

第８条 本会は、都道府県栄養士会が編成する JDA-DAT を被災地に派遣する。 

２ 派遣に係る JDA-DAT は、本会の災害並びに復興対策本部が設置されているときは本会本部の、本会本部が設置

されていないときは本会の災害対策事業部のもとにあって、本会本部の対策本部長、又は、会長の指揮監督を受ける。 

 

（JDA-DAT の派遣に係る協定） 

第９条 前２条の定めに基づき、本会は、JDA-DAT の取り組みへの参加を希望し、かつ、以下の各号のすべてを満たす

都道府県栄養士会との間で、本会の実施する JDA-DAT の派遣に係る協定（以下「JDA-DAT 協定」という。）の締

結に努めるものとする。 

一 JDA-DAT を自ら編成する意思のあること 

二 JDA-DAT の構成員になりうる者（以下、本項において「JDA-DAT 構成員」という。）と必要な装備が存すること 

三 JDA-DAT 構成員を養成できること 

四 JDA-DAT 構成員の知識技能等の研修を実施できること 

2 JDA-DAT 協定を締結した都道府県栄養士会を、「JDA-DAT 指定栄養士会」（以下「指定栄養士会」という。）

とし、当該都道府県栄養士会に指定証を交付するとともに、適宜の方法により、これを公示する。また、必要に応じて、

災害救助関係官公署等に当該都道府県栄養士会が JDA-DAT 指定栄養士会である旨を通知する。 

3 前項の JDA-DAT 協定の内容をなす条項は、別に定めるところによる。 

 

（JDA-DAT の活動原則） 

第 10 条 派遣に係る JDA-DAT は、その構成員が、統一した状況把握と課題認識に基づく具体的な活動方針のもと、

一体となって被災者支援活動に取り組むものとする。 

 

（JDA-DAT の編成等） 

第 11 条 派遣に係る JDA-DAT は、以下の各号の者をもって、これを編成する。 
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一 JDA-DAT リーダー（以下「リーダー」という。） 

  指定栄養士会の会員であって、派遣に係る JDA-DAT の被災者支援活動を主宰し、その構成員を指揮監督する

職務にあたる者をいう。リーダーは、第 13 条に定める登録を経なければならない。 

二 JDA-DAT スタッフ（以下「スタッフ」という。） 

指定栄養士会の会員であって、リーダーの指揮監督を受けて、派遣に係る JDA-DAT の被災者支援活動に従事

する者をいう。スタッフは、次条に定める登録を経なければならない。 

三 被災地の管理栄養士又は栄養士 

派遣に係る JDA-DAT に参加して、被災者支援活動に従事する被災地の管理栄養士又は栄養士をいう。 

２ 前項の編成に関し派遣に係る JDA-DAT の構成その他必要な事項は別に定める。 

 

（スタッフ登録） 

第 12 条 指定栄養士会の長は、会員の中から、必要な研修を受講し、修了した者を「JDA-DAT スタッフ」（前条第２

号）として、「JDA-DAT スタッフ登録者名簿」に登録し、同名簿を会長に提出する。 

２ 会長は、「JDA-DAT スタッフ登録者名簿」に登録した者に、「JDA-DAT スタッフ登録証」を指定栄養士会の長を通じ

て交付するとともに、当該スタッフが行政庁その他の組織体に所属する場合は、必要に応じその所属長に「JDA-DAT ス

タッフ従事承諾書」をもって支援活動の承諾を得る。 

 

（リーダー登録） 

第 13 条 指定栄養士会の長は前条第１項の登録をしたスタッフの中から、「JDA-DAT リーダー」（第 11 条第 1 号）

の候補者を、会長に推薦する。 

２ 会長は、前項の推薦された者で会長が指定する研修会を受講し、修了した者に修了証書を交付するとともに、この者

を「JDA-DAT リーダー」として、「JDA-DAT リーダー登録者名簿」に登録する。 

３ 会長は、「JDA-DAT リーダー登録者名簿」に登録した者に「JDA-DAT リーダー登録証」を、第 1 項の推薦を行った指

定栄養士会の長を通じて交付するとともに、当該スタッフが行政庁その他の組織体に所属する場合は、必要に応じその

所属長に「JDA-DAT リーダー従事承諾書」をもって支援活動の承諾を得る。 

 

（再教育研修） 

第 14 条 リーダー及びスタッフは、第 13 条第 1 項又は前条第 2 項の登録を継続するために、一定の期間内に再教育の

ための研修を受講しなければならない。 

２ 会長及び指定栄養士会の長は、リーダー及びスタッフの前項の研修の受講状況を踏まえ、リーダー及びスタッフに対し、

同研修の受講のため、必要な助言若しくは勧奨を行う。 

 

（名簿の記載事項の変更） 

第 15 条 「JDA-DAT スタッフ登録者名簿」又は「JDA-DAT リーダー登録者名簿」の記載事項に変更が生じたスタッフ又

はリーダーは、すみやかに変更の内容を指定栄養士会の長、又は、会長に報告しなければならない。 

２ 「JDA-DAT スタッフ登録者名簿」の記載事項に変更が生じたときは、指定栄養士会の長は、すみやかにこれを行うとと
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もに、変更の内容を会長に報告しなければならない。 

３ 「JDA-DAT リーダー登録者名簿」の記載事項に変更が生じたときは、会長は、すみやかにこれを行わなければならない。 

 

（登録の抹消） 

第 16 条 スタッフ又はリーダーが以下の各号の一に該当するときは、当該スタッフ又はリーダーの登録は、これを抹消する。 

一 登録を辞退する意思を表示したとき 

二 栄養士会の会員でなくなったとき 

三 その心身や行状の実情に照らし、明らかに JDA-DAT の業務に堪えないと認められるとき  

２ 前項に基づく登録の抹消は、スタッフについては指定栄養士会の長が、リーダーについては、会長が、それぞれこれを行

う。 

３ リーダーの登録を抹消するにあたっては、会長は、あらかじめ指定栄養士会の長の意見を徴しなければならない。 

 

（派遣基準） 

第 17 条 本会が JDA-DAT を派遣する基準は、次のとおりとする。 

一 災害により被災地に複数の大規模避難所が設置されると見込まれる場合 

二 前号に定める場合のほか、災害の内容、想定される被災者の身体の状況等に照らし、JDA-DAT による応急の被

災者支援活動が必要と認められる場合 

三 国あるいは都道府県、都道府県栄養士会等から JDA-DAT の派遣要請があった場合 

 

（先遣隊派遣） 

第 18 条 本会は、前条各号に該当すると判断したとき、若しくは、特に必要があると認めたときは、次条以下による JDA-

DAT の派遣とともに、又は、JDA-DAT の派遣に代えて、本会において、適宜に編成した、JDA-DAT の先遣隊（以

下「JDA-DAT 先遣隊」という。）を派遣することができる。 

２ JDA-DAT 先遣隊は、JDA-DAT の業務を行うとともに、本会本部を代行して、派遣に係る JDA-DAT の指揮監督を

行う。 

 

（出動要請） 

第 19 条 対策本部長又は会長は、前条の派遣基準に照らし、JDA-DAT の派遣が必要かつ相当と判断したときは、指

定栄養士会の長に対して、JDA-DAT の派遣のためその編成及び出動を要請する。 

２ 対策本部長又は会長は、災害現場に出動した医療機関等の長から第 17 条第１号又は第２号にあたる場合である

ことを理由に派遣要請があったときは、指定栄養士会の長に対してJDA-DATの派遣のためその編成及び出動を要請す

る。 

３ 指定栄養士会の長は、対策本部長又は会長の出動要請を受け、JDA-DAT の編成と出動が可能と判断した場合に

は、速やかに対策本部長又は会長に連絡するとともに、対策本部長又は会長の指示に従い JDA-DAT を編成し出動さ

せる。 

４ 対策本部長又は会長は、JDA-DAT の出動要請を行う際には、関係機関と調整のうえ、JDA-DAT の想定される業
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務及び現場の状況等の情報を指定栄養士会に伝える。 

 

（緊急出動） 

第 20 条 前条の出動要請がないときであっても、明らかに第 17 条第１号又は第２号にあたる場合であると認められ、か

つ、自らの栄養士会で直ちに JDA-DAT の編成と出動が可能であるときは、指定栄養士会の長は、対策本部長又は会

長の承認を得て、JDA-DAT を出動させること（以下「緊急出動」という。）ができる。 

２ やむをえない特別な事情のない限り、JDA-DAT の緊急出動への対策本部長又は会長の承認は、事前にこれを得な

ければならない。 

３ 対策本部長又は会長の承認を得たJDA-DATの緊急出動は、本会の行うJDA-DATの派遣として、これを取り扱う。 

４ 事後を含め、対策本部長又は会長の承認のない JDA-DAT の緊急出動につき、対策本部長又は会長は、指定栄

養士会に対して、当該 JDA-DAT の活動の中止と被災地からの撤収を指示することができる。 

５ 第１項の定めは、災害その他の事由により本会の災害対策事業部及び本会本部の機能が停止した場合に準用する。 

 

（待機要請） 

第21条 対策本部長又は会長は、災害が発生し、第17条の派遣基準に該当する可能性がある場合、指定栄養士会

に JDA-DAT の待機を要請することができる。 

２ 待機要請は、出動要請の手順に準じてこれを行う。 

３ 次の場合に、指定栄養士会の長は、対策本部長又は会長からの待機要請を待たずに JDA-DAT を待機させる。 

一 東京都 23 区で震度５強以上の地震が発生した場合 

二 その他の地域で震度６弱以上の地震が発生した場合 

三 津波警報（大津波警報）が発令された場合 

四 南海トラフ地震臨時情報を発表された場合 

五 台風、豪雨等の自然災害が発生し、大規模な避難等が見込まれる場合 

六 JDA-DAT の出動を要する災害が発生したおそれのある場合 

 

（JDA-DAT の出動と終了に伴う事務） 

第 22 条 指定栄養士会の長は、JDA-DAT を出動させたとき、及び、派遣に係る JDA-DAT が被災地での被災者支援

活動が終了したときは、対策本部長又は会長に報告する。 

２ JDA-DAT の出動に関する指定栄養士会の長、及び、会長又は対策本部長の事務は別に定める。 

 

（研修等） 

第 23 条 指定栄養士会の長は、JDA-DAT の知識技能等の継続的な向上を図るため、指定栄養士会内外における研

修や訓練の実施に努める。 

２ JDA-DATリーダーは指定栄養士会の長及び行政栄養士等と連携し、地域における防災対策、JDA-DATの研修等

に協力する。 

３ 会長は、JDA-DAT リーダーの資質の向上等を図るため、研修や訓練等の企画及び実施に努める。 
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（連絡調整） 

第 24 条 会長は、災害対策事業部内に、JDA-DAT の運用、活動の検証及び研修のあり方等について、検討協議する

ための運営委員会を設置する。 

 

（経費の負担） 

第 25 条 JDA-DAT の管理運営に係る事務経費等は、本会及び指定栄養士会それぞれにおいて、負担する。 

２ 派遣に係る JDA-DAT の編成と出動に係る経費（実費をいう。）は、編成と出動を実施した指定栄養士会の負担と

する。 

３ 前項の定めに関わらず、指定栄養士会は、派遣終了後、JDA-DAT の出動に係る経費の支払いを、会長又は対策

本部長に申請することができる。 

４ 会長又は対策本部長は、前項の申請を適当と認めたときは、申請に係る金額を、申請した指定栄養士会に支払う。 

 

（施行細則への委任） 

第26条 この規程に特別の定めがあるものを除くほか、この規程の実施のための手続その他この規程の施行に関し必要な

事項は、施行細則で定める。 

 

（この規程の改正又は廃止） 

第27条 この規程の改正、又は廃止は、本会理事会の議決をもって行う。 

 

附 則 

第 1 条 この規程は、平成 24 年 1 月 28 日から施行する。 

 

附 則（2023 年 3 月 26 日改正） 

第 1 条 2023 年３月 26 日の改正による規程は、同日から施行する。 

第 2 条 前条の改正（以下「改正」という。）に伴う、改正前の要綱に基づく指定栄養士会の改正規程に基づく指定栄

養士会への移行は、改正規程の施行日から 2 年間を目途としてこれを完了するよう、本会は、所要の取り組みを行う。 

２ 改正前の要綱に基づく指定栄養士会でなかった都道府県栄養士会と本会の JDA-DAT 協定の締結を促進するため、

本会は、当該都道府県栄養士会との間で、JDA-DAT の制度の趣旨や運用、活動実績等に関する協議、説明、情

報の提供など、所要の取り組みを行う。 

第３条 改正規程に基づく指定栄養士会でない都道府県栄養士会（前条第１項又は同条第２項参照）への改正規

程の準用は、前条第１項の期間に限り、当該都道府県栄養士会の同意を得て、これを行うことができる。ただし、指定

栄養士会の制度の趣旨に反する条項はこの限りでない。 
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（２）公益社団法人日本栄養士会 災害支援チーム設置運営規程施行細則 

 

（目的） 

第 1 条 この細則は、公益社団法人日本栄養士会（以下「本会」という。）の制定する公益社団法人日本栄養士会 

災害支援チーム設置運営規程（以下「規程」という。）第 9 条第 3 項、第 11 条第 2 項、並びに、第 26 条の規定

に基づき、規則の施行に必要な事項を定める。 

 

（規程第 9 条） 

第２条 規程第９条第 3 項の JDA-DAT 協定の内容となる条項は、別紙 1 の「JDA-DAT 派遣に関する協定書」の各

条項による。 

 

（規程第 11 条） 

第３条 規程第 11 条第２項の構成は、リーダー１名を含め、総勢４名程度を目途とする。 

 

（規程第 12 条） 

第４条 規程第 12 条第 1 項の「JDA-DAT スタッフ登録者名簿」は別紙 2 の様式第 1 号による。 

２ 規程第 12 条第 2 項の「JDA-DAT スタッフ登録証」は別紙 2 の様式第２号に、「JDA-DAT スタッフ従事承諾書」は

様式第３号に、それぞれよる。 

 

（規程第 13 条） 

第５条 規程第 13 条第 2 項の「JDA-DAT リーダー登録者名簿」は別紙 2 の様式第５号による。 

2 規程第 13 条第 3 項の「JDA-DAT リーダー登録証」は別紙 2 の様式第６号に、「JDA-DAT リーダー従事承諾書」は

別紙 2 の様式第７号に、それぞれよる。 

 

（規程第 16 条） 

第6条 規程第16条第2項によりスタッフの登録を抹消した指定栄養士会の長が会長に提出する登録抹消申請書は、

別紙 2 の様式第８号による。 

  

（規程第 22 条） 

第７条 規程第 22 条第 2 項の事務は以下の各号のとおりとする。 

一 指定栄養士会の長は、出動した JDA-DAT の出動者の名簿を別紙２の様式第９号により対策本部長又は会長

に提出すること 

二 対策本部長又は会長は、派遣に係る JDA-DAT の活動の際に生じる事故等に対応するため、被災者支援活動

中の JDA-DAT を構成するリーダー及びスタッフの傷害保険等に加入すること 

三 派遣に係る JDA-DAT が被災地での被災者支援活動が終了したときは、指定栄養士会の長は、JDA-DAT 支援

活動報告書を別紙２の様式 10 号により対策本部長又は会長に提出すること 
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(規程第 25 条) 

第８条 規程第 25 条第３項の経費の申請のために提出する JDA-DAT 出動経費申請書は、別紙２の様式第 11 号

による。 

 

（様式） 

第９条 前各条に定めるもののほか、この細則の運用上、使用される書式の例は、別紙２のとおりとする。 

 

（改正） 

第 10 条 この細則の改正は、本会会長がこれを行う。変更の事実及び内容は遅滞なく各都道府県栄養士会へ報告し

なければならない。 
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別紙１ 

JDA-DAT 派遣に関する協定書 

 

  日本栄養士会（以下「甲」という。）と○○○栄養士会（以下「乙」という。）は、日本栄養士会災害支援チーム

（JDA-DAT）設置運営規程（以下「設置運営規程」という。）第 9 条第 1 項に基づき、次のとおり協定を締結する。 

 

（JDA-DAT 指定栄養士会） 

第１条 設置運営規程第 9 条第 3 項に基づき、本協定の締結をもって、乙を JDA-DAT 指定栄養士会（以下「指定

栄養士会」という。）とする。 

 

（出動要請） 

第２条 設置運営規程第 19 条第 1 項に基づき、甲は、乙に対し、JDA-DAT の派遣のためその編成及び出動を要請

できる。 

２ 都道府県内の災害救助関係官公署等が設置運営規程第 17 条第 3 号に基づき、指定栄養士会に直接 JDA-

DAT の出動を要請した場合、甲が乙に対して JDA-DAT の出動要請をしたものとみなす。 

 

（出動） 

第３条 乙は、前条の規定に基づき甲から出動要請を受けたときは、会員によって編成された JDA-DAT を出動させる。た

だし、乙において JDA-DAT を編成し、出動させることが著しく困難な事情があるときは、この限りでない。 

 

（指揮系統） 

第４条 派遣に係る JDA-DAT は日本栄養士会災害対策本部及び現地災害対策本部の指揮下で業務を行う。 

２ 前項に関わらず、日本栄養士会災害対策本部及び現地災害対策本部が何らかの事情で機能していないときは、被

災地の県又は市町村行政栄養士（栄養士会及び関連機関を含む。）の指揮下で活動する。 

３ JDA-DAT が厚生労働省、他都道府県からの要請を受けて出動する場合には、当該都道府県の指揮下で活動する。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、JDA-DAT への活動をする者の身分については、乙の管理下にあるものとす

る。 

 

（業務） 

第５条 JDA-DAT は、設置運営規程第 4 条の業務を行う。 

 

（費用弁償） 

第６条 甲の出動要請に基づき、乙が編成及び出動させた JDA-DAT の業務に要した次の費用は、甲がこれを支弁する。 

一 JDA-DAT の編成及び出動に要した経費（旅費、宿泊費） 

二 活動中に JDA-DAT が緊急に使用した支援物資等の実費 

三 JDA-DAT が活動中において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助費。ただし、日本栄養士会が災害
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支援活動時に加入する傷害損害保険によるものとする。 

四 前各号に定めるもののほか、甲が必要と認めたもの。 

２ 前項第 1 号の JDA-DAT の編成及び出動に要した経費については、１回の出動につき、従事した活動場所（災害

拠点）への旅費及び宿泊費の実費を支弁する。ただし、旅費の支給額は、甲の旅費規程に基づきその上限の範囲内

とする。 

３ 甲の出動要請に基づかずに編成及び出動させた JDA-DAT の活動に係る費用は、乙の負担とする。 

 

（待機による費用） 

第７条 JDA-DAT の編成及び出動のための待機の費用は、乙の負担とする。 

 

（報告） 

第８条 乙は、JDA-DAT としての活動内容を速やかに甲に報告するものとする。 

 

（協定期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定締結の日を始期とし、協定の日以降で最初に到来する 3 月 31 日を終期とする。 

２ この協定は、協定期間の満了の日の１月前までに、甲又は乙から何らの申し出がないときは当該期間満了の翌日か

らさらに１年延長されるものとし、以後も同様とする。 

 

（その他） 

第 10 条 この協定に定めのない事項については、その都度甲乙が協議して定める。 

 

 この協定を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

    年  月  日  

 

           甲   東京都港区新橋五丁目 13 番 5 号 新橋 MCV ビル 6 階 

公益社団法人日本栄養士会 

代表理事会長  ○ ○ ○ ○   印 

 

                    乙  ○○○○○○○○○○○○ 

公益社団法人 ○○○栄養士会 

会   長  □ □ □ □    印 
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別紙２ 

様   式 

 

様式第１号  JDA-DAT スタッフ登録者名簿 

様式第２号  JDA-DAT スタッフ登録証 

様式第３号  JDA-DAT スタッフ従事承諾書 

様式第４号  JDA-DAT リーダー育成研修修了証 

様式第５号  JDA-DAT リーダー登録者名簿 

様式第６号  JDA-DAT リーダー登録証 

様式第７号  JDA-DAT リーダー従事承諾書 

様式第８号  JDA-DAT（スタッフ及びリーダー）登録抹消申請書 

様式第９号  JDA-DAT 出動者名簿 

様式第 10 号  JDA-DAT 支援活動報告書 

様式第 11 号  JDA-DAT 出動経費申請書 
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(３) 日本栄養士会災害支援チーム（ＪＤＡ－ＤＡＴ）スタッフ研修要領 

                                                              平成24年1月28日                 

１ 目 的 

「日本栄養士会災害支援チーム（The Japan Dietetic Association-Disaster Assistance Team）（以

下「ＪＤＡ－ＤＡＴ」という。）運営要綱」（以下「要綱」という。）に基づき登録するＪＤＡ－ＤＡＴスタッフ

（以下「スタッフ」という。）の養成及び教育を実施するにあたり、要綱の目的や内容が確実に達成できるスタッフを育

成するための研修内容を定める。 

 

２ 実施者 

  日本栄養士会及びＪＤＡ－ＤＡＴ指定栄養士会（以下「指定栄養士会」という。） 

 

 

３ 受講対象者 

（１）養成研修 

  災害支援経験者又は管理栄養士（栄養士）として５年以上の活動（就業）経験者 

（２）教育研修 

  スタッフに登録されている者 

 

４ 研修目標 

（１）災害時の栄養・食生活支援の基本について説明できる。 

（２）日本栄養士会災害支援チーム（ＪＤＡ－ＤＡＴ）の必要性及び具体的な役割について説明できる。 

（３）ＪＤＡ－ＤＡＴとして自己完結型支援の必要性及び準備品等について説明できる。 

（４）机上シミュレーションや演習をとおしてＪＤＡ－ＤＡＴとしての行動ができる。 

 

５ 研修内容及び時間 

（１）養成研修（１８時間、内６時間は訓練・演習研修） 

ア 災害への理解（１８０分） 

    ＪＤＡ－ＤＡＴの意義と役割、関連法令、災害時の実際 

イ 栄養アセスメント（３６０分） 

    栄養・食生活面の要援護者のためのアセスメント及び指導 

ウ コミュニケーションスキル（１８０分） 

    被災害者を理解し、精神・心理面を注意したコミュニケーションのあり方 

エ 臨機応変の対応能力（１８０分） 

    その場の状況を把握し、即対応する能力 自身の健康・安全管理 

オ 応急措置・救急（１８０分） 

    その場で発生する生命（健康）危機管理時の対応能力 
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（２）教育研修（６時間、内３時間は訓練・演習研修） 

ア 栄養アセスメント及びコミュニケーションスキル（１８０分） 

    最新の情報に基づく栄養アセスメント及びコミュニケーションのあり方 

イ 臨機応変の対応能力、応急措置・救急（１８０分） 

    状況を把握及び即対応能力の向上 

 

６ 開催回数 

（１）養成研修 

   スタッフの養成計画等に基づき、必要に応じて開催する。 

（２）教育研修 

   スタッフを養成した日本栄養士会及び指定栄養士会は、スタッフの再教育研修として、それぞれ年１回以上開

催する。 

 

７ 条 件 

  要綱第７条に基づくスタッフの登録を継続するための再教育研修として、２年に１回以上日本栄養士会又は指

定栄養士会の主催する教育研修を受講しなければならないこととする。 

 

８ 経費の負担 

  日本栄養士会及び指定栄養士会が主催する研修会に係る経費については、それぞれが負担する。 

ただし、受講者に対する費用負担の設定については、それぞれの判断によることとする。 

 

附 則 

 この要領は、平成２４年１月２８日から施行する。 
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（出典：内閣府・災害対策法制のあり方に関する研究会資料） 

 

４ 災害対策の法的枠組み 

（１）主な災害対策関係法制 

我が国の災害対策法制は、災害の予防、発災後の応急期の対応及び災害からの復旧・復興の各ス

テージを網羅的にカバーする「災害対策基本法」を中心に、各ステージにおいて、災害類型に応じて

各々の個別法によって対応する仕組みとなっている。 

都道府県及び市町村の活動は、災害対策基本法に基づく地域防災計画に規定され、発災後は、

災害救助法に従い被災者の保護にあたることになる。 

 

【図９ 主な災害対策関係法律の類型別整理表】 

類型 予防 応急 復旧・復興 

地 震 

津 波 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

火 山 
   

風水害 

   

地滑り 

崖崩れ 

土石流 

   

豪 雪 
   

原子力 
   

 

  

災害対策基本法 

・地震財特法 
・地震防災対策特別措置法 
・建築物の耐震改修の促進に関する法 

律 
・密集市街地における防災街区の整備 

の促進に関する法律 
・東南海・南海地震に係る地震防災対 

策の推進に関する特別措置法 
・日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 

に係る地震防災対策の推進に関する 
特別措置法 

 

津波対策の推進に関する法律 

大規模地震対策特別措置法 

 

活動火山対策特別措置法 

 

河川法 

 

 
特定都市河川浸水被害対策法 

 

 

 
・砂防法 
・森林法 
・特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措 
置法 

・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する 
法律 

・土砂災害警戒区域等における土砂災害 
防止対策の推進に関する法律 

豪雪地帯対策特別措置法 

 

原子力災害対策特別措置法 

 

 

 

・災害救助法 

・消防法 

・警察法 

・自衛隊法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水防法 

 

激甚災害法 
＜被災者への救済援助措置＞ 
・中小企業信用保険法 
・天災融資法 
・小規模企業者等設備導入資 

金助成法 
・災害弔慰金の支給等に関す 

る法律 
・雇用保険法 
・被災者生活再建支援法 
・株式会社日本政策金融公庫法 
＜災害廃棄物の処理＞ 
・廃棄物の処理及び清掃に関 

する法律 
＜災害復旧事業＞ 
・農林水産業施設災害復旧事 

業費国庫補助の暫定措置に 
関する法律 

・公共土木施設災害復旧事業 
費国庫負担法 

・公立学校施設災害復旧費国 
庫負担法 

・被災市街地復興特別措置法 
・被災区分所有建物の再建等 
 に関する特別措置法 
＜保険共済制度＞ 
・森林国営保険法 
・農業災害補償法 
・地震保険に関する法律 
＜災害税制関係＞ 
災害被害者に対する租税の減免、
徴収猶予等に関する法律 
＜その他＞ 
防災のための集団移転促進事業に
係る国の財政上の特別措置等に関
する法律 
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（２）災害救助法の概要 

災害救助法は、発災後の応急期における応急救助に対応する主要な法律である。 

災害対策基本法における救助の実施主体は基礎自治体である市町村であり、都道府県は市町村

の救助の後方支援・総合調整を行う。災害救助法が適用された場合、救助の実施主体は都道府 県

となり、市町村は都道府県の補助を行うこととなる。なお、都道府県は必要に応じて、救助の実施に関

する事務の一部を市町村長へ委任することができる。 

都道府県では、災害救助法における「炊き出しその他による食品の給与」について、避難所の設置と

同様に市町村に事務委任を行うこととなっている。 

 

【図 10 災害対策法制上における災害救助法の位置づけ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  市町村（基礎自治体） 都道府県 

救助法を 

適用しない場合 

救助の実施主体 

（基本法 5 条） 

救助の後方支援、総合調整 

（基本法 4 条） 

 

救助法を 

適用した 

場合 

救助の実施 都道府県の補助 

（法 13 条 2 項） 

救助の実施主体（法 2 条） 

（救助実施の区域を除く（法 2 条の 2）） 

事務責任 事務委任を受けた救助の実施主体

（法 13 条 1 項） 

救助事務の一部を市町村に委任可

（法 13 条 1 項） 

費用負担 費用負担なし 

（法 21 条） 

掛かった費用の最大 100 分の 50 

（残りは国が負担）（法 21 条） 
 

（出典：内閣府・防災情報「災害救助法の概要（令和元年度）」） 

 

 

【災害救助法における救助の種類】 

〇避難所の設置                     〇被災者の救出 

〇応急仮設住宅の供与                〇住宅の応急修理 

〇炊き出しその他による食品の給与        〇学用品の給与 

〇飲料水の供給                    〇埋葬 

〇被服、寝具その他生活必需品の給与・貸与  〇死体の捜索・処理 

〇医療・助産                       〇障害物の除去 

（出典：内閣府・防災情報「災害救助法の概要（令和 3 年度）」） 

 

 

 

 

災   害   対   策   基   本   法 

災害救助法の適用でどう変わる？ 

災害予防 
応急救助 

（災害救助法） 

復旧・復興 
（被災者生活再建支援法、災

害弔慰金法など） 

災害 
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【「炊き出しその他による食品の給与」の概要】 

 一般基準 備考 

対 象 者 避難所に避難している者、住家に被害を受け、又は

災害により現に炊事のできない者 

 

費用の限度額 1 人 1 日あたり 1,160 円以内 （※） 

救 助 期 間 災害発生の日から 7 日以内  

対 象 経 費 主食費、副食費、燃料費、炊飯器・鍋等の使用謝金

又は借上費、消耗器材費、雑費 

 

下線部は特別基準（＊）の設定が可能なもの         

（＊）特別基準：一般基準では救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事は内閣総理大臣に協議

し、その同意を得た上で、特別基準を定めることができる。 

（出典：内閣府・防災情報「災害救助法の概要（令和３年度）」） 

（※）1 人平均かつ 3 食でという意味である。（令和 3 年３月３１日現在） 

主な留意事項 

○炊き出し等の給与については、避難所に避難しているからとか、炊事ができない状況にあるからというのみで単に機

械的に提供するのではなく、近隣の流通機構等も勘案しながら実施すること。 

○握り飯、調理済み食品、ﾊﾟﾝ、弁当等を購入して支給する場合の購入費は、炊き出しの費用として差し支えない。 

○避難所等での炊き出しが長期化する場合は、できる限りメニューの多様化、適温食の提供、栄養バランスの確保

等、質の確保について配慮するとともに、状況に応じて管理栄養士等の専門職の活用も検討すること。 

○避難所ではなく、自宅において避難生活をしている方が避難所に炊き出し等の給与を受け取りに来た場合も対象

となる。 

○避難所における避難者以外の職員やボランティア等の食事については、対象とならないこと。 

  （出典：内閣府・防災情報「災害救助法の概要（令和 3 年度）」） 

 

（３）避難所における食事提供に係る適切な栄養管理の実施について 
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5 参考 

（１）ボランティア活動と責任 
 

１ プライバシーへの配慮と思いやりある態度で行動します。(傾聴、共感) 

２ 栄養相談は「指導ではなく支える（支援）」の気持ちで行います。 

３ 他機関などには協調性を持って対応します。（連携、柔軟対応、指揮系統を遵守） 

４ いつでも、どこでもマナーのある行動をとります。 

５ いつでも感謝の気持ちをもって活動します。（後方支援者、職場、家庭の協力） 

６ 簡潔で分かりやすい言葉づかいをします。（穏やかに、忍耐強く、共感的） 

７ 略語や専門用語は控えます。（「食事制限」→「食べ方を工夫しましょう」） 

 

○ＮＧワード 

「過去を振り返るな、前を向いて」  「泣いていると亡くなった方が悲しみますよ」 

「いつまでそんなこと言っているの」  「命があったんだから良かったと思って」 

「思ったより元気そうですね」     「仕方ないでしょう」 

○よりよいコミュニケーションのために 

・まずは名乗ります。(例：「日本栄養士会災害支援チームの管理栄養士○○です」) 

・自分の話が理解されているか、相手の表情やしぐさに注意します。 

・相手との適切な距離と位置関係を考えます。 

・相手の気持ちを尊重します。（体験を語りたくないなど） 

・異常事態に起こりうる反応を予測する（泣きわめく、怒る、ひきこもる） 

・栄養支援以外の支援を依頼される場合も対応します。（物資運搬、掃除など） 

 【支援者としての心構え】独立行政法人国立健康・栄養研究所 社団法人日本栄養士会 災害時の栄養・食生活支援マニュアルより 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ＨｅＬＰ＿ＳＣＲＥＡＭ（助けてと叫ぶ） 

○自身の健康管理に注意しましょう。 

・現在、身体的・精神的状態で活動に与える問題はありませんか。（最近受けた治療や手術、活動の妨げとなる

食事制限、活動及び身体的な疲労に耐える能力、服薬している場合は活動期間が延びたときの薬の入手方法） 

・支援者は二次受傷者となり得ます。（被災地で救援活動を行うことで、自らも傷つくことがあります。） 
 

○被災者の様々な情報を知っておきましょう。 

 ・被災地ですでに活動している支援者から、事前に現場の指揮命令系統、組織、方針と手順、安全性、利用で 

きるサービスについての説明や、被災地の状況（被災者数、避難所数、地名など）の情報を得ましょう。 
 

○いきなり介入するのではなく、まずは様子を見守りましょう。 

 ・場の状況や対象となる人の様子をよく見て、思いやりのある態度で対応しましょう。（被災者が拒否することにも

準備をしておきましょう。） 
 

○被災者と話すときは、簡潔で分かりやすい言葉を使い、ゆっくり話しましょう。 

 ・忍耐強く、共感的で、穏やかに話してください。 

 ・略語や専門用語の使用は好ましくありません。（例えば、「食事制限」ではなく、「食べ方を工夫するように心がけましょう」などと表現しましょう。） 
 

○他の支援者及び援助機関と連携し、協調性をもって活動しましょう。 

 ・現場を管理しているスタッフや組織と連携し、柔軟に対応しましょう。連携のない活動は混乱を招きます。現場で

の指揮命令系統を遵守すること。 
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  活動開始・本部立ち上げにおける原則となる、災害時の共通言語です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ＭＥＴＨＡＮＥ 災害時に収集する情報をまとめたものです。 

METHANE 

Major incident：大事故災害 「待機」または「宣言」 

Exact location：正確な発生場所 地図の座標 

Type of incident：事故・災害の種類（鉄道事故、化学災害、地震など） 

Hazard：危険性 現状と拡大の可能性 

Access：到達経路 進入方向 

Number of casualties：負傷者数 重症度、外傷分類 

Emergency services：緊急対応すべき機関 

          －現状と今後必要となる対応 

 

（例） 

M 名前と災害の大きさ：私は〇〇です。地震が発生。 

E（正確な場所）：場所は○○県○○市です。 

T（事故の種類）： 大地震による家屋の崩壊です。 

H（危険物、障害物）：道路にがれきが散乱しています。 

A（アクセス）：進入路があるかわかりません。 

N（傷病者数）：傷病者数は３００人以上と推定されます。 

E（消防・救急活動）：活動状態は未確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HeLP_SCREAM  

Hello：挨拶 

Location：本部棟場所の確保 

Pert：役割分担 

Safety：安全確認 

Communication：連絡手段の確保 

Report：上への報告 

Equipment：物品準備 

Assessment：評価（人・物の過不足） 

METHANE：情報の発信 
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（２）災害時のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ（サイコロジカル・ファーストエイド）の活用  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○サイコロジカル・ファーストエイドとは 

「深刻なストレス状態にさらされた人に対する人道的・支持的、かつ実施に役立つ支援」であり、専門家

でなくても使える 

 

○特徴 

・治療ではない 

・感情や反応を聞き出すようなものではない 

・つらい出来事の詳細を話し合うものではない 

 

○１Ｐ＋３Ｌという４つスキルを使って支援に取り組む 

Preparation（準備）、Look（見る）、Listen（聴く）、Link（つなぐ） 

 

〔準備〕 

・可能な限りの情報を集める（災害の概要） 

 ・現場で利用できるサービスや支援を調べる 

 ・安全と治安状況について調べる 

 

〔見る〕 

・安全確認 

・明らかに急を要する基本的ニーズがある人の確認 

・深刻なストレス反応を示す人の確認 

 

〔聴く〕 

・支援が必要と思われる人々に寄り添う 

 ・必要なものや気がかりなことについてたずねる 

 ・人びとに耳を傾け、気持ちを落ち着かせる手助けをする 

 

〔つなぐ〕 

 ・ニーズが多いこと 

 ・生きていく上での基本的なニーズが満たされ、サービスが受けられるよう手助けする 

 ・自分で問題に対処できるよう手助けする 

 ・情報を提供する 

 ・人びとを大切な人や社会的支援と結びつける 

 

〔するべき態度〕  

・気が散らないように、できるだけ静かな場所を見つけて話す 

・ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰを尊重し、相手の秘密を守る 

・被災者のそばにいる。ただし、年齢や性別、文化によって適切な距離を保つこと。 

・話を聞いていることが相手に伝わるように、うなづいたり、相づちを打つようにする 

・忍耐強く冷静でいる。もし、事実についての情報があるなら伝える 

・知っていること、知らないことを正直に話す 

・相手が理解できるような方法で、情報を簡潔に伝える 
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（３）DiMS（Dietitian Matching System）の活用 

① DiMS の簡易操作マニュアル 

ログイン方法およびシステムの使い方 

(1)JDA-DAT スタッフ登録時に DiMS（Dietitian Matching 

System）に登録する。 

(2)登録が完了すると、登録アドレスに【登録完了のお知らせ】メールが

届く（図 1）。 パスワードは仮なので、後で必ず変更すること。 

(3)メールに記載されている URL よりアクセスする。 

(4)ログイン画面より、メールに記載されている ID と PW を入力して 

ログインボタンをクリックする（図 2）。    

(5)ログインが成功するとホーム画面が表示される（図 3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)メニューは「ホーム」、「登録者情報」、「支援先情報」、 

「マニュアル」がある。 

(7)ホームには、「お知らせ一覧」、「緊急情報」がある。 

(8)登録者情報は、自分の登録情報が確認できるので、  

必ず確認し、必要に応じて修正する。 

(9)支援先情報では、災害募集支援先一覧が表示され   

る（図 4）。 

(10)マニュアルでは「DiMS の操作マニュアル」が表示され  

る。システム利用の際は、確認してから使用する。 

 

 

 

 

 

 

図 4 支援先情報画面 

図 1 登録完了メール 

図 2 ログイン画

面 図 3 ホーム画面 
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② 支援時のシステム活用の流れ（図 5 DiMS 支援活動フロー参照） 

 

 

 

都道府県栄養士会 

（1）県庁より県栄へ支援要請（図 5①） 

↓ 

（2）県栄内に災害対策本部設置（図 5②） 

↓ 

（3）日栄へ県外からの支援要請をする（図 5③） 

↓ 

（4）DiMS へ支援先を登録、支援募集（図 5④） 

↓ 

（5）DiMS で支援者の状況を確認しマッチングして確定する 

（図 5⑥；図 6）マッチングには少なくも一人は JDA-DAT 

リーダーであることが望ましい。 

↓ 

（6）DiMS で支援確定者の確認をする（図 5⑧,図 7） 

図 5 DiMS 支援活動フロー 

図 6 支援者状況画面 

図 7 支援確定者状況画面  
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会員 

支援要請 

  ↓ 

(1)支援者募集のお知らせメール（災害名と支援期間掲載）が届  

く。記載されている URL をクリックしログインする。 

↓ 

(2)支援先情報の「支援日入力・確認」画面右上の「支援先詳細」ボ  

タンをクリックすると(図 8)、支援先の詳細が確認できる（図 9）。 

↓  

(3)支援に入力・確認 支援先画面へ戻る場合には右上の「支援日

入力・確認」ボタンをクリックする。 

↓  

(4)支援日入力・確認画面から、支援日を入力する。 

「移動手段」、「車の運転の可否」、「宿泊手配の必要性」は必須入  

力。次にカレンダーの支援日の指定場所をクリックする。日付のシフトボ

ックスをクリックすると予定を選択することができる。未定の場合には未

定でよい。支援に入れない場合には、支援不可にチェックを入れる。支

援不可の場合には後方支援可にチェックを入れることができる。 

最後に画面下部の「確認してください」のリンクを必ずクリックする（図 10）。 

↓ 

(5)確認事項が表示されるので、必ずよく読んでよければ「確認してくださ

い」のチェックボックスをクリックする。 

↓ 

(6)内容に間違いがなければ登録ボタンを押して内容を確定する。 

支援日入力が完了する画面に「完了しました」と表示される（図 11）。  

↓ 

(7)支援の調整を日本栄養士会事務局で行われ、「ステータス更新のお

知らせというメールが届く。記載の URL よりログインする。 

↓ 

(8)「支援日確認後は了承ボタンをクリックしてください」というメッセージ

が表示されるので「OK」ボタンをクリックする（図 12）。 

↓ 

(9)支援日入力確認画面が表示される（図 13）。調整後のスケジュー

ルを確認する、日付枠の上段はご自身が登録した内容、下段が調

整後の内容。グリーンは出動、ネイビーは非出動、黄色調整中（再

度確認必要）。スケジュールを確認したら画面右下の「了承」をクリックする。 

図 12 ステータス更新画面  

図 9 支援先詳細画面 

図 8 支援先情報画面 

図 10 支援日入力画面 

図 11 支援日入力完了画

面  

図 13 支援日入力確認画面 

図 10 支援日入力画面 
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③ 支援報告 

活動終了時 

(1)ホーム画面「支援先情報」をクリック、支援を行った先の「報告：をクリックする。 

「未入力」ボタンをクリックする。 

  ↓ 

(2)活動報告を下記の項目について入力する。 

「活動拠点」、「開始時間」、「終了時間」、「活動内容」、「活動内容詳細」、「活動場所」 

確定後は、修正ができないので注意する。 

 

項目の操作詳細については、「DiMS Dietitian Matching System）登録者取り扱いマニュアルをご確

認ください。 

 

（４）災害時の通信連絡等に活用する情報共有アプリ等について 

 ① グーグルの活用について 

＊各個人のアカウント（グーグルのアドレス）が必要になるが、アカウントを取得すると以下の９つのコ

ンテンツが活用でき、アカウントをもっている者同士であれば各コンテンツで共有、共同制作することも

可能。 

➢ Google チャット 

グループ間のコミュニケーションが可能（LINE のような使い方ができる。） 

➢ Google meet 

Google Workspace に含まれている安全なオンライン ウェブ会議通話が可能（小規模な会

議や個人の利用に適する） 

＊災害時等、Web 会議などに活用できる 

➢ Google ドライブ（資料や写真などの保管場）  

情報の共有（資料、写真など）大切なデータを保管・共有できる。 

フォルダーの設定（特定の個人のアドレスを設定することで資料などを必要な人に共有することが

できる。 またデータや資料を編集できるもの（編集者）と閲覧のみ可能（閲覧者）を区分する

ことができる。） 

＊災害時等、資料や写真を全員に情報共有することで、引継ぎ等に役立つ 

➢ スプレッドシート（エクセルと似た機能）を利用可能 

＊災害時等、帳票類（シート）での共有事項について情報共有できる 

➢ ドキュメント（ワードと似た機能）を利用可能 

＊災害時等、文字での共有事項や注意事項について情報共有できる 

➢ Google フォーム 

アンケートフォームの作成、実施、集計 
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➢ Gmail を活用 

＊災害時等、メールを活用し、内容の報告、資料の添付ができる 

➢ Google カレンダー 

➢ Gemini （生成 AI 機能）文章を要約し、共有できる 

 

 ② ラインの活用 

➢ 友達を招待する（グループの作成） 

グループへの招待、削除、退会などグループを作成する 

グループに招待する際は、QR コード、招待リンク、メール、SMS などを利用 

➢ 写真・動画、アルバム、ノート、ファイル機能 

LINE での情報共有は、ノート、アルバム、画面シェア、位置情報など、様々な機能を使用可能 

➢ ラインミーティング機能 

指定の URL にアクセスして簡単にグループ通話ができる 

＊Zoom や Google Meet のような、Web 会議システムと同じような使い方ができます。 

  
【個人情報の取り扱い】 

個人情報の保護に関する基本方針（令和４年４月１日）（閣議決定）にて、個人情報等を取り

扱う各主体及び個人情報等によって識別される個人の双方における法の正しい理解が不可欠であること

から、国は、個人に対する広報・啓発に積極的に取り組むこととされています。 

SNSで個人情報を扱う際は、自分だけでなく他人の情報にも注意する必要があります。写真の背景に映り

込む情報や、個人を特定できる情報（氏名、住所、電話番号など）の公開を控えましょう。特に、顔が写

っている写真などは個人情報保護法の対象となりますので注意が必要です。 

 

SNSで個人情報を扱う際の注意点: 

・個人情報の定義:氏名、住所、電話番号、メールアドレス、顔写真、指紋画像など、個人を特定できる

情報はすべて個人情報に該当します。 

・他人の個人情報:他人の個人情報を無断で公開することは、プライバシー侵害となり、損害賠償を求めら

れる可能性があります。 

・写真の背景:写真に写り込む風景や、特定できる情報（勤務先、学校など）も注意が必要です。 

・位置情報:位置情報付きの写真をSNSにアップする際は、居場所が特定されるリスクがあることを意識し

ましょう。 

・公開範囲:誰にどのような情報を公開するか設定を把握し、適切に公開範囲を絞り込むことが重要です。 

・プライバシーポリシー:SNSの利用規約やプライバシーポリシーをよく確認し、個人情報の取り扱いについ

て理解を深めましょう。 

・安全管理:SNSを利用する際には、情報漏洩のリスクを意識し、安全管理措置を講じる必要があります。 

・企業情報:企業情報をSNSで投稿する場合は、個人情報と企業情報の区別を明確にし、適切な情報

管理を心がけましょう。 
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 （５）石川県能登半島地震における 1.5 次避難所への支援 

  ① 1.5 次避難所とは 

石川県能登半島地震において、被災地で緊急的に避難する１次避難所から生活環境の整った安

全な２次避難所へとつなぐ一時的な待機場所として開設された。設置当初は避難者の滞在を約３日と

想定していたが、要介護度の高い方や老人保健施設の入所者などが増加し、一時待機ステーションと呼

ばれる介護施設が併設された状態で運営された。 

発災時に被災地で開設される１次避難所とは異なり、高齢者率が高く、２次避難先が決まらず長

期滞在者が増加した。(2024.1.8〜2024.7.2) 

 

 ② 支援者に向かう際の心構え 

石川県で開設された 1.５次避難所では、施設内の控室を栄養士会の拠点として避難所の栄養管

理に携わってきた。被災地栄養士会は、状況が刻一刻と変化する中で発災直後から長期に渡って活

動している。支援に入る際には、被災地、本部からの情報を随時確認するとともに、出動依頼から決定

まで時間や内容の変更に対しても被災地のニーズに沿った検討がなされていることを十分に理解し、出

動体制を整える。また、平時で行われていたことが被災地ではスムーズに進まないこともあるが、被災地

栄養士会が発災後から臨機応変に対応してきたこれまでの歩みを十分に理解し、支援に入る。 

      「県外から来た人は短距離選手、現地の人はマラソン選手 

           マラソン選手に短距離の走り方を押し付けては、完走できない」 

 

 ③ 1.5 次避難所における栄養食生活支援 

１）状況の把握 

   体育館や多目的ルーム等がある複合施設では、エリアごとに対象者を区分し、運営されている場合も

ある。日々滞在者が変わることを踏まえ、多職種と連携しニーズを把握する。1.5 次避難所は、２次避

難所への一時的な待機場所として役割から、要配慮者、特に高齢者や硬い食材の咀嚼嚥下が難しい

方、食物アレルギーや慢性疾患等の食事療法が必要な方なども把握しておく。 

石川県能登半島地震では、避難者自身で食事をされる方はメインアリーナと呼ばれるエリアに入居し、

県が弁当や炊き出しなどを準備した。エリアによって対象者の食事状況が変わるため、栄養管理や支援

方法を検討していく。 

 

２）食事の提供体制 

 ア 提供の判断 

1.5 次避難所は、被災地から離れた場所に開設されることがあり、建物の被災は免れたが、調理

環境が整っていない施設が使用されている場合もある。食事提供を依頼されたが、調理設備がない、

または簡易的給湯設備のみで衛生的に調理が難しい環境の場合、食中毒予防・誤嚥予防を最優

先事項として安全面も視野に入れ検討をする。 
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イ 提供方法の検討 

レトルト食品等を加熱するなど、衛生的な配慮ができる提供方法を検討する。個包装などは量・種

類等の安定的な確保が必要なため、支援物資だけではカバーできない。被災都道府県・被災自治

体等と協議し、レトルトや配食サービスの嚥下調整食を調達し対応する。また、洗浄作業を行わない

よう食器や配膳トレーなど使い捨て容器を検討する。 

弁当等外部へ発注する際は、喫食時間までの管理についても併せて検討する。 

 

ウ 衛生面に配慮した作業 

被災地で開設されている避難所は、ボランティアの炊き出しなどがあるが、要配慮者に向いていない

場合がある。避難所施設も調理に適した環境ではないことが多いため、継続して加熱ができるように

設備の電気・火器状況を把握する。保温機器や電子レンジ等使用可能な機器で工夫し、柔軟に

対応する。 

石川県での 1.5 次避難所では、スチームコンベクションオーブン搭載のキッチンカーが配置された。調

理環境がない中で加熱作業等ができる調理機器搭載車は、加熱時間の短縮、加熱できる食数の

大幅な増加などにより、温かい食事をよりスムーズに提供できた。食事の質が上がったが、加熱後の

調理品の衛生的な管理について全体で共有することが重要である。また、慣れない調理機器の作業

となるため、機器の操作マニュアルも作成しておく。 

 

３）要配慮者への食事提供 

被災者のニーズを踏まえ、食事形態・献立を検討する。誤嚥予防のためにも、咀嚼や嚥下機能が不

明な方はペースト状の食事で対応し、状況把握後適切な形態を再検討する。アレルギー疾患がある場

合は、介護士と連携を密にし、食札や盛り付け室での明確な表示など、日々入れ替わる支援者に対し

て、一目で確認ができるよう注意喚起・提供体制を整える。食事を提供する際、配膳等準備にあたり十

分な広さを確保できない場合がある。安全を最優先し、他職種と連携をとりながら食事提供を行う。 

 

 ４）栄養相談・栄養ケア 

要配慮者以外の被災者には、他の避難所同様お弁当や炊き出しなどが準備されている場合が多い。

石川県の 1.5 次避難所では、メインアリーナの約８割が高齢者、30 日以上入所されている被災者の

約 65％が内科的疾患を有する方もいたことから、栄養管理の課題が多く挙げられた。昼食配布時に栄

養相談ブースを開設・栄養相談を実施し、栄養状態の把握、基礎疾患を踏まえた食事の取り方の支

援を行う。要配慮者がいる一次待機ステーションでは、入所者の身長・体重・摂取量を元に、栄養状態

をリスク分けして、栄養ケアを開始する。喫食量、睡眠、疲労、排便など生活状況や、必要な食事療法

が実施されているか確認する。様々なチームが活動しており、被災者は「何度も同じことを聞かれる」など

ストレスが生じやすい。介護士等から被災者の状況を共有し、適正な実態把握の方法を検討する。 
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④ 多職種との連携 

毎日の全体会議では、避難者の健康管理について状況共有がされる。DMAT、JRAT、DHEAT な

ど医療系チームの他、JCMA や MSW などの介護系チーム、ITDART や JVOAD など様々な団体が活

動しているため、連携が不可欠である。会議や各団体のブース等で、多職種の活動を確認し、ニーズを

把握する。活動時間も重なるため、顔の見える関係性の構築づくりをする。（DWAT、JRAT、日本看

護協会、薬剤師会、JCMA、歯科医師会、阪急交通、日本 MSW、DHEAT、DMAT、DPAT、

ITDART、JVOAD、石川県など） 

多職種協働で健康観察、体重測定など、健康状態を把握する。介護士や DMAT と連携を図り、変

更点を確認しておく。 

 

 ⑤ 平時への備え 

被災自治体となった時、被災栄養士会が発災後すぐに栄養支援を受け入れられる体制づくり、初動

が重要である。平時で築いたネットワークが大きな力となる。栄養支援を求める声に、タイムリーかつ継続

的な栄養士派遣が行えるのも、平時から職域を越えた連携があってこそである。石川県での 1.5 次避

難所では、平時からのネットワークとキッチンカーの配置により、レトルト食品や弁当を加熱し、温かい食

事を提供することができた。各自治体や関係機関に困難な状況の中で食事提供ができる環境づくりの

ひとつとして、調理機器搭載車の検討や食事提供までの流れを訓練等に盛り込んでもらえるように協力

を仰ぐのが望ましい。他職種と連携し、災者の支援について、短期支援・長期支援等それぞれを見据え

た備えが大切である。  
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（６）啓発資料 

① 避難所生活（栄養食生活）リーフレット     
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② 避難所生活（衛生管理）リーフレット    
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③ 赤ちゃん、妊婦・授乳婦リーフレット   
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④ 高齢者向けリーフレット 
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⑤ 避難所運営管理者様へのお願い 
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⑥ 調理や配食を担当される方へのお願い  
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⑦ 炊き出しを担当される方へのお願い  
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⑧ 調理器具や直接手で触れる部分などの消毒                  
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⑨ 災害時に乳幼児を守るための栄養ハンドブック   
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⑩ 掲示物 
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